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注意   法改正等により内容に大きな変更がない限りは、新たに作成・配付しませんの
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第４次改定保存版 



政治団体の設立届を出された方々政治団体の設立届を出された方々政治団体の設立届を出された方々政治団体の設立届を出された方々へへへへ 
 

＜今後義務づけられる主な手続＞＜今後義務づけられる主な手続＞＜今後義務づけられる主な手続＞＜今後義務づけられる主な手続＞ 

１１１１    政治団体の収支報告書の提出政治団体の収支報告書の提出政治団体の収支報告書の提出政治団体の収支報告書の提出 
 

概  要 

政治団体（候補者ではありません）は毎年１回、１年間の収１年間の収１年間の収１年間の収支支支支 
 ((((１月１日～１月１日～１月１日～１月１日～12121212月月月月31313131日までの分）日までの分）日までの分）日までの分）を報告する必要があります。 
 ○収入・支出が０でも報告する必要があります。 
 ○収支報告書を提出しなかったり、虚偽の記入をした場合について罰則

が定められています（５年以下の禁錮又は100万円以下の罰金）。 
 ○一部の項目に係るものを除き、１件５万円以上の支出は、領収書等の

写しを収支報告書に添付する必要があります。 

国会議員関係 
政治団体の特例 

 人件費以外の１件１万円超のすべての支出について、 

領収書等の写しを添付 

提出期限 

３月31日まで 

（提出期限最終日が行政機関の休日の場合は休日の翌日） 

※３月中旬以降は、窓口が大変混雑します。 

国会議員関係 
政治団体の特例 

５月31日まで 

（提出期限最終日が行政機関の休日の場合は休日の翌日） 

記載方法 
 本書の記載例を参照してください。なお、様式は毎年11月頃に、主たる事

務所の所在地宛に送付する予定です。また、12月頃には記載方法に関す

る説明会を開催する予定です。 

そ の 他 

 政治団体の収支報告は、候補者自身の選挙運動に関する収支報告（選挙

期日後にその選挙を管理する選挙管理委員会に提出する選挙運動費用収

支報告書）とは異なるものであり、87ページを参照のうえ作成するよう

にしてください。 

２２２２    異動届異動届異動届異動届 
 

概  要 

 設立届により届け出た事項に異動があった場合、異動届を提出する必要
があります（例えば、政治団体名、代表者、会計責任者、会計責任者の

職務代行者、規約など、設立届により届け出たすべての事項の異動が対

象です。）。 
 代表者の住所や電話番号のみの異動も届出の必要があります。 

提出期限 異動の日から７日以内 

３３３３    解散届解散届解散届解散届 
 

概  要 
 政治団体が解散したときは、解散届を提出する必要があります。 
 政治団体の自然解散、自然消滅は認められていません政治団体の自然解散、自然消滅は認められていません政治団体の自然解散、自然消滅は認められていません政治団体の自然解散、自然消滅は認められていませんので、ので、ので、ので、解散の場合、解散の場合、解散の場合、解散の場合、

必ず解散届を提出する必要があります。必ず解散届を提出する必要があります。必ず解散届を提出する必要があります。必ず解散届を提出する必要があります。 

収支報告書 
 解散届には、解散年の収支報告書（１月１日～解散の日までの収支を記解散年の収支報告書（１月１日～解散の日までの収支を記解散年の収支報告書（１月１日～解散の日までの収支を記解散年の収支報告書（１月１日～解散の日までの収支を記

載したもの）載したもの）載したもの）載したもの）を添付する必要があります。 
 ○収入・支出が０でも報告する必要があります。 

提出期限 

解散の日から３０日以内 

国会議員関係 
政治団体の特例 

解散の日から６０日以内 

４４４４    その他（資金管理団体の諸届）その他（資金管理団体の諸届）その他（資金管理団体の諸届）その他（資金管理団体の諸届） 

  資金管理団体の指定をしている場合、届出事項に異動があったときには資金管理団

体の異動届を、解散したときには資金管理団体の指定取消届を、それぞれ提出する必

要があります。提出期限は異動や解散の日から７日以内です。 

 ※届や報告書の提出の際は、代表者及び会計責任者の印を持参してください。 

（設立届、異動届のみの提出であれば、代表者の印のみで差し支えありません。） 

  ※印鑑は、認印で構いません。 



（詳しくはP23以下）

個　別　規　制 総　量　規　制

  同一団体・同一政治家に対する

寄附の個別制限額

  寄附者が寄附できる額の

総量の制限額

政　　　　　　党  制 限 な し  年間２，０００万

資 金 管 理 団 体  年間１５０万まで

その他の政治団体  年間１５０万まで

政　　　　　　党  制 限 な し  年間２，０００万

自己の資金管理団体  制 限 な し

その他の政治団体  年間１５０万まで　※

政　　　　　　党  制 限 な し

 資本又は出資金により

年間７５０万～１億

資 金 管 理 団 体

その他の政治団体

政　　 治 　　家

政　　　　　　党  制 限 な し

 組合員・構成員の数により

年間７５０万～１億

資 金 管 理 団 体

その他の政治団体

政　　 治 　　家

政　　　　　　党  制 限 な し

前年における年間の経費の額により

年間７５０万～１億

資 金 管 理 団 体

その他の政治団体

政　　 治 　　家

政　　　　　　党

資 金 管 理 団 体

その他の政治団体

政　　 治 　　家

政　　　　　　党  制 限 な し  制 限 な し

資 金 管 理 団 体

その他の政治団体

（注）この表中、「政治家」とは「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者（公職にある者を含む。）」の意味である。

　　また、「政党」には、政党が指定する「政治資金団体」を含む。

※　政治家は、選挙前の一定期間、自己の後援団体に対し寄附をすることが禁止される。（ただし、自己の資金管理団体にする場

　合は禁止されない。）（Ｐ31）

 

※　資金管理団体の指定の効果については、Ｐ16以下を参照のこと。

 年間５，０００万まで  制 限 な し

労働組合

・

職員団体

（B）

禁　　　 止

禁　　　 止

(A)～(D)以外の団

体

政　　　　党

(C)

資金管理団体

・

その他の政治団体

（D）

　　　　政　 　治　　 家

（選挙運動に関するものを除

き、金銭等による寄附は禁止）

 　　　　　　　制 限 な し

（後援団体は、選挙区内の他の政治家に

対しては寄附できない。）

 　　　　　　 制 限 な し

（後援団体は、選挙区内の他の政治家

に対しては寄附できない。）

禁　　　 止

禁　　　 止 禁　　　 止

 制 限 な し  制 限 な し

個　　　人

寄附者ごとの寄附することができる額の制限（量的制限）一覧表寄附者ごとの寄附することができる額の制限（量的制限）一覧表寄附者ごとの寄附することができる額の制限（量的制限）一覧表寄附者ごとの寄附することができる額の制限（量的制限）一覧表

 年間１５０万まで

（政治家が他の政治家に寄附する場合、

選挙区内の者に対しては寄附できない｡)

他 の 政 治 家

（選挙運動に関するものを除

き、金銭等による寄附は禁止）

 年間１，０００万

（資金管理団体に対する特定寄附につ

いては、総量規制は適用されない。）

政　　　治　　　家

（選挙運動に関するものを除

き、金銭等による寄附は禁止）

寄 附 者

寄　附　の　相　手　方

  （寄附を受けるもの）

 年間１，０００万

政 治 家

会　　　社

(A)

 年間１５０万まで

禁　　　 止



公職の候補者等・後援団体の政治活動用の文書図画の規制の概要公職の候補者等・後援団体の政治活動用の文書図画の規制の概要公職の候補者等・後援団体の政治活動用の文書図画の規制の概要公職の候補者等・後援団体の政治活動用の文書図画の規制の概要 

                                                       （詳しくはＰ３８以下） 

 

１１１１    規制の対象規制の対象規制の対象規制の対象 ①公職の候補者等の氏名（氏名類推事項含む）を表示する氏名（氏名類推事項含む）を表示する氏名（氏名類推事項含む）を表示する氏名（氏名類推事項含む）を表示する文書図画 

                ②後援団体の名称を表示する後援団体の名称を表示する後援団体の名称を表示する後援団体の名称を表示する文書図画 

 

２２２２    掲示できる文書図画掲示できる文書図画掲示できる文書図画掲示できる文書図画       
 

    種     類          要        件 

    政治活動用事務所に掲 

 示する立札・看板の類 

○公職の候補者等の立札・看板は公職の候補者等の事務

所にしか、後援団体の立札・看板は後援団体の事務所

にしか掲示できない。 

○１事務所につき２枚まで。なお、選挙の種類に応じて

総枚数の制限総枚数の制限総枚数の制限総枚数の制限がある。 

○規格は150150150150㎝×㎝×㎝×㎝×40404040㎝㎝㎝㎝以内（この規格には、足の部分も含

まれる）。 

○選挙管理委員会が交付する証票証票証票証票を貼る必要がある。  

両面使用には両面に証紙が必要（２枚として数える｡)

 

    ポスター 

 （ただし、ベニヤ板、段ボ

ール等で裏打ちされてい

ないポスターに限る。） 

○任期満了日の６月前から任期満了日の６月前から任期満了日の６月前から任期満了日の６月前から（任期満了以外の選挙はその

事由が生じた旨の告示日の翌日から、衆議院の解散の

場合は解散の日の翌日から）選挙期日までは掲示でき選挙期日までは掲示でき選挙期日までは掲示でき選挙期日までは掲示でき

ない。ない。ない。ない。 

○事務所若しくは連絡所を表示し、又は後援団体の構成

員を表示するためのものは掲示できない。 

 演説会、研修会等の会場において開催中使用する文書図画 

 選挙期間中の政治活動の規制により確認団体が使用できる文書図画 

 
 

３３３３    政治活動用の立札・看板の総数及び証票交付申請先政治活動用の立札・看板の総数及び証票交付申請先政治活動用の立札・看板の総数及び証票交付申請先政治活動用の立札・看板の総数及び証票交付申請先  
 

  
   選 挙 の 種 類 

  証 票 の 枚 数  
 証票交付申請先 

 公職の候補者等  後 援 団 体 

 衆議院議員（小選挙区）       10枚       15枚  
 
 
 県 選 管 

 参議院議員（選挙区）       20枚       30枚 

 県知事       20枚       30枚 

 県議会議員        6枚        6枚 

 指定都市市長       10枚       10枚  
 
 当 該 市 選 管  指定都市市議会議員        6枚        6枚 

 市長・市議会議員        6枚        6枚 

 町村長・町村議会議員        4枚        4枚  当 該 町 村 選 管 
 

※後援会（政治団体）の設立届は県選挙管理委員会に行いますが、立札・看板に貼※後援会（政治団体）の設立届は県選挙管理委員会に行いますが、立札・看板に貼※後援会（政治団体）の設立届は県選挙管理委員会に行いますが、立札・看板に貼※後援会（政治団体）の設立届は県選挙管理委員会に行いますが、立札・看板に貼  

る証票の交付申請先は、上記のとおりその選挙を管理する選挙管理委員会です。る証票の交付申請先は、上記のとおりその選挙を管理する選挙管理委員会です。る証票の交付申請先は、上記のとおりその選挙を管理する選挙管理委員会です。る証票の交付申請先は、上記のとおりその選挙を管理する選挙管理委員会です。  



収入・支出の分類基準収入・支出の分類基準収入・支出の分類基準収入・支出の分類基準    
   収入・支出の内容については、次の表を参考に分類してください。なお、会計

帳簿や収支報告書の記載方法については P50 以下を御覧ください。 

 

【収 入】 

項   目 主 な 内 容 

党費又は会費 

(個人が負担するもの) 

個人が負担する党費又は会費 

（規約等で定められたもの） 

寄

附 

個人 個人からの寄附 
自動車・事務所・労務等

の無償提供や物品によ

る寄附も含む 

法人その他の団体 
企業や団体からの寄附 

（党費又は会費を含む） 

政治団体 政治団体からの寄附 

政党匿名寄附 政党が演説会等で受けた1,000円以下の寄附 

機関誌紙の発行その他の事業

による収入 

機関紙等の発行収入、政治資金パーティーの開催収

入、催物の事業収入、会合等での臨時会費など 

借入金 個人あるいは金融機関等からの借入金 

本部または支部から供与され

た交付金 

本部から支部への交付金（還付金）、支部から本部

への納付金、支部間の交付金・寄附金 

その他の収入 
預金利子など、上記以外の収入 

金銭以外のものによる寄附をした時の時価相当分 

    

【支 出】 

項   目 主 な 内 容 

経

常

経

費 

人件費 職員に支払われる給料、諸手当及び各種保険料など 

光熱水費 電気、ガス、水道の使用料など 

備品・消耗品費 
備品の類（机、椅子、ロッカー、複写機等）や、消

耗品の類（新聞、雑誌、事務用品等）の購入費 

事務所費 
事務所の賃借損料、公租公課、火災保険金、電話使

用料、切手代など 

政

治

活

動

費 

組織活動費 
大会費、行事費、組織対策費、交際費など、団体の

組織活動に要する経費（選挙以外に関するもの） 

選挙関係費 選挙に関して支出される寄附金や活動費など 

機
関

誌
紙

の
発

行
 

 
そ

の
他

の
事

業
費

 

機関誌紙の発行 

事業費 

機関誌紙の発行に関する人件費、材料費、印刷費、

荷造発送費、原稿料など 

宣伝事業費 
遊説費や広告料、ビラ等の印刷費など団体の政策の

普及宣伝に要する経費（選挙以外に関するもの） 

政治資金ﾊﾟｰﾃｨｰ 

開催事業費 

政治資金パーティーの開催に要した会場借上費、講

演諸経費など 

その他の事業費 その他事業に関して要した経費 

調査研究費 書籍購入費など、調査研究に要する経費 

寄附・交付金 寄附や賛助金、本部や支部への交付金、負担金など 

その他の経費 
上記に分類できないその他の支出 

金銭以外のものによる寄附を受けた時の時価相当分 
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１１１１    政治資金規正法の目的政治資金規正法の目的政治資金規正法の目的政治資金規正法の目的 

    今日の議会制民主主義の下では、政党その他の政治団体は極めて重要な機能を果しており、

また公職の候補者（Ｐ14掲載の６(2)を参照のこと。以下同じ。）の責務も極めて重大であ

るといわなければならない。民主政治の健全な発達のためには、政党その他の政治団体及び

公職の候補者が責任を自覚し、公明かつ公正に政治活動を行うとともに、その政治活動が国

民の不断の監視と批判の下に行われるようにしなければならない。また、政治団体及び公職

の候補者は、その政治資金の収受に当たってはいやしくも国民の疑惑を招くことのないよう

に公明正大に行わなければならない。 

  このような要請に応えるため、政治資金規正法は、政治団体及び公職の候補者に諸届出義

務を課し、政治団体の政治資金の収支を国民の前に公開させ、さらに一定の制限の下で政治

団体及び公職の候補者の政治資金の収受が行われるように規正している。（法1条・2条） 

 

２２２２    政治団体等の定義等政治団体等の定義等政治団体等の定義等政治団体等の定義等 

  (1) 「政治団体」の定義 

   「政治団体」とは、次に掲げる団体をいう。（法3条①） 

    ア  政治上の主義・施策の推進・支持・反対を本来の目的とする団体。 

    イ 特定の公職の候補者の推薦・支持・反対を本来の目的とする団体。 

    ウ 上記ア及びイに掲げるもののほか、次に掲げる活動をその主たる活動として組織的か

つ継続的に行う団体。 

      (ｱ) 政治上の主義・施策の推進・支持・反対 

     (ｲ) 特定の公職の候補者の推薦・支持・反対 

    エ 次に掲げる団体は、政治団体とみなす。（法5条） 

      (ｱ) 政治上の主義・施策を研究する目的を有する団体で、国会議員が主宰するもの又は

その主要な構成員が国会議員であるもの。  

      (ｲ) 政治資金団体（政党のために資金上の援助をする目的を有する団体で、政党から総

務大臣に届出がされているもの。） ※福岡県には該当団体なし。 

  (2) 「政党」の定義 

   「政党」とは、上記の政治団体のうち次のいずれかに該当するものをいう。ただし、他

の政党の所属国会議員が所属しているものを除く。（法3条②・③） 

    ア 国会議員が５人以上所属している団体 

    イ 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しく

は比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた参議院議員の通常選挙若しくは

当該参議院議員の通常選挙の直近において行われた参議院議員の通常選挙における比

例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総

数が当該選挙における有効投票の総数の100分の２以上である団体 

 (3) 政治団体の名称に関する制限（法6条③、7条②） 

      政治団体が設立又は異動の届出をする場合には、その名称は、既存の政党又は政治資金

団体の名称と同一の名称及びこれらに類似する名称以外の名称でなければならない。 

  (4) 政治団体の支部に関する法律の適用（法18条） 

    ア 政治団体が支部を有する場合、原則として本部・支部は各々一つの政治団体とみなさ
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れる。したがって、支部にあっても届出、会計帳簿の備付け、記載、収支報告書の提出

等をしなければならない。 

        なお、寄附の授受の制限に関しては、本部・支部を通じて一つの政治団体とされるの

で注意を要する。 

    イ 法にいう「支部」とは、おおむね次の要件を備えたものをいう。 

      (ｱ) 本部の規約等に規定されたその組織の単位組織であり本部と主従の関係にあるこ

と。  

      (ｲ) 本部の指揮統括の下に一定の範囲で自主的に政治活動をすることが認められてい

ること。  

      (ｳ) 会計について、一定の範囲内で金銭等の収受を行える状況にあること。 

   ウ イの要件を満たさない下部組織（例えば会計上独立していないもの、単なる連絡所

的なもの。名称は問わない。）は、法上の「政治団体の支部」ではないので、届出、会

計帳簿の備付け、記載、収支報告書の提出等の義務はなく、収支を行った場合には上部

組織の行った収支として取り扱うこととなる。 

    このような下部組織に一括して活動資金を交付し、下部組織が支出した場合には、そ

の下部組織の責任者は、本部の会計責任者と「意思を通じて支出した者」に該当するの

で、本部の会計責任者に支出の明細書及び領収書等を送付しなければならない。 

  エ 政治団体の本部・支部間及び支部相互における交付金（法18条②・③）    

政治団体（政治資金団体を除く。）が支部を有する場合には、当該政治団体の本部 

及び支部の会計責任者は、会計帳簿の記載をするときは、当該政治団体の本部又は支部 

から供与された交付金に係る収入について、明確に記載しなければならない。 

また、収支報告書の記載をするときは、他の「その他の収入」とは別に当該交付金に 

係る収入のみ区分して明確に記載しなければならず、支出についても、当該政治団体の

本部又は支部に対して供与した交付金については、その名目を問わず明確に記載しなけ

ればならない。 

    オ 公職の候補者が代表者である政治団体の本部若しくは支部は、いずれか一に限り資金

管理団体として指定されることができる。 

 

３３３３    政治団体の諸届出政治団体の諸届出政治団体の諸届出政治団体の諸届出 

  (1) 概要（法6条・7条・17条・18条） 

      政治団体には、設立時に提出しなければならない「設立届」のほか、資金管理団体に指

定した場合には「資金管理団体指定届」を、届出事項に異動が生じた場合には「異動届」

を、また団体を解散した場合には「解散届」を提出することが義務付けられている。 

   なお、政治団体が「資金管理団体」（Ｐ14以下参照）である場合には、届出事項が異動 

した際などに、別途、公職の候補者（団体の代表者）から、資金管理団体に関する届出が 

必要になる場合があるので注意が必要である。 

   これらの諸届出のほか、政治団体には毎年「収支報告書」（Ｐ10以下参照）の提出が義務

付けられている。 

   「設立届」「異動届」「解散届」の届出先等は、次表のとおりである（資金管理団体に

関する届出、収支報告書の届出先等は、それぞれの記述ページを参照。）。 
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   なお、国会議員関係政治団体については、次表の届出期限が異なるため、各届の提出期

限及び提出方法の項目を参照すること。 
 

 主たる事務所 

の所在地 
主たる活動区域 届 出 先 提出部数 届 出 期 限（※） 

福 岡 県 内 

福 岡 県 内 
福岡県選挙管理 

委員会(県選管) 
１部 ・設立・組織の日 

から７日以内 

・異動・異動の日 

から７日以内 

・解散・解散の日 

から30日以内 

福岡県を含む２ 

以上の都道府県 県選管を経て 

総 務 大 臣 
２部 

福 岡 県 外 

 
（注） 政党の本部及び政治資金団体の場合は、主たる活動区域に関わらず、県選管を経由して総務大臣に届け出

ること。 
（※） 国会議員関係政治団体については、届出期限が異なるので注意すること。 
 

「設立届」「異動届」は、県選管まで郵送することなく持参提出しなければならない。 

 また、「解散届」も内容不備の場合における訂正の便宜を図るため持参提出することが望

ましい。なお、これらの届出は、市区町村の選挙管理委員会を経由して行うことはできない。 

 なお、福岡県においては、福岡県のホームページからインターネットによる届出（電子申請）

を受け付けることが可能であるので、必要な機器類を揃えれば利用が可能である（詳しくはＰ

107参照）。 

(2) 設立届（法6条） 

                アアアア        設立届の提出期限及び提出方法設立届の提出期限及び提出方法設立届の提出期限及び提出方法設立届の提出期限及び提出方法 

    政治団体の設立の届出は、その組織の日又は政治団体となった日から７日以内に持参

提出の方法によってしなければならない。 

    なお、特定の国会議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的

とする団体で、当該公職の候補者から「国会議員関係政治団体に該当する旨の通知」を

受け「国会議員関係政治団体」（Ｐ17以下参照）として組織され又は政治団体となる団

体については、当該通知を受けた日から７日以内に設立を届け出なければならない。   

政治団体は、設立届がされた後でなければ、政治活動（選挙運動を含む。）のために、

いかなる名義をもってするを問わず、寄附を受け又は支出をすることができない。 

                イイイイ    政党になった場合の設立届の提出（法政党になった場合の設立届の提出（法政党になった場合の設立届の提出（法政党になった場合の設立届の提出（法6666条⑤）条⑤）条⑤）条⑤） 

    政党以外の政治団体が政党となった場合には、改めて設立の届出を必要とする。 

                ウウウウ    設立届の記載内容（届出事項）設立届の記載内容（届出事項）設立届の記載内容（届出事項）設立届の記載内容（届出事項） 

    設立届により届け出る事項は次のとおりである。 

    具体的な記載内容については、「政治団体設立届（Ｐ41）」を参照すること。 

   ①政治団体を組織した（政治団体となった）年月日 

   ②政治団体の目的 

   ③政治団体の名称 

   ④主たる事務所の所在地、電話番号及び主たる活動区域 

   ⑤代表者の氏名、住所、電話番号、生年月日及び選任年月日 

-3-



   ⑥会計責任者の氏名、住所、電話番号、生年月日及び選任年月日 

   ⑦会計責任者の職務代行者の氏名、住所、電話番号、生年月日及び選任年月日 

   ⑧政党又は政治資金団体であるときはその旨 

   ⑨国会議員関係政治団体であるときはその旨、公職の候補者の氏名及び公職の種類 

   ⑩支部の有無 

   ⑪課税上の優遇措置の適用の有無 

      ⑫政治団体の区分 

   ⑬国会議員関係政治団体であるときはその区分 

                エエエエ    設立届の添付書類（令設立届の添付書類（令設立届の添付書類（令設立届の添付書類（令5555条）条）条）条） 

    届出書には、次の文書を添付すること。 

                ((((ｱｱｱｱ))))    すべての団体で添付が必要なものすべての団体で添付が必要なものすべての団体で添付が必要なものすべての団体で添付が必要なもの 

     ・綱領、党則、規約（規約の見本（Ｐ42））その他これに相当するもの。 

                        ((((ｲｲｲｲ))))    政党に所属していない国会議員が５人以上所属している団体で政党として取り扱政党に所属していない国会議員が５人以上所属している団体で政党として取り扱政党に所属していない国会議員が５人以上所属している団体で政党として取り扱政党に所属していない国会議員が５人以上所属している団体で政党として取り扱

われる団体（の本部）で添付が必要なものわれる団体（の本部）で添付が必要なものわれる団体（の本部）で添付が必要なものわれる団体（の本部）で添付が必要なもの 

     ・所属国会議員の氏名を記載した書面（規則第２号様式「所属国会議員届」）。 

     ・「所属国会議員届」に氏名を記載されることについての国会議員の承諾書及びその

     政治団体以外の政党に所属していないことを当該国会議員が誓う旨の宣誓書（規

     則第２号様式の２「承諾書及び宣誓書」）。 

                        ((((ｳｳｳｳ))))    国政選挙におけるその得票率が２パーセント以上であることにより政党として取国政選挙におけるその得票率が２パーセント以上であることにより政党として取国政選挙におけるその得票率が２パーセント以上であることにより政党として取国政選挙におけるその得票率が２パーセント以上であることにより政党として取

り扱われる団体（の本部）で添付が必要なものり扱われる団体（の本部）で添付が必要なものり扱われる団体（の本部）で添付が必要なものり扱われる団体（の本部）で添付が必要なもの 

     ・直近の衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選

出議員の選挙又は直近の参議院議員の通常選挙若しくは当該参議院議員の通常選

挙の直近の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の

選挙における当該政治団体の得票総数を記載した書面（規則第２号様式の３「得票

総数届」）。 

     ・他の政党に所属する国会議員が所属していないことを政治団体の代表者が誓う旨

の宣誓書（規則第２号様式の４「宣誓書」）。 

                        ((((ｴｴｴｴ))))    支部を有する政党（の本部）で添付が必要なもの支部を有する政党（の本部）で添付が必要なもの支部を有する政党（の本部）で添付が必要なもの支部を有する政党（の本部）で添付が必要なもの 

     ・当該支部の数、当該各支部の名称、主たる事務所の所在地及び主としてその活動

を行う区域並びに当該支部が一以上の市区町村の区域又は選挙区の区域を単位と

して設けられる支部である場合にはその旨を記載した書面（規則第２号様式の５

「政党の支部の状況に関する届」）。 

                        ((((ｵｵｵｵ))))    政党の支部で添付が必要なもの政党の支部で添付が必要なもの政党の支部で添付が必要なもの政党の支部で添付が必要なもの 

     ・政党の支部である旨、政党（本部）の名称、主たる事務所の所在地及び主として

その活動を行う区域並びに当該支部が一以上の市区町村の区域又は選挙区の区域

を単位として設けられる支部である場合にあってはその旨を記載した書面（規則第

２号様式の６「政党の状況等に関する届」）。 

     ・当該支部が当該政党の支部である旨及び当該支部が当該区域を単位として設けら

れる支部である場合にあってはその旨の当該政党（本部）の証明書（規則第２号様

式の７「支部証明書」）。 
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                        ((((ｶｶｶｶ))))    国会議員が主宰し又はその主要な構成員が国会議員である政治団体が、個人の政治国会議員が主宰し又はその主要な構成員が国会議員である政治団体が、個人の政治国会議員が主宰し又はその主要な構成員が国会議員である政治団体が、個人の政治国会議員が主宰し又はその主要な構成員が国会議員である政治団体が、個人の政治

献金に係る課税上の優遇措置の適用を受けようとする場合に添付が必要なもの献金に係る課税上の優遇措置の適用を受けようとする場合に添付が必要なもの献金に係る課税上の優遇措置の適用を受けようとする場合に添付が必要なもの献金に係る課税上の優遇措置の適用を受けようとする場合に添付が必要なもの 

     ・主宰者又は主要な構成員である国会議員の氏名を記載した書面（規則第２号様式

の８「国会議員氏名届」）。  

                        ((((ｷｷｷｷ))))    ((((ｸｸｸｸ))))以外の政治団体で、県議以外の政治団体で、県議以外の政治団体で、県議以外の政治団体で、県議会議員、県知事、北九州・福岡市の議会議員及び長の職会議員、県知事、北九州・福岡市の議会議員及び長の職会議員、県知事、北九州・福岡市の議会議員及び長の職会議員、県知事、北九州・福岡市の議会議員及び長の職

にある者（当該公職の候補者又は候補者となろうとする者を含む。）の推薦・支持にある者（当該公職の候補者又は候補者となろうとする者を含む。）の推薦・支持にある者（当該公職の候補者又は候補者となろうとする者を含む。）の推薦・支持にある者（当該公職の候補者又は候補者となろうとする者を含む。）の推薦・支持を本を本を本を本

来の目的とする政治団体が、個人の政治献金に係る課税上の優遇措置の適用を受けよ来の目的とする政治団体が、個人の政治献金に係る課税上の優遇措置の適用を受けよ来の目的とする政治団体が、個人の政治献金に係る課税上の優遇措置の適用を受けよ来の目的とする政治団体が、個人の政治献金に係る課税上の優遇措置の適用を受けよ

うとする場合に添付が必要なものうとする場合に添付が必要なものうとする場合に添付が必要なものうとする場合に添付が必要なもの 

     ・当該政治団体が推薦・支持されることを承諾する旨を記載し、かつ、署名し、又

は記名押印した書面（規則第２号様式の９「被推薦書」（Ｐ43））。 

                        ((((ｸｸｸｸ))))    特定の国会議員の職にある者（当該公職の候補者又は候補者となろうとする者を特定の国会議員の職にある者（当該公職の候補者又は候補者となろうとする者を特定の国会議員の職にある者（当該公職の候補者又は候補者となろうとする者を特定の国会議員の職にある者（当該公職の候補者又は候補者となろうとする者を含含含含

む。）の推薦・支持を本来の目的とむ。）の推薦・支持を本来の目的とむ。）の推薦・支持を本来の目的とむ。）の推薦・支持を本来の目的とする政治団体が、個人の政治献金に係る課税上する政治団体が、個人の政治献金に係る課税上する政治団体が、個人の政治献金に係る課税上する政治団体が、個人の政治献金に係る課税上の優の優の優の優

遇措置の適用を受けようとする場合に添付が必要なもの遇措置の適用を受けようとする場合に添付が必要なもの遇措置の適用を受けようとする場合に添付が必要なもの遇措置の適用を受けようとする場合に添付が必要なもの 

     ・当該政治団体が法19条の７第１項第２号に該当する旨の通知（規則第12号様式の２

「国会議員関係政治団体に該当する旨の通知（以下「該当通知」という。)」 

（Ｐ44))｡        

 (3) 異動届（法7条） 

                アアアア    異動届の提出時期及び提出方法異動届の提出時期及び提出方法異動届の提出時期及び提出方法異動届の提出時期及び提出方法 

    政治団体は､設立届等により届け出た事項（(2)のウ）に異動があったときは、その異

動の日から７日以内に、届出事項の異動の届出を持参提出の方法によってしなければな

らない。          

なお、国会議員関係政治団体であるか否かについては、(2)ウ⑨にあるとおり、設立の

届出における届出事項であるので、設立届出後にこれに異動がある（「国会議員関係政治

団体となった（でなくなった）」）場合については、異動届により届け出なければなら

ない。 

    また、特定の国会議員に係る公職の候補者等を推薦・支持する団体で、当該公職の候

補者から該当通知を受け「国会議員関係政治団体となった（でなくなった）」団体につい

ては、当該通知を受けた日から７日以内に異動を届け出なければならない。 

    イイイイ    異動届の記載内容異動届の記載内容異動届の記載内容異動届の記載内容 

    届出書の具体的な記載内容は、「届出事項の異動届（Ｐ45）」を参照すること。 

                ウウウウ    異動届の添付書類異動届の添付書類異動届の添付書類異動届の添付書類 

    綱領・規約等添付書類((2)のエ)の内容に異動があったときは、アの例により、異動後

の当該書類を添付して「届出事項の異動届」を提出すること。 

    特に、団体名称を変更した場合や事務所の所在地を変更した場合などには、綱領・規

約等の変更が伴うことがあるので、届出時に添付漏れがないようにすること。 

        また、政党の支部が、団体名称や事務所所在地、主たる活動区域を変更した場合には、

変更後の内容による支部証明書の添付が必要になるので注意すること。 

                エエエエ    資金管理団体である団体が異動した場合の注意資金管理団体である団体が異動した場合の注意資金管理団体である団体が異動した場合の注意資金管理団体である団体が異動した場合の注意 

        団体が「資金管理団体」である場合、団体名称の異動、事務所の所在地の異動及び代

表者の異動の場合は、資金管理団体に関する届出が同時に必要になるので注意すること
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（詳しくはＰ15参照）。 

  (4) 主たる事務所の所在地及び主たる活動を行う区域の異動（法6条の3） 

      政治団体は、その主たる事務所の所在地又は主として活動を行う区域の異動により、そ

の届出を受けるべき都道府県の選管又は総務大臣（(1)を参照のこと。)が従前と異なるも

のとなったときは、その異動の日から７日以内に、当該異動後におけるその主たる事務所

の所在地及び主として活動を行う区域により定められる都道府県の選管又は総務大臣に

(2)の設立届の例により届出をしなければならない。 

   また、従前の届出先に対しては、異動届を提出しなければならない。 

  (5) 解散届（法17条） 

                アアアア    解散届の提出時期及び提出方法解散届の提出時期及び提出方法解散届の提出時期及び提出方法解散届の提出時期及び提出方法 

       政治団体が解散し、又は目的変更その他により政治団体でなくなったときは、その代

表者及び会計責任者は、「政治団体解散届」とともに、解散等の日現在で収支報告書を作

成し、解散等の日から30日以内に提出しなければならない。 

    国会議員関係政治団体（解散をする年に国会議員関係政治団体であった期間がある団

体を含む。）については、解散に伴う収支報告書を提出する前に、あらかじめ政治資金

監査を受けておく必要があることから、提出期限が「解散等の日から60日以内」とされ

ている（「政治資金監査」についてはＰ18以下参照）。 

      なお、自然解散・自然消滅等は認められていないので、 たとえ法17条２項適用団体と

なり、政治団体設立届をしていないものとみなされる団体であっても必ず解散届を提出

しなければならない。 

                イイイイ    解散届の記載内容解散届の記載内容解散届の記載内容解散届の記載内容 

    届出書の具体的な記載内容は、「政治団体解散届（Ｐ46）」を参照すること。 

                ウウウウ    資金管理団体である団体が解散した場合の注意資金管理団体である団体が解散した場合の注意資金管理団体である団体が解散した場合の注意資金管理団体である団体が解散した場合の注意 

        団体が「資金管理団体」である場合、団体の解散に伴って、資金管理団体の取消等の

届出が別途必要になるので注意すること（詳しくはＰ15参照）。 

 

４４４４    政治団体の会計等政治団体の会計等政治団体の会計等政治団体の会計等 

  (1) 会計帳簿の備付け及び記載の義務（法9条） 

      政治団体の会計責任者は、経理について全面的な責任と権限を持っており、政治団体の

収支を常に明確にしておくため、会計帳簿を備え、これにすべての収入、支出（当該政治

団体のためにその代表者又は会計責任者と意思を通じてされた支出を含む。）及び金銭等の

運用に関する事項を記載しなければならない。 

   なお、資金管理団体制度（Ｐ14以下参照）に関して、公職の候補者個人が政党から受け

た政治活動に関する寄附を資金管理団体に取り扱わせるために寄附するときは、その内訳

を文書で当該資金管理団体の会計責任者に通知をし、会計責任者は、会計帳簿に記載する

ときに、公職の候補者から通知された事項を併せて記載しなければならない（法19条の3・

19条の4）。 

   また、主たる構成員が外国人又は外国法人である日本法人のうち、上場会社であってそ

の発行する株式が金融商品取引所において５年以上継続して上場されているものからの

寄附を受けた場合には、その旨を会計帳簿に記載しなければならない。 
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   会計帳簿は、「収入簿」、「支出簿」及び「運用簿」に分け、各項目ごとに記載しなけれ

ばならない。会計帳簿の様式及び記載要領等については、Ｐ50以下を参照すること。 

  (2) 会計責任者の職務代行者及び会計責任者の職務を補佐する者 

   会計責任者に事故があった場合又は欠けた場合には、職務代行者が臨時的に会計責任者

の職務を代行し、政治団体の会計について責任を負うこととなる。事故があった場合とは、

会計責任者が病気、長期不在等のためその職務を相当期間継続して行うことができない場

合をいい、欠けた場合とは、死亡し、解任され又は辞職した場合をいうものである。 

   なお、欠けた場合には、速やかに会計責任者を選任し、３(3)の異動届を県選管へ提出し 

なければならない。 

   また、政治団体に会計責任者の職務を補佐する者（経理事務担当者等）があるときは、

その者は会計帳簿に収入、支出その他の事項を記載すること及び毎年12月31日現在で作成

する収支報告書（「５ 政治団体の収支報告」を参照のこと。）に当該政治団体のその年

における収入、支出その他の事項を記載することについて義務を負うこととなる（法9条

①、12条①・③）。 

  (3) 会計に関する基本的用語の定義（法4条） 

    ア 「収入」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の収受で、後記４(8)の方法による運

用のために供与し、又は交付した金銭等の元本の収受以外のものをいう。 

   イ 「党費又は会費」とは、いかなる名称をもってするを問わず、政治団体の党則、規約、

その他これらに相当するものに基づく金銭上の債務の履行として当該政治団体構成員

が負担するものをいう。なお、法人その他の団体の負担する党費又は会費は寄附とみな

される。（法5条②） 

    ウ 「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費そ

の他債務の履行としてされるもの以外のものをいう。 

    エ 「政治活動に関する寄附」とは、政治団体に対してされる寄附又は公職の候補者の政

治活動（選挙運動を含む。）に関してされる寄附をいう。 

    オ 「支出」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、後記４(8)の方法

による運用のための元本の供与又は交付以外のものをいう。 

  (4) 会計責任者に対する明細書の提出（法10条） 

                アアアア    政治団体のために寄附を受け又は支出をした場合の明細書政治団体のために寄附を受け又は支出をした場合の明細書政治団体のために寄附を受け又は支出をした場合の明細書政治団体のために寄附を受け又は支出をした場合の明細書 

      政治団体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために寄附を

受け、又は支出をした者は、寄附を受け、又はその支出をした日から７日以内に、寄附

を受けた場合には、寄附をした者の氏名・住所・職業（団体にあってはその名称・主た

る事務所の所在地・代表者の氏名。以下この項において同じ。）及び当該寄附の金額・年

月日を、支出をした場合には、支出を受けた者の氏名・住所及び当該支出の目的・金額・

年月日を記載した明細書を会計責任者に提出しなければならない。 

     ただし、会計責任者の請求があるときは、直ちにこれを提出しなければならない。 

        この収入又は支出も法９条の規定により当該政治団体の収入又は支出に含まれるこ

ととされているので、その明細を会計責任者において完全に把握する必要があるからで

ある。 

                イイイイ    寄附のあっせんをした場合の明細書寄附のあっせんをした場合の明細書寄附のあっせんをした場合の明細書寄附のあっせんをした場合の明細書 
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        政治団体のために寄附のあっせん（特定の政治団体又は公職の候補者のために政治活

動に関する寄附を集めて、これを当該政治団体又は公職の候補者に提供することをい

う。）をした者は、そのあっせんを終えた日から７日以内に、当該寄附をした者及びあっ

せんをした者の氏名、住所及び職業、当該寄附の金額及び年月日並びに当該あっせんに

係る金額及びこれを集めた期間を記載した明細書を会計責任者に提出しなければなら

ない。 

        ウウウウ    政治資金パーティーの対価の支払のあっせんをした場合の明細書政治資金パーティーの対価の支払のあっせんをした場合の明細書政治資金パーティーの対価の支払のあっせんをした場合の明細書政治資金パーティーの対価の支払のあっせんをした場合の明細書 

        政治団体のために政治資金パーティーの対価の支払のあっせん（特定の政治団体のた

めに政治資金パーティーの対価として支払われる金銭等を集めて、これを当該政治団体

に提供することをいう。）をした者は、その対価の支払のあっせんを終えた日から７日以

内に、当該対価の支払をした者及びあっせんをした者の氏名、住所及び職業、当該支払

われた対価の金額及び年月日並びに当該対価の支払のあっせんに係る金額及びこれを

集めた期間を記載した明細書を会計責任者に提出しなければならない。（政治資金パーテ

ィーについては「８ 政治資金パーティーの開催に関する規制」の項を参照すること。） 

  (5) 領収書等の徴収義務（法11条） 

   団体の区分によって、領収書等を徴収しなければならない支出の範囲が異なるので、十

分な注意が必要である。 

                アアアア    領収書等を徴収しなければならない支出領収書等を徴収しなければならない支出領収書等を徴収しなければならない支出領収書等を徴収しなければならない支出 

    会計責任者又は代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該団体のために支出を

した者は１件５万円以上のすべての支出（経常経費を含む。）について、当該支出の目的、

金額、年月日を記載した領収書その他の支出を証すべき書面（以下「領収書等」という。）

を徴しなければならない。ただし、これを徴し難かった事情があるとき（路線バスの運賃

等）は、この限りではない。 

    なお、国会議員関係政治団体の会計責任者又は代表者若しくは会計責任者と意思を通

じて当該国会議員関係政治団体のために支出をした者については、１円以上のすべての

支出（経常経費を含む）について、領収書等を徴しなければならず、領収書等を徴し難

い事情がある支出については、「領収書等を徴しがたかった支出の明細書（振込明細書

があるときにあっては、当該支出の目的を記載した書面）」を作成しておかなければな

らない。 

                イイイイ    代表者又は会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために支出した場合の領収書代表者又は会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために支出した場合の領収書代表者又は会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために支出した場合の領収書代表者又は会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために支出した場合の領収書

等の徴収等の徴収等の徴収等の徴収 

    代表者又は会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために１件５万円以上の支出

をした者は、領収書等（振込みの方法により支出したときにあっては、金融機関が作成

した振込みの明細書であって当該支出の金額及び年月日を記載したもの（以下「振込明

細書」という。））を直ちに会計責任者に送付しなければならない。 

    なお、国会議員関係政治団体の代表者又は会計責任者と意思を通じて当該政治団体の

ために１円以上の支出をした者については、領収書等（振込みの方法により支出したと

きにあっては振込明細書）を直ちに会計責任者に送付しなければならない。 

  (6) 会計責任者の事務の引継ぎ（法15条） 

                アアアア    引継ぎの時期引継ぎの時期引継ぎの時期引継ぎの時期 
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    会計責任者の更迭があった場合は、前任者は退職の日から15日以内に、その担任する

事務を後任者に引き継がなければならない。会計責任者が引継ぎをすることができない

ときは、その職務代行者において行わなければならない。 

                イイイイ    引継ぎの方法引継ぎの方法引継ぎの方法引継ぎの方法 

    引継ぎをする場合は、引継ぎをする者（前任者）において引継書を作成し、引継ぎの

旨及びその年月日を記載し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者（後任者）において

ともに署名捺印し、現金及び帳簿、(4)の明細書、(5)の領収書等をその他の書類ととも

に引き継がなければならない。 

    これは、会計責任者の責務の重要性にかんがみ、前任の会計責任者に引継ぎ義務を課

し、政治団体の会計経理の恒常性と責任の一貫性を保持しようとするものである。 

  (7) 会計帳簿等の保存義務（法16条） 

      会計責任者（政治団体の解散後は、会計責任者であった者）は、会計帳簿、明細書、領

収書等及び振込明細書を県選管（又は総務大臣）において収支報告書の要旨を公表した日

から３年間保存しなければならない。 

   なお、国会議員関係政治団体である期間中に係る「領収書等を徴しがたかった支出の明

細書等（振込明細書があるときにあっては、当該支出の目的を記載した書面）」がある場

合は、それもあわせて保存しなければならない。 

   また、主たる構成員が外国人又は外国法人である日本法人のうち、上場会社であってそ

の発行する株式が金融商品取引所において５年以上継続して上場されているものからの

寄附を受けた場合は、当該寄附者から提出を受けた、「法第22条の５第１項本文に規定する

ものであって同項ただし書に規定するものである」旨の通知を、収支報告書の要旨を公表

した日から３年間保存しなければならない。 

    (8)(8)(8)(8)    政治団体及び公職の候補者の政治資金の運用方法の制限政治団体及び公職の候補者の政治資金の運用方法の制限政治団体及び公職の候補者の政治資金の運用方法の制限政治団体及び公職の候補者の政治資金の運用方法の制限（法8条の3） 

     政治団体はその有する金銭等を、公職の候補者はその者が政党から受けた政治活動に関

する寄附その他の政治資金に係る金銭等を、次に掲げる方法以外の方法により運用しては

ならない。 

   ア 銀行その他の金融機関への預金又は貯金 

   イ 国債証券、地方債証券、政府保証債券、又は銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合

中央金庫若しくは全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券の取得 

   ウ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項の認可を受けた金融機関へ

の金銭信託で元本補てんの契約のあるもの 

    (9)(9)(9)(9)    資金管理団体の不動産の取得・保有の禁止資金管理団体の不動産の取得・保有の禁止資金管理団体の不動産の取得・保有の禁止資金管理団体の不動産の取得・保有の禁止（法19条の2の2） 

   平成19年の法改正により、資金管理団体が次のものを取得・保有することが禁止されて

いる。なお、改正法施行日（平成19年８月６日）以前に取得・保有しているものは除外さ

れるが、収支報告書に別途その利用状況を記載しなければならない。 

  ア 土地 

  イ 建物 

  ウ 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 

    (10)(10)(10)(10)    政治団体の政治活動費用と公職の候補者の選挙運動費用との関政治団体の政治活動費用と公職の候補者の選挙運動費用との関政治団体の政治活動費用と公職の候補者の選挙運動費用との関政治団体の政治活動費用と公職の候補者の選挙運動費用との関係係係係 

   「政治団体の政治活動」と「公職の候補者の選挙運動」とは、活動の主体も経費の支出
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者も異なることから、まったく別物であり、これらの会計は明確に区別されなければなら

ないが、特に公職の候補者の後援団体においては、これらを混同されやすいので注意が必

要である。 

 公職の候補者の選挙運動は、公職の候補者本人の自己資金や借入金、個人や後援会等か

らの寄附等を原資としており、公職の候補者自身の会計（支出）によって行われるもので

ある。したがって、通常、政治団体の会計には公職の候補者の選挙運動に係る費用は計上

されない。 

 しかし、公職の候補者の選挙準備費用（事務所設営費等）など、本来、公職の候補者が

支出すべき費用を政治団体が直接支出した場合には、政治団体としての支出が存在する限

り、政治団体の会計に含まれることになる。 

このような場合には、公職の候補者の選挙準備費用を政治団体が費用負担し、それを公

職の候補者に無償で提供（寄附）したものと考えることになり、公職の候補者の選挙運動

に係る収支を記載する「選挙運動費用収支報告書」には、政治団体から事務所設営費等の

寄附があった旨の記載をし、政治団体の「政治資金収支報告書」には、選挙関係費の項目

に事務所設営費等の支出を行った旨の記載をしなければならない。 

このほか、政治団体が公職の候補者に対し選挙運動用として寄附した資金（いわゆる陣

中見舞、公認推薦料等）については、公職の候補者の「選挙運動費用収支報告書」におい

て、政治団体からの寄附として計上し、政治団体の「政治資金収支報告書」には選挙関係

費の支出として計上しなければならない。 

(11)政党助成法に基づく政党の支部の会計帳簿（助成法16条、同規則9条・10条） 

 政党助成法第14条第２項に定める「支部政党交付金」の支給を受け、若しくは「支部政

党交付金」による支出をし、又は「支部基金」の残高を有する政党の支部の会計責任者は、

支部政党交付金に係る収支の状況を明らかにするため、会計帳簿を備え、必要事項を記載

しなければならない。 

 なお、支部政党交付金の収支も当該政党支部の収支の一部であるので、政治団体の会計

帳簿に記載すべき収入及び支出となる。 

５５５５    政治団体の収支報告政治団体の収支報告政治団体の収支報告政治団体の収支報告 

 (1) 政治団体の収支報告書の提出（法12条） 

    アアアア    収支報告書の提出時期収支報告書の提出時期収支報告書の提出時期収支報告書の提出時期 

 会計責任者は、毎年12月31日現在で、その年の収支報告書を作成し、翌年１月１日か

ら３月31日まで（その間に衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の公示の日か

ら選挙の期日までの期間がかかる場合には４月30日まで）の間に県選管又は県選管を経

由して総務大臣に提出しなければならない。なお、提出にあたっては、内容不備の場合

の訂正の便宜を図るため、会計責任者及び代表者の印鑑を用意の上、できるだけ持参提

出することが望ましい。 

 なお、国会議員関係政治団体（報告の対象となる年に国会議員関係政治団体であった

期間がある団体を含む。）については、あらかじめ政治資金監査を受け、政治資金監査

報告書と併せて収支報告書を提出する必要があることから、提出期間が「１月１日から

５月31日まで（その間に衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の公示の日から
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選挙の期日までの期間がかかる場合には６月30日まで）」とされている（「政治資金監

査」についてはＰ18以下参照）。 

                イイイイ    収支報告書が未提出である場合の措置収支報告書が未提出である場合の措置収支報告書が未提出である場合の措置収支報告書が未提出である場合の措置 

    会計責任者が２年間連続して収支報告書を提出しなかった場合には、当該政治団体は、

２年目の収支報告書の提出期限を経過した日以後、政治団体設立届をしていない団体

（法17条２項適用団体）とみなされる。これによって、規正法上、当該団体は政治活動

（選挙運動を含む。)のために寄附を受け又は支出することができなくなるので、事実上

政治活動を行うことができなくなる。（法17条②、6条、8条） 

      ＜例＞平成28年１月１日に政治団体設立 

            平成29年３月31日・・・・・・・・・・・・・・・28年収支報告書未提出 
            平成30年４月２日（３月31日が休日のため）・・・28年・29年収支報告書未提出 
            平成30年４月３日以降・・・・・・・・・・・・・法17条２項適用団体   

  (2) 政治団体の解散に係る収支報告 

      政治団体は、規正法上、自然解散、自然消滅をすることができないため、政治活動を行

わない場合又は法17条２項適用団体となった場合には必ず解散をした上で、解散した年分

までの収支報告書と解散届を提出すること。 

                アアアア    通常解散の場合通常解散の場合通常解散の場合通常解散の場合 

        政治団体が解散したときは、政治団体解散届とともに、解散の日現在で収支報告書を

作成し、解散の日から30日以内に提出しなければならない。（法17条①） 

   ※ 資金管理団体指定取消届は取消しの日から７日以内に提出しなければならない。 

       なお、国会議員関係政治団体（報告の対象となる年に国会議員関係政治団体であ 

      った期間がある団体を含む。）については、あらかじめ政治資金監査を受け、政治資金監

査報告書と併せて収支報告書を提出する必要があることから、提出期限が「解散の日から

60日以内」とされている（「政治資金監査」についてはＰ18以下参照)｡ 

                イイイイ    法法法法17171717条２項適用団体の解散の場合条２項適用団体の解散の場合条２項適用団体の解散の場合条２項適用団体の解散の場合 

        法17条２項適用団体が解散の手続きをするときは、解散届とともに収支報告書未提出

年分から解散届を提出するまでの各年分の収支報告書を併せて提出すること。 

    なお、引き続き政治活動を行うという場合には、解散の手続きをした上で新たに政治

団体の設立の手続きをすることとなる。 

      ＜例＞ 

        ５(1)イの例で、平成30年６月２日に解散をした場合 

          ①平成28年分及び29年分の２年分の収支報告書 

          ②解散届及び30年分（１月１日～６月２日）の収支報告書 を提出すること。 

  (3) 政治団体の収支報告書の記載事項（法12条） 

   政治団体の会計責任者は、毎年12月31日現在（解散した年の場合は解散の日現在）で当

該政治団体に係るその年における次の事項を収支報告書に記載しなければならない。 

      なお、収支報告書の様式及び具体的な記載要領等については、政治団体の収支報告書の

記載例（Ｐ65以下掲載。）を参照すること。 

        アアアア    収入関係（法収入関係（法収入関係（法収入関係（法12121212条①Ⅰ）条①Ⅰ）条①Ⅰ）条①Ⅰ） 

      ・その年のすべての収入について、その総額及び収入項目別の金額 

   ・個人が負担する党費又は会費について、その金額及びこれを納入した者の数 
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 ・同一の者からの寄附又は同一の者によってあっせんされた寄附で年間５万円を超える

ものについては、その内訳（氏名、住所、職業、年月日等） 

 ※年間５万円以下の寄附についても内訳を記載して差し支えない（法13条）。なお、

寄附者（個人）が課税上の優遇措置を受けようとする場合は、５万円以下の寄附につい

ても内訳を記載することが必要である。 

 ・政党が受けた「政党匿名寄附」については、同一の日に同一の場所で受けた寄附ごと

に、その金額の合計並びに当該年月日及び場所 

・機関紙誌の発行その他の事業による収入については、その事業の種類及び当該種類ご

との金額  

・政治資金パーティーのうち「特定パーティー」（Ｐ21以下参照）に該当する政治資金パ

ーティーの対価に係る収入がある場合には、これらのパーティーごとに、その名称､開催

年月日、開催場所及び対価に係る収入の金額並びに対価の支払いをした者の数 

・同一の者からの政治資金パーティーの対価の支払い又は同一の者によって対価の支払

いのあっせんをされたもので当該対価の支払いが20万円を超えるものについては、その

内訳（氏名、住所、職業、年月日等） 

 ※20万円以下の対価の支払についても内訳を記載して差し支えない（法13条）。 

・借入金については、借入先及び当該借入先ごとの金額 

・その他の収入のうち１件あたり10万円以上のものについては、その収入の原因並びに

その金額及び年月日 

イイイイ    支出関係（法支出関係（法支出関係（法支出関係（法12121212条①Ⅱ）条①Ⅱ）条①Ⅱ）条①Ⅱ） 

 ・すべての支出について、その総額及び支出項目別の金額 

 ・１件当たりの金額（支払いが数回にわたってされたときはその合計金額）が５万円以

上の政治活動費（資金管理団体であった期間がある団体については、その期間中に支出

された光熱水費、備品・消耗品費及び事務所費も含む。）に係る支出については、その支

出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日 

・国会議員関係政治団体である期間中の支出については、上記によらず、１件１万円を

超える支出（人件費は除く）のすべてについて、その支出を受けた者の氏名及び住所並

びに当該支出の目的、金額及び年月日 

ウウウウ    資産関係（法資産関係（法資産関係（法資産関係（法12121212条①Ⅲ）条①Ⅲ）条①Ⅲ）条①Ⅲ） 

  政治団体（特定パーティー開催団体を除く。）の会計責任者は、政治団体の収支報告書

に、毎年12月31日現在（解散した年の場合は解散の日現在）において有する次に掲げる

資産等について、取得価額その他の事項を記載しなければならない。 

 また、資金管理団体が①～③の資産を取得・保有している場合（資金管理団体の不動

産取得を禁止した平成19年の改正法施行日（平成19年８月６日）以前から当該不動産を

取得・保有している場合）については、収支報告書にその不動産の利用の現況を記載し

なければならない。 

① 土地

② 建物

③ 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権

④ 取得の価額が100万円を超える動産
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⑤ 預金又は貯金（普通預金及び当座預金、普通貯金は除く。）

⑥ 金銭信託

⑦ 金融商品取引法第２条第１項及び第２項に規定する有価証券

⑧ 出資による権利

⑨ 貸付先ごとの残高が100万円を超える貸付金

⑩ 支払われた金額が100万円を超える敷金

⑪ 取得の価額が100万円を超える施設の利用に関する権利

⑫ 借入先ごとの残高が100万円を超える借入金

 なお、政治団体が政治団体となった日前に取得した土地等の資産等について、収支報

告書に記載すべき事項の一部が不明である場合には、次の方法により、当該政治団体の

収支報告書に記載しなければならない。 

・取得の価額が明らかでない場合は、その旨及び取得時における時価に見積もった金

額を記載すること。 

・取得の価額及び年月日が明らかでない場合は、その旨及び当該政治団体が政治団体

となった日における時価に見積もった金額を記載すること。 

・取得の年月日が明らかでない場合は、その旨及び政治団体となった年月日を記載す

ること。   

 また、政治団体が政治団体となった日以後に取得した土地等の資産等で平成元年1

2月31日以前に取得したものについて、収支報告書に記載すべき事項の一部が不明で

ある場合には、次の方法により、当該政治団体の収支報告書に記載しなければならな

い。 

・取得の価額が明らかでない場合は、その旨及び取得時における時価に見積もった金

額を記載すること。 

・取得の価額及び年月日が明らかでない場合は、その旨及び平成５年１月１日におけ

る時価に見積もった金額を記載すること。 

・取得の年月日が明らかでない場合は、その旨及び政治団体となった年月日を記載す

ること。   

 (4) 収支報告書の添付書類 

 収支報告書には、次の書類を添付しなければならない。 

    アアアア    領収書等の写し領収書等の写し領収書等の写し領収書等の写し 

 (ｱ) １件５万円以上の政治活動費（資金管理団体であった期間がある団体については､そ

の期間中に支出された光熱水費、備品・消耗品費及び事務所費も含む。）に係る支出に

ついて、支出の項目別に分類して提出すること。 

 なお、国会議員関係政治団体である期間中の支出については、上記によらず、１件

１万円を超える支出（人件費は除く）のすべてについて、領収書等の写しを提出しな

ければならない。 

領収書等を徴し難かった支出についてはその明細書（Ｐ86掲載）を提出すること。

銀行の発行する振込明細書の写しは、ここでいう領収書等の写しと認められていない

ので、相手方から直接領収書等を徴していない場合には、相手方に請求すること。そ

の場合、領収書等を請求できない特段の事情があれば、銀行の振込明細書の写しに支
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出の目的を記入する、または、領収書等を徴し難かった支出の明細書に「銀行振込み

のため」と記載し、かつ、銀行の振込明細書の写しを添付すること。なお、当該支出

の目的を記載した書面（振込明細書に係る支出目的書）及び金融機関が作成した振込

みの明細書の写しをもって、領収書等を徴し難かった支出の明細書に代えることがで

きる。 

 (ｲ) 領収書等の写しは、収支報告書とは別冊とし、「平成○年分、収支報告書（領収書等

の写し綴）、○○○○後援会」などと記載した表紙をつけること。また、領収書等を徴

し難かった支出の明細書は、領収書等の写しの最初に綴じること。 

 (ｳ) 領収書等の写しは、元本を複写機で複写したもの（いわゆる「コピー」）に限られる

ので、書き写し等は不可である。提出の際はＡ４でコピーしたものを提出すること。 

   (ｴ) 領収書等のあて名は、「○○○○後援会」のように政治団体名となっていること。

イイイイ    収支報告書の記載が真実である旨を誓う宣誓書（Ｐ収支報告書の記載が真実である旨を誓う宣誓書（Ｐ収支報告書の記載が真実である旨を誓う宣誓書（Ｐ収支報告書の記載が真実である旨を誓う宣誓書（Ｐ85858585掲載）掲載）掲載）掲載） 

ウウウウ    政治資金監査報告書（国会議員関係政治団体である期間がある団体のみ）政治資金監査報告書（国会議員関係政治団体である期間がある団体のみ）政治資金監査報告書（国会議員関係政治団体である期間がある団体のみ）政治資金監査報告書（国会議員関係政治団体である期間がある団体のみ） 

 (5) 収支報告書の提出先及び提出部数 

   政治団体の諸届出の届出先・提出部数（３(1)）と同様。 

(6) 政党助成法に基づく政党の支部の支部報告書の提出等（助成法18条） 

  支部政党交付金の支給を受けた政党の支部の会計責任者は、当該支部政党交付金を充て

又は支部基金（政党助成法第14条第２項に定める基金）を取り崩して充てる支出(「支部政

党交付金による支出」という。）等について、毎年12月31日現在で報告書（「使途等報告

書」という。）を作成し、当該支部政党交付金を支給した本部又は他の支部の会計責任者及

び県選管に提出しなければならない。 

 なお、支部政党交付金の収支は、当該政党支部の収支の一部であるから、支部報告書に

記載される金額は、政治資金収支報告書に記載される金額の内数となる。 

６６６６    資金管理団体制度資金管理団体制度資金管理団体制度資金管理団体制度 

 (1) 概要（法19条、19条の6） 

 公職の候補者の政治活動に関する寄附の制限の強化を図るため、平成７年１月１日から

施行された改正法により、公職の候補者は原則として金銭等による政治活動に関する寄附

を受けてはならないものとし、公職の候補者の政治資金は、その者のために政治資金の拠

出を受けるべき政治団体として資金管理団体を指定できることとされた。これに伴い、従

来の指定団体及び保有金の制度は、廃止された。 

なお、資金管理団体における政治資金の適正化、透明化を図るため、平成19年の法改正

により、収支報告及び不動産の保有に関して新たな義務が課せられた。 

(2) 対象となる公職の候補者（法19条、19条の6） 

 衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職の候補者、候補者

となろうとする者及び現にその職にある者(これらの者を「公職の候補者」という。） 

 (3) 資金管理団体と諸届出（法19条） 

   資金管理団体とは、公職の候補者が、その者の政治資金を取り扱わせるため、一定の政

治団体のうちから指定し届け出たものである。 
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    アアアア    資金管理団体として指定することができる政治団体資金管理団体として指定することができる政治団体資金管理団体として指定することができる政治団体資金管理団体として指定することができる政治団体 

   資金管理団体として指定することができる政治団体は、指定する公職の候補者が代表

者である政治団体であり、かつ、次に掲げる政治団体の一に該当することが要件となる。 

① 政治上の主義・施策の支持・反対を本来の目的とする団体

② 特定の公職の候補者の推薦・支持を本来の目的とする団体（資金管理団体の指定を

しようとする公職の候補者以外の者を推薦・支持する団体を除く。） 

すなわち、いわゆる主義主張団体若しくは後援団体であって、②のいわゆる後援団体

については、推薦し又は支持する者の氏名が規約等に明記されている必要がある。 

    イイイイ    資金管理団体の数資金管理団体の数資金管理団体の数資金管理団体の数 

   資金管理団体の数は、一つに限られる。 

ウウウウ    政治団体の本部及び支部政治団体の本部及び支部政治団体の本部及び支部政治団体の本部及び支部 

 政治団体の本部及び支部はそれぞれ一つの政治団体とみなすこととされているので、

本部若しくは支部のいずれか一に限り資金管理団体として指定することができる。この

場合、本部を指定したときは、支部は資金管理団体となるものではなく、逆に支部を指

定したときも本部が資金管理団体となるものではない。 

エエエエ    資金管理団体の諸届（指定・異動・取消）資金管理団体の諸届（指定・異動・取消）資金管理団体の諸届（指定・異動・取消）資金管理団体の諸届（指定・異動・取消） 

 公職の候補者は、資金管理団体を指定したときは、「資金管理団体指定届」を提出しな

ければならない。また、届け出た事項に異動が生じた場合（資金管理団体として指定し

ている政治団体に異動が生じた場合）には、「資金管理団体届出事項の異動届」を、指定

した団体が解散した場合等には、「資金管理団体指定取消届」を提出しなければならない。

特に、異動、取消は届出を失念しがちなので十分注意が必要である。 

指定する政治団体

の主たる事務所の

所在地

指定する政治団体

の主たる活動区域 
届 出 先 提出部数 届 出 期 限（※） 

福 岡 県 内 

福 岡 県 内 
福岡県選挙管理 

委員会(県選管) 
１部 ・指定・指定の日    

    から７日以内 

・異動・異動の日      
    から７日以内 

・取消・取消の日 

    から７日以内 

福岡県を含む２ 

以上の都道府県 県選管を経て 

総 務 大 臣 
２部 

福 岡 県 外 

    オオオオ    資金管理団体の諸届の提出方法資金管理団体の諸届の提出方法資金管理団体の諸届の提出方法資金管理団体の諸届の提出方法 

 公職の候補者は、資金管理団体の諸届（指定・異動・取消）の事由が生じた日から７

日以内に必要事項を記載して県選管に持参提出すること（内容不備の場合における訂正

の便宜を図るため。）。なお、公職の候補者は、資金管理団体の届出に記載した事項が

真正であることを誓う旨の文書（宣誓書）に必ず記入すること。 

    カカカカ    資金管理団体の諸届の記載内容資金管理団体の諸届の記載内容資金管理団体の諸届の記載内容資金管理団体の諸届の記載内容 

各届出書は、それぞれの記載例により必要事項を記載すること。 

① 資金管理団体指定届（Ｐ47掲載）

② 資金管理団体届出事項の異動届（Ｐ48掲載）

-15-



      ③ 資金管理団体指定取消届（Ｐ49掲載） 

  (4) 資金管理団体指定の効果 

   資金管理団体の指定は、義務的なものではないが、公職の候補者は原則として金銭等に

よる政治活動に関する寄附を受けてはならないものとし、法第19条において、公職の候補

者は、その者のために政治資金の拠出を受けるべき政治団体として資金管理団体を指定す

ることができるとされたことから指定をしておくことが望ましいといえる。 

   資金管理団体を指定した場合には、次のような効果がある。 

                アアアア    「特定寄附」について寄附の量的制限が適用されない「特定寄附」について寄附の量的制限が適用されない「特定寄附」について寄附の量的制限が適用されない「特定寄附」について寄附の量的制限が適用されない 

    公職の候補者が公職の候補者である間に政党から受けた政治活動に関する寄附に係

る金銭等の全部又は一部を資金管理団体に対してする寄附（当該寄附を「特定寄附」と

いう。）は、寄附の量的制限（総量規制・個別規制とも）の規定が適用されない （法

21条の3④・22条③)（寄附の量的制限についてはＰ25以下参照。）。 

    この場合、公職の候補者は、当該寄附が特定寄附である旨を文書で資金管理団体の会

計責任者に通知しなければならない（法19条の3①）。 

      なお、公職の候補者が政党から受けた寄附以外の収入（例えば、会社役員報酬、議員

報酬等）の中から資金管理団体に寄附する場合は、寄附の量的制限の規定のうち個別規

制は適用されないが、総量規制の規定は適用される。 

    また、公職の候補者が政党から受けた寄附又はそれ以外の収入を資金管理団体以外
．．

の

政治団体に寄附する場合は、寄附の量的制限（総量規制・個別規制とも）の規定が適用

される。 

                イイイイ    選挙前一定期間の寄附の禁止の規定が資金管理団体には適用されない選挙前一定期間の寄附の禁止の規定が資金管理団体には適用されない選挙前一定期間の寄附の禁止の規定が資金管理団体には適用されない選挙前一定期間の寄附の禁止の規定が資金管理団体には適用されない 

    公職の候補者は、選挙前一定期間（任期満了の場合は満了の日前90日に当たる日（同一

の地方公共団体の議会の議員と長の任期満了日が90日以内にある場合に、任期満了によ

る選挙を同時に行う旨の選挙管理委員会の告示がなされたときは、任期満了日90日前に

当たる日またはその告示のなされた日のいずれか早い日）から当該選挙の期日までの間。

それ以外は、選挙の事由が生じその旨を選挙管理委員会が告示した日又は衆議院の解散

の日の翌日から選挙の期日までの間等。）、自己の後援団体に対して寄附することは禁

止されているが、資金管理団体に対しては寄附することができる（公選法199条の5③)。 

        ※※※※    企業・労働組合等の団体（政治団体を除く。）が、資金管理企業・労働組合等の団体（政治団体を除く。）が、資金管理企業・労働組合等の団体（政治団体を除く。）が、資金管理企業・労働組合等の団体（政治団体を除く。）が、資金管理団体に対して政治活動に団体に対して政治活動に団体に対して政治活動に団体に対して政治活動に

関する寄附をすることは、禁止されている。関する寄附をすることは、禁止されている。関する寄附をすることは、禁止されている。関する寄附をすることは、禁止されている。 

  (5) 収支報告等に関する資金管理団体の特例 

   資金管理団体は、その性格上、一般の政治団体より公職の候補者との関係が深いことか

ら、不動産の保有の禁止や、収支報告書における経常経費の内訳の報告の義務付け等、通

常の政治団体よりも厳しい義務が課せられている。 

        アアアア    資金管理団体の不動産の保有・取得の禁止資金管理団体の不動産の保有・取得の禁止資金管理団体の不動産の保有・取得の禁止資金管理団体の不動産の保有・取得の禁止 

    資金管理団体が不動産（土地若しくは建物の所有権又は建物の所有を目的とする地上

権若しくは土地の賃借権）を取得、保有することは禁止される。 

        イイイイ    収支報告書における経常経費の内訳の記載及び領収書等収支報告書における経常経費の内訳の記載及び領収書等収支報告書における経常経費の内訳の記載及び領収書等収支報告書における経常経費の内訳の記載及び領収書等の添付の添付の添付の添付 

    資金管理団体である期間中の支出については、経常経費（人件費を除く）についても

政治活動費と同様に、１件５万円以上の支出に関する内訳を収支報告書に記載し、領収
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書等の写しの提出をしなければならない。 

７７７７    国会議員関係政治団体に関する特例国会議員関係政治団体に関する特例国会議員関係政治団体に関する特例国会議員関係政治団体に関する特例 

 (1) 国会議員関係政治団体の定義 

   政治家、特に国会議員（現職及び候補者等）に関係する政治団体の政治資金の透明化を

さらに図るため、平成19年12月の法改正により、政治団体のうち以下の要件を満たす団体

を「国会議員関係政治団体」とし、会計処理や収支報告等について通常の政治団体以上の

義務を課すこととなった。 

 ア  政党（政党の支部）以外の政治団体であって、衆議院議員又は参議院議員に係る公職

の候補者が代表者である政治団体（以下「１号団体」という。）。 

 イ 租税特別措置法第41条の18第１項第４号に該当する政治団体のうち、特定の衆議院議

員又は参議院議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする

政治団体（以下「２号団体」という。）。 

ウ 政党の支部であって、公職選挙法第12条に規定する衆議院議員又は参議院議員に係る

選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、衆議院議員

又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者であるものは、上記アの１号団体とみなす

（以下「みなし１号団体」という。）。 

※※※※    上記イの２号団体は、その推薦し、又は支持する衆議院議員又は参議院議員に係る上記イの２号団体は、その推薦し、又は支持する衆議院議員又は参議院議員に係る上記イの２号団体は、その推薦し、又は支持する衆議院議員又は参議院議員に係る上記イの２号団体は、その推薦し、又は支持する衆議院議員又は参議院議員に係る

公職の候補者から、該当通知を受け公職の候補者から、該当通知を受け公職の候補者から、該当通知を受け公職の候補者から、該当通知を受けることになっている。ることになっている。ることになっている。ることになっている。    

 (2) 国会議員関係政治団体に関する特例等 

 国会議員関係政治団体については、次のような義務等が課せられている。 

ア 国会議員関係政治団体である（でなくなった）旨の届出の義務 

イ すべての支出に係る１円以上の領収書等の保存の義務（Ｐ８参照） 

ウ １件１万円を超える支出（人件費以外）についての収支報告書への明細の記載及び領

収書等の写しの添付の義務（Ｐ13以下参照） 

エ 会計帳簿・収支報告書、領収書等の政治資金監査人による監査の義務（Ｐ18参照） 

オ  収支報告書等の提出期間の延長（Ｐ10以下参照） 

カ １万円以下の領収書等（少額領収書等）に係る開示の義務（Ｐ19以下参照） 

キ 電子申請を利用した収支報告書等の提出への努力義務 

 国会議員関係政治団体の会計責任者は、収支報告書等を提出するときは、電子申請に

より提出するよう努めるものとされている。 

（電子申請については、Ｐ107以下及び福岡県ホームページhttp://www.pref.fukuoka.

lg.jpを参照。) 

 (3) 国会議員関係政治団体の届出と特例の適用時期 

 国会議員関係政治団体であるか否かは、政治団体の設立時に届け出なければならない

（Ｐ３参照）。設立後に「国会議員関係政治団体となった（でなくなった）」場合には、

「届出事項の異動届」によって７日以内に届出をしなければならない。 

 なお、上記(1)イの２号団体については、公職の候補者から該当通知を受けなければ､

国会議員関係政治団体であることを認識し得ないため、該当通知を受けた日から７日以

内に届け出ることになっており、特例の適用も他の二者（上記(1)アウ）と異なりこの届
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出をした日からとなっている。 

 

 (4) 国会議員関係政治団体に係る政治資金監査 

        アアアア    政治資金監査を受ける時期政治資金監査を受ける時期政治資金監査を受ける時期政治資金監査を受ける時期 

    国会議員関係政治団体（収支報告書に記載すべき収入・支出があった年において国会

議員関係政治団体であったものを含む。）の会計責任者は、収支報告書を提出するときは、

あらかじめ、当該収支報告書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、

領収書等を徴しがたかった支出の明細書等及び振込明細書について、登録政治資金監査

人の政治資金監査を受けなければならない。 

        イイイイ    政治資金監査の内容政治資金監査の内容政治資金監査の内容政治資金監査の内容 

    政治資金監査は、次に掲げる事項について行われる。 

   (ｱ) 会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴しがたかった支出の明細書等及び振込

明細書が保存されていること。 

   (ｲ) 会計帳簿には、当該国会議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載

されており、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えて

いること。 

   (ｳ) 収支報告書は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴しがたかった支出の明

細書等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていること。 

   (ｴ) 領収書等を徴しがたかった支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されている

こと。 

        ウウウウ    政治資金監査を行うことができない登録政治資金監査人政治資金監査を行うことができない登録政治資金監査人政治資金監査を行うことができない登録政治資金監査人政治資金監査を行うことができない登録政治資金監査人 

    政治資金監査は、政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研修を修了した

登録政治資金監査人でなければ行うことができない。 

    国会議員関係政治団体の代表者、会計責任者、会計責任者の職務代行者、これらの者

の配偶者、役職員又はその配偶者、２号団体にあっては、公職の候補者又はその配偶者

である登録政治資金監査人は、当該国会議員関係政治団体について政治資金監査を行う

ことができない。 

                エエエエ    政治資金監査報告書の提出政治資金監査報告書の提出政治資金監査報告書の提出政治資金監査報告書の提出 

    国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治資金監査を行った登録政治資金監査人が

作成した「政治資金監査報告書」を、収支報告書に併せて提出しなければならない。 

  (5) 登録政治資金監査人 

        アアアア    登録政治資金監査人となることができる者登録政治資金監査人となることができる者登録政治資金監査人となることができる者登録政治資金監査人となることができる者 

       弁護士、公認会計士又は税理士は、政治資金適正化委員会が備える登録政治資金監査

人名簿に必要事項の登録を受けて「登録政治資金監査人」となることができる。 

    なお、懲戒処分によりその業務を停止されている者等については、登録政治資金監査

人名簿への登録を受けることができない。 

            イイイイ    登録政治資金監査人の登録手続等登録政治資金監査人の登録手続等登録政治資金監査人の登録手続等登録政治資金監査人の登録手続等 

     ① 登録の申請 

         登録政治資金監査人の登録を受けようとする者は、登録申請書に弁護士、公認会計

士又は税理士のいずれかに該当する者であることを証する書面を添えて、政治資金適
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正化委員会に提出しなければならない。 

   ② 証票の交付 

         政治資金適正化委員会は、登録政治資金監査人名簿に登録したときは当該申請者に

登録政治資金監査人証票を交付しなければならない。 

   ③ 政治資金監査に関する研修 

         登録政治資金監査人は、政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研修を

受けるものとする。 

     政治資金適正化委員会は、政治資金監査に関する研修を修了した者について、登録

政治資金監査人名簿に当該研修を修了した旨を付記するとともに、当該研修を修了し

た者に対しその旨を証する書面を交付しなければならない。 

  (6) 少額領収書等の写しの開示制度 

        アアアア    開示請求をすることができる支出の範囲 

    何人も国会議員関係政治団体（当該団体であった団体を含む）について、収支報告書

の要旨が公表された日から３年間、当該収支報告書を受理した総務大臣又は都道府県選

挙管理委員会に対し、当該報告書に係る支出（人件費以外の経費に限る）のうち、国会

議員関係政治団体である期間に支出された１万円以下の支出に係る領収書等の写し（以

下「少額領収書等の写し」という）の、開示を請求することができる。 

    なお、国会議員関係政治団体でない期間に行った支出については、仮に領収書等が政

治団体の会計責任者等において保存されていた場合であっても、この開示制度の対象に

はならない。逆に、政治団体の会計責任者が当該支出に係る領収書等を保存しておくべ

き期間（収支報告書の要旨が公表されてから３年間）の間は、仮に国会議員関係政治団

体でなくなったとしても、国会議員関係政治団体であった期間中の支出については、少

額領収書等の写しの開示の対象となる。 

            イイイイ    公開手続の流れ公開手続の流れ公開手続の流れ公開手続の流れ 

     ① 開示の請求 

      少額領収書の開示請求をしようとする者は、書面（開示請求書）を、総務大臣又は

都道府県選挙管理委員会に提出して請求しなければならない。 

     なお、開示請求書には、請求者の氏名・住所、対象となる国会議員関係政治団体の

名称等のほか、少額領収書等の写しに係る支出がされた年及び経費の項目を記載しな

ければならない。 

   ② 団体への提出命令 

         開示請求を受けた総務大臣又は都道府県選挙管理委員会は、当該開示請求が権利の

濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合に該当するときを

除き、当該開示請求があった日から10日以内に、当該開示請求に係る国会議員関係政

治団体の会計責任者に対し、当該開示請求に係る少額領収書等の写しの提出を命じな

ければならない。 

   ③ 少額領収書等の写しの提出 

     国会議員関係政治団体の会計責任者は、少額領収書等の写しの提出命令を受けたと

きは、当該命令があった日から原則20日以内に、当該命令に係る少額領収書等の写し

を総務大臣又は都道府県選挙管理委員会に提出しなければならない。 

-19-



     ただし、当該命令に係る少額領収書等の写しに係る支出がないとき又は当該命令に

係る少額領収書等の写しを既に提出しているときは、その旨を通知すれば足りる。 

      ※ 20日の提出期間については、事務処理上の困難その他正当な理由もしくは特別な

事情がある場合、書面により、相当の期間延長するよう求めることができる。 

     ④ 少額領収書等の写しの開示 

     総務大臣又は都道府県選挙管理委員会は、提出のあった少額領収書等の写しについ

て、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に規定する不開示情報を除いて、こ

れを開示しなければならない。 

     少額領収書等の全部又は一部を開示する決定及び請求者へのその旨の書面による

通知は、写しの提出があった日から30日以内に行わなければならない。 

    ※ 事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、総務大臣又は都道府県選挙管

理委員会は、開示を決定する期間を一定期間延長することができる。 

     ⑤ 少額領収書等の写しの非開示 

     総務大臣又は都道府県選挙管理委員会は、当該開示請求が権利の濫用又は公の秩序

若しくは善良の風俗に反すると認められる場合に該当するとき、又は当該国会議員関

係政治団体から命令に係る少額領収書等の写しに係る支出がない旨の通知があった

ときは、遅滞なく、少額領収書等の写しの開示をしない旨の決定をし、開示請求者に

対しその旨を書面により通知しなければならない。 

   ⑥ 命令に違反して少額領収書等を提出しない団体の公表 

     総務大臣又は都道府県選挙管理委員会は、少額領収書等の写しの提出命令に違反し

て、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が少額領収書等の写しを提出しないとき

は、その旨を開示請求者に通知するとともに、その旨並びに当該国会議員関係政治団

体の名称及び主たる事務所の所在地を、遅滞なく、公表するものとする。 

    (7)(7)(7)(7)    政治資金適正化委員会政治資金適正化委員会政治資金適正化委員会政治資金適正化委員会 

   政治資金適正化委員会は総務省に置かれ、国会の議決による指名に基づく５名の委員で

構成され、次に掲げる事務をつかさどる。 

  ア 収支報告書の記載方法に係る基本的な方針を定めること 

  イ 登録政治資金監査人の登録に関すること 

  ウ 登録政治資金監査人に係る研修を行うこと 

  エ 政治資金監査に関する具体的な指針を定めること 

  オ 登録政治資金監査人に対し、政治資金監査の適確な実施について必要な指導及び助言

を行うこと 

  カ 少額領収書等の写しの開示請求に関する、権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風

俗に反すると認められる場合についての具体的な指針を定めること 

  キ 上記に掲げるもののほか、法律又は法律に基づく命令に基づき委員会に属させられた

事務 

 

８８８８    政治資金パーティーの開催に関する規制政治資金パーティーの開催に関する規制政治資金パーティーの開催に関する規制政治資金パーティーの開催に関する規制 

  (1) 概要 

     政治資金パーティーは、開催が原則として政治団体によるものに限られるとともに、政
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治資金パーティーの収支の明確化、パーティー券の大口購入者の公開及び購入限度額の設

定等の措置が講じられている。 
 

  政治資金パーティーとは ・・  対価を徴収して行われる催物で、当該催物の対価 
  に係る収入の金額から当該催物に要する経費の金額を差し引いた残額を当該催物 
  を開催した者又はその者以外の者の政治活動(選挙運動を含む｡これらの者が政治 
  団体である場合には､その活動)に関し支出することとされているものをいう。 
  （法8条の2） 

 

  (2) 政治資金パーティーの告知義務 

      政治資金パーティーを開催する者は、政治資金パーティーの対価の支払を受けようとす

るときは、あらかじめ、当該対価の支払をする者に対し、当該対価の支払が政治資金パー

ティーの対価の支払である旨を書面により告知しなければならない。この書面に記

載する告知のための文言は、「この催物は、政治資金規正法第８条の２に規定する政治資

金パーティーです。」とする（法22条の8②）。 

(3) 政治資金パーティーの政治団体による開催 

      政治資金パーティーは、政治団体によって開催されるようにしなければならない（法8

条の2）。 

 (4) 政治資金パーティーを開催した場合の政治団体の会計等 

            アアアア    政治資金パーティーの収入の会計帳簿への記載政治資金パーティーの収入の会計帳簿への記載政治資金パーティーの収入の会計帳簿への記載政治資金パーティーの収入の会計帳簿への記載 

        政治資金パーティーの対価に係る収入については、政治団体の会計帳簿に、政治資金

パーティーごとに、その名称、開催年月日、開催場所及び対価に係る収入の金額並びに

対価の支払をした者の氏名、住所及び職業（団体である場合は、その名称、主たる事務

所の所在地及び代表者の氏名）並びに当該対価の支払に係る収入の金額及び年月日を記

載しなければならない。 

      また、収入のうち、対価の支払のあっせんをされたものがある場合は、あっせんをし

た者の氏名、住所等、あっせんに係る収入の金額、これを集めた期間及び当該政治団体

に提供された年月日を記載しなければならない。 

            イイイイ    収支報告書への記載事項収支報告書への記載事項収支報告書への記載事項収支報告書への記載事項 

        政治資金パーティーの対価に係る収入については、政治団体の収支報告書に、これら

のパーティーごとに、その名称、開催年月日、開催場所及び対価に係る収入の金額を記

載しなければならない。 

        なお、当該パーティーが特定パーティーである場合には、対価の支払をした者の数も

併せて記載しなければならない。（記載例Ｐ74） 
 

  特定パーティーとは  ・・  政治資金パーティーのうち、当該政治資金パーティー 
  の対価に係る収入の金額が1千万円以上であるものをいう｡(法12条①Ⅰ) 

 

            ウウウウ    22220000万円万円万円万円をををを超え超え超え超える対価の支払者る対価の支払者る対価の支払者る対価の支払者 

   一の政治資金パーティーの対価に係る収入のうち、同一の者からの対価の支払でその金

額の合計額が20万円を超えるものについては、当該対価の支払をした者の氏名、住所及び

職業（団体である場合は、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名）並びに当
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該対価の支払に係る収入の金額及び年月日を収支報告書に記載しなければならない。 

   また、同一の者によって対価の支払のあっせんをされたもので、その金額の合計額が2

0万円を超えるものについても同様に記載するとともに、これを集めた期間及び当該政治

団体に提供された年月日を記載しなければならない。 

   なお、何人も、一の政治資金パーティーにつき、150万円を超えて対価の支払をしてはな

らず、また、政治資金パーティーを開催する者も、同一の者から150万円を超えて対価の支

払を受けることは、禁止されている。（法22条の8①③）  

  (5) 政治団体以外の者による特定パーティーの開催 

      政治団体以外の者でも、政治資金パーティーの開催は可能であるが、その者が開催する

政治資金パーティーが特定パーティーになると見込まれる場合には、当該政治資金パーテ

ィーについては、その者が当該政治資金パーティーを開催しようとするときから政治団体

（以下「特定パーティー開催団体」という。）とみなされ、政治団体としての届出､会計帳

簿の備付け及び記載、報告書の提出などを行わなければならない。 

    政治団体以外の者が開催する政治資金パーティーが特定パーティーになった場合も同

様である。 

  (6) 特定パーティー開催団体の届出 
                アアアア    届出届出届出届出先先先先、提出部数及び提出期限、提出部数及び提出期限、提出部数及び提出期限、提出部数及び提出期限 
 

 
主たる事務所 

の所在地 

 
  開 催 場 所 

 
   届 出 先 

 
 提出部数 

 
   届 出 期 限 

福 岡 県 内 

 
  福 岡 県 内 福岡県選挙管理 

委員会(県選管) 

 
   １部 

 ・設立・特定パーテ 
   ィーの開催を決定 
  した日（政治団体 
  とみなされるよう 
   になった日）から 
   ７日以内 
 ・異動・異動の日か 
  ７日以内 
 ・解散・開催を中止 
   した日から30日以 
  内 

福岡県を含む２ 
以上の都道府県 県選管を経て 

 
総 務 大 臣 

 
 
 
   ２部 

 
  福 岡 県 外 

 
                イイイイ    提出方法提出方法提出方法提出方法 

       設立届・異動届は、県選管まで郵送することなく持参提出しなければならない。 

        また、特定パーティーを中止したときは、解散届を提出しなければならないが、この

場合も内容不備の場合の便宜を図るため持参提出すること。 

        なお、市区町村選挙管理委員会を経由して提出することはできない。 

                ウウウウ    設立届（法設立届（法設立届（法設立届（法18181818条の条の条の条の2222、法、法、法、法6666条）条）条）条） 

    (ｱ) 届出は、「政治団体設立届（Ｐ41）」の例により必要事項を記載すること。 

      (ｲ) 届出書には、次の文書を添付すること。 

         特定パーティーの名称、開催年月日及び開催場所、当該特定パーティーの対価に係

る収入の予定金額、当該収入金額から当該特定パーティーに要する経費の金額を差し

引いた残額を支出することとされている者の氏名（団体である場合は、その名称）、

当該特定パーティーの一人当たりの対価の金額等を記載した文書（開催計画書）並び
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に告知書面（(2)政治資金パーティーの告知義務参照(Ｐ21)） 

      (ｳ) 特定パーティー開催団体は、設立届がされた後でなければ、特定パーティーの開催

のために、いかなる名義をもってするを問わず、当該特定パーティーに係る対価の支

払を受け、又は支出することができない。 

        エエエエ    異動届（法異動届（法異動届（法異動届（法18181818条の条の条の条の2222、法、法、法、法7777条）条）条）条） 

   (ｱ) 特定パーティー開催団体は、ウの設立届により届け出た事項に異動があったときは、

その異動の日から７日以内に、異動に係る事項を「届出事項の異動届(Ｐ45)」により

持参提出すること。 

     (ｲ) 開催計画書等添付書類（ウの(ｲ)）の内容に異動があったときは、(ｱ)の例により、

異動後の当該書類を添付して持参提出すること。 

                オオオオ    解散届（法解散届（法解散届（法解散届（法18181818条の条の条の条の2222、法、法、法、法17171717条）条）条）条） 

        特定パーティー開催団体がウにより届け出た特定パーティーの開催を中止したとき

は、当該特定パーティー開催団体の代表者及び会計責任者は、その日から30日以内に、

「政治団体解散届（Ｐ46）」とともに中止の日現在での収入及び支出に関する事項を記載

した収支報告書を提出しなければならない。 

        なお、開催された特定パーティーの収支報告書が提出されたときは、当該特定パーテ

ィー開催団体は政治団体でなくなったものとみなされるので、解散届を提出する必要は

ない。 

 (7) 特定パーティー開催団体の会計帳簿の備付け及び記載（法9条） 

     特定パーティー開催団体の会計責任者は、会計帳簿を備え、これに開催する特定パーテ

ィーに係る収入・支出及び金銭等の運用に関する事項を記載しなければならない。 

 (8) 特定パーティー開催団体の収支報告書の提出（法12条） 

     特定パーティー開催団体の代表者及び会計責任者は、開催した特定パーティーに係る収

入及び支出を記載した収支報告書を当該特定パーティーの終了した日から３月以内に(6)

アの区分に応じ県選管又は総務大臣に提出しなければならない。 

 

９９９９    寄附等の授受の制限寄附等の授受の制限寄附等の授受の制限寄附等の授受の制限 

  政党その他の政治団体及び公職の候補者の政治活動の公明と公正を確保するため、平成７

年１月１日から施行された改正法により、会社、労働組合、職員団体その他の団体のする政

治活動に関する寄附の制限及び公職の候補者の政治活動に関する寄附の制限の強化が図ら

れた（図1参照(Ｐ24)）。また、平成12年１月１日から、企業・労働組合等の団体（政治団

体を除く。）が、資金管理団体に対して政治活動に関する寄附をすることは、禁止された。 

  (1) 会社、労働組合、職員団体その他の団体がする寄附の制限（法21条） 

   会社、労働組合、職員団体その他の団体（政治団体を除く。）は、政党及び政治資金団体

以外の者に対しては、政治活動に関する寄附（選挙運動に関する寄附を含む。）をしてはな

らない（法21条①・②）。規正法では、法人その他の団体が負担する党費及び会費も寄附と

みなされるので注意を要する（法5条②）。 

      さらに、政党の支部で、１以上の市区町村の区域（政令指定都市にあっては、区の区域）

又は選挙区（公選法12条において規定する選挙区）の区域を単位として設けられる支部以

外のものは、政党及び政治資金団体以外の政治団体とみなされるので、会社、労働組合、
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職員団体その他の団体は寄附をすることが禁止される（法21条④）。 

   また、何人も、会社、労働組合、職員団体その他の団体（政治団体を除く。）に対して、

政治活動に関する寄附（政党及び政治資金団体に対するものを除く。）をすることを勧誘し、

又は要求してはならない（法21条③）。 

  

 

（図1） 政党・政治団体への政治資金の流れ    

 

 
 
  

（図2） 政治家個人への政治資金の流れ  
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  (2) 公職の候補者の政治活動に関する寄附の制限（法21条の2、図2参照） 

 政党を除く何人も、公職の候補者の政治活動（選挙運動を除く。）に関して寄附（金銭等

に限るものとし、政治団体に対するものは除く。）をしてはならない。 

     つまり、公職の候補者個人に対して日常の政治活動に関し、金銭等による寄附をするこ

とが禁止されるものであり、選挙運動に関し金銭等による寄附をも禁止するものではない。 

   ただし、会社、労働組合、職員団体その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に

対して、政治活動に関する寄附(選挙運動に関する寄附を含む。) をすることが禁止され

ることから、公職の候補者個人に対する寄附は、選挙運動に関する寄附であっても禁止さ

れることになるので注意を要する。 

  (3) 寄附の量的制限（巻頭の一覧表を参照） 

   寄附の量的制限には総量規制と個別規制があるが、この規制については、政治団体は本

部・支部を通じて一つの政治団体として扱われること（法18条）、また、法人その他の団体

の負担する党費又は会費は寄附とみなされること（法5条②）に注意を要する。 

                アアアア    総総総総量規制（法量規制（法量規制（法量規制（法21212121条の条の条の条の3333）））） 

        総量規制については、政党・政治資金団体に対する寄附の限度額と、それらの政治団

体以外の者に対する寄附の限度額が別個に定められており、それぞれの限度額の間で流

用することは許されない。 

        政治活動に関する寄附は、年間（暦年）を通じて次に掲げる額を超えてはならない。 

                        ((((ｱｱｱｱ))))    個人のする寄附個人のする寄附個人のする寄附個人のする寄附 

       ○政党・政治資金団体に対する寄附 ・・  2,000万円 

        ○上記以外の者に対する寄附  ・・・・・  1,000万円 

                        ((((ｲｲｲｲ))))    会会会会社社社社のする寄附のする寄附のする寄附のする寄附 

  「会社」とは、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社（会社法第２条第１項

第１号）をいう。 

       ○資本又は出資の金額（以下｢資本金額等｣という。）が100億円未満の会社 

 

 資 本 金 額 等 政党、政治資金団体に対する寄附  

10億円未満   750万円 

10億円以上50億円未満 1,500万円 

 50億円以上100億円未満 3,000万円 

       

 ○資本金額等が100億円以上400億円未満の会社 

            寄附  ・  3,000万円＋（資本金額等が50億円増すごとに500万円） 

       ○資本金額等が400億円以上の会社 

            寄附  ・  6,000万円＋（資本金額等が50億円増すごとに300万円） 

                ただし、最高限度額は１億円 

                        ((((ｳｳｳｳ))))    労働組労働組労働組労働組合又は職員団体のする寄附合又は職員団体のする寄附合又は職員団体のする寄附合又は職員団体のする寄附 

          「労働組合」とは、労働組合法第２条に規定するものをいい、「職員団体」とは、

国家公務員法第108条の２又は地方公務員法第52条に規定するものをいう。 
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       ○組合員又は構成員の数(以下「組合員数等」という。)が15万人未満のもの 

 

    組 合 員 数 等  政党、政治資金団体に対する寄附  

  5万人未満   750万円 

     5万人以上10万人未満 1,500万円  

  10万人以上15万人未満 3,000万円 
 
      ○組合員数等が15万人以上45万人未満のもの 

            寄附  ・  3,000万円＋（組合員数等が5万人増すごとに500万円） 

       ○組合員数等が45万人以上のもの 

            寄附  ・  6,000万円＋（組合員数等が5万人増すごとに300万円） 

                ただし、最高限度額は１億円 

                        ((((ｴｴｴｴ))))    ((((ｲｲｲｲ))))・・・・((((ｳｳｳｳ))))以外の団体以外の団体以外の団体以外の団体 

        ○前年における年間の経費の額(以下｢経費｣という。)が8,000万円未満の団体 

 

        経     費  政党、政治資金団体に対する寄附  

 2,000万円未満   750万円 

 2,000万円以上6,000万円未満 1,500万円 

 6,000万円以上8,000万円未満 3,000万円 

 
       ○経費が8,000万円以上2億円未満の団体 

            寄附  ・  3,000万円＋（経費が2,000万円増すごとに500万円） 

       ○経費が2億円以上の団体 

            寄附  ・  6,000万円＋（経費が2,000万円増すごとに300万円）   

                ただし、最高限度額は１億円 

        （注）１ 資本金額等、組合員数等とは、当該年の初日における金額又は人数をいい、

年の中途において設立、結成された場合は、その設立・結成時の金額又は人

数をいう。（令8条①Ⅰ、Ⅱ） 

              ２ 経費とは、前年において当該団体が支出した金銭の総額から借入金の償還

金の額及び資本的支出として総務省令で定める支出（土地の購入費並びに建

物の購入費及び建設費に係る支出）の金額を除いた額をいい、年の中途にお

いて組織された団体がその年においてする寄附については、当該団体の前年

における年間の経費の額が2,000万円未満であるものとみなす。 

                イイイイ    個個個個別別別別規制（法規制（法規制（法規制（法22222222条）条）条）条） 

   (ｱ) 同一の政治団体間の寄附（法22条①） 

          政党及び政治資金団体以外の政治団体のする政治活動に関する寄附は、政党及び政

治資金団体以外の同一の政治団体に対しては、年間を通じて5,000万円を超えることが

できない。 

      (ｲ) 個人のする寄附（法22条②） 

         政党・政治資金団体以外の同一の政治団体及び公職の候補者に対する寄附は、年間

を通じて150万円を超えることができない。 

                ウウウウ    適用適用適用適用除除除除外（法外（法外（法外（法21212121条の条の条の条の3333④④④④・・・・22222222条条条条③③③③）））） 
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     総量規制・個別規制ともに、個人が遺贈によってする寄附については適用されない。 

    また、公職の候補者がする寄附で、当該候補者の資金管理団体に対してする特定寄附

については、総量規制・個別規制ともに適用されず、特定寄附以外の寄附については、

個別規制が適用されないことになる。 

                エエエエ    違違違違法な寄附の受領禁止（法法な寄附の受領禁止（法法な寄附の受領禁止（法法な寄附の受領禁止（法22222222条の条の条の条の2222）））） 

        何人も、会社等の寄附の制限、公職の候補者の寄附の制限、総量規制及び個別規制、

並びに、同一の政治団体間の寄附の制限に違反してされる寄附を受けてはならない。 

 (4) 寄附の質的制限   

        アアアア    特定会特定会特定会特定会社社社社等の寄附の禁止（法等の寄附の禁止（法等の寄附の禁止（法等の寄附の禁止（法22222222条の条の条の条の3333）））） 

     (ｱ) 国から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金（試験研究、調査又は災害復旧

に係るものその他性質上利益を伴わないものを除く。）の交付決定を受けた会社その他

の法人は、交付決定の通知を受けた日から１年間（当該給付金の交付の決定の全部の

取消しがあったときは、その取消通知を受けた日まで）、政治活動に関する寄附をして

はならない。 

          国から資本金、基本金その他これに準ずるものの全部又は一部の出資又は拠出を受

けている会社その他の法人は、政治活動に関する寄附をしてはならない。 

          ただし、これらの法人であっても、地方公共団体の議会議員若しくは長に係る公職

の候補者又はこれらの者の資金管理団体、政治団体に対してする政治活動に関する寄

附については、質的制限では禁止されていないが、会社、労働組合、職員団体その他

の団体は、政党、政治資金団体以外の者に対して寄附をすることができないことに注

意を要する（法21条①）。 

      (ｲ) 地方公共団体と前記(ｱ)と同様の関係にある会社その他の法人は、当該地方公共団体

の議会議員若しくは長に係る公職の候補者又はこれらの者の資金管理団体、政治団体

に対して政治活動に関する寄附をしてはならない。 

      (ｳ) 何人も、前記(ｱ)及び(ｲ)の制限を受ける者であることを知りながら、その者に対し

て政治活動に関する寄附を勧誘・要求することを禁止されるとともに、前記(ｱ)及び(ｲ)

に違反してされる寄附と知りながら、これを受けてはならない。 

            イイイイ    赤字赤字赤字赤字会会会会社社社社の寄附の禁止（法の寄附の禁止（法の寄附の禁止（法の寄附の禁止（法22222222条の条の条の条の4444）））） 

        三事業年度以上にわたり継続して欠損を生じている会社は、当該欠損がうめられるま

での間、政治活動に関する寄附をしてはならず、また何人もそれに違反してされる寄附

と知りながら、これを受けてはならない。 

                ウウウウ    外国人等外国人等外国人等外国人等かかかからの寄附の受領禁止（法らの寄附の受領禁止（法らの寄附の受領禁止（法らの寄附の受領禁止（法22222222のののの5555）））） 

        何人も、外国人、外国法人又は主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体そ

の他の組織から政治活動に関する寄附を受けてはならない。 

        ただし、その主たる構成員が外国人又は外国法人である日本法人のうち、上場会社で

あってその発行する株式が金融商品取引所において５年以上継続して上場されている

もの（新設合併又は株式移転により設立された者であって、合併により消滅した会社又

は株式移転をした会社のうち上場期間が最も短いものの上場期間と通じて５年以上継

続して上場されているものを含む）からの寄附は受けることができる。 

    なお、当該寄附を受けるときは、寄附をするものから、「法第22条の５第１項本文に規
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定するものであって同項ただし書に規定するものである」旨の通知を受けることになっ

ている。                         

                エエエエ    匿名匿名匿名匿名等の寄附の禁止（法等の寄附の禁止（法等の寄附の禁止（法等の寄附の禁止（法22222222条の条の条の条の6666）））） 

        何人も、本人の名義以外の名義又は匿名で政治活動に関する寄附をすることは禁止さ

れるとともに、これを受けてはならない。 

        ただし、街頭又は一般に公開される演説会若しくは集会の会場において政党又は政治

資金団体に対してする寄附でその金額が千円以下のものは許される。 

        なお、上記に違反する寄附に係る金銭又は物品の提供があったときは、当該金銭又は

物品の所有権は国庫に帰属するものとし、その保管者は速やかに国庫への納付手続をと

らなければならない。 

        オオオオ    政治資金団体に対する政治資金団体に対する政治資金団体に対する政治資金団体に対する口座振込口座振込口座振込口座振込・・・・振替振替振替振替によらない寄附の禁止（法によらない寄附の禁止（法によらない寄附の禁止（法によらない寄附の禁止（法22222222条の条の条の条の6666のののの2222）））） 

     何人も、政治資金団体の預金又は貯金の口座への振込又は振替によることなく、政治

資金団体に対して寄附をすることは禁止されるとともに、これを受けてはならない。 

     ただし、その金額が千円以下の寄附及び不動産の譲渡又は貸付（地上権の設定を含む。）

による寄附については許される。 

    なお、上記に違反する寄附に係る金銭若しくは物品の提供があったとき、又は、これ

らの寄附を受けたときは、これらの金銭又は物品の所有権は国庫に帰属するものとし、

その保管者又は当該寄附を受けたものは速やかに国庫への納付手続きをとらなければ

ならない。 

 (5) 寄附のあっせんの規制（法22条の7） 

  ア 何人も、政治活動に関する寄附のあっせんをする場合において、相手方に対し業務、

雇用その他の関係又は組織の影響力を利用して威迫する等不当にその意思を拘束する

ような方法で、当該寄附のあっせんに係る行為をしてはならない。 

    イ 政治活動に関する寄附のあっせんをする者は、いかなる方法をもってするを問わず、

寄附をしようとする者の意思に反して、その者の賃金、工賃、下請代金その他性質上こ

れらに類するものからの控除による方法で、当該寄附を集めてはならない。 

 (6) 政治資金パーティーの対価の支払に関する制限（法22条の8） 

    ア 政治資金パーティーを開催する者は、一の政治資金パーティーにつき、同一の者から、

150万円を超えて、当該政治資金パーティーの対価の支払を受けてはならず、何人も、15

0万円を超えて対価の支払をしてはならない。 

    イ 政治資金パーティーを開催する者は、当該政治資金パーティーの対価の支払を受けよ

うとするときは、あらかじめ、当該対価の支払をする者に対し、当該対価の支払が政治

資金パーティーの対価の支払である旨を書面により告知しなければならない。この書面

に記載すべき告知のための文言は、「この催物は、政治資金規正法第８条の２に規定する

政治資金パーティーです。」とする。 

  ウ 匿名等の寄附の禁止（前記(4)エ）及び寄附のあっせんの規制（前記(5)）の規定は、

政治資金パーティーの対価の支払について適用される。 

 (7) 政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払への公務員の関与等の制

限（法22条の9） 

  ア 国及び地方公共団体の一般職に属する公務員等は、その地位を利用して、政治活動に
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関する寄附を求め、若しくは受け、若しくは自己以外の者がする政治活動に関する寄附

に関与し、又は政治資金パーティーに対価を支払って参加することを求め、若しくは政

治資金パーティーの対価の支払を受け、若しくは自己以外の者がするこれらの行為に関

与してはならない。 

   イ 何人も、アの国又は地方公共団体の公務員に対し、アにより当該公務員がしてはなら

ない行為をすることを求めてはならない。 

 (8) 公職選挙法による制限 

        アアアア    国又は国又は国又は国又は地地地地方公方公方公方公共共共共団体と特団体と特団体と特団体と特別別別別の関係がある者の寄附の禁止（公選法の関係がある者の寄附の禁止（公選法の関係がある者の寄附の禁止（公選法の関係がある者の寄附の禁止（公選法111199999999条・条・条・条・222200000000条）条）条）条） 

   (ｱ) 国と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、衆議院議員及び参議院

議員の選挙に関し、寄附をしてはならない。地方公共団体と同様の関係にある者は、

当該地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関し、寄附をしてはならない。 

     (ｲ) 会社その他の法人が融資（試験研究、調査及び災害復旧に係るものを除く。）を受

けている金融機関等に対し、その融資について、国から利子補給金の交付の決定

（利子補給金に係る契約の承諾の決定を含む。）があったときは、交付決定通知を受

けた日から、交付の日から起算して１年を経過した日までの間（交付決定の全部の

取消しがあったときは、当該取消しの通知を受けた日までの間）、当該会社その他の

法人は、衆議院議員及び参議院議員の選挙に関し、寄附をしてはならない。 

         地方公共団体から利子補給金の交付の決定があったときは、上記期間、当該地方公

共団体の議会の議員及び長の選挙に関し、寄附をしてはならない。 

      (ｳ) 何人も、(ｱ)・(ｲ)のように国又は地方公共団体と特別の関係にある者に対し、選挙

に関して寄附を勧誘し又は要求してはならない。 

                イイイイ    候補者等の寄附の禁止（公選法候補者等の寄附の禁止（公選法候補者等の寄附の禁止（公選法候補者等の寄附の禁止（公選法111199999999条の条の条の条の2222）））） 

      (ｱ) 公職の候補者等（公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者（公職にある者

を含む。）以下同じ。）は、当該選挙区内（選挙区がないときは選挙の行われる区域。

以下同じ。）にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をしてはなら

ない。この場合、その寄附が選挙に関すると否とを問わず、また時期のいかんを問わ

ず禁止されているので注意を要する。 

         「当該選挙区内にある者」とは、当該区域内に住所又は居所を有する者だけでなく、

一時的な滞在者も含み、かつ自然人、法人だけでなく人格のない社団も含むと解され

ている。 

     寄附には、花輪、供花、香典又は祝儀として供与され、又は交付されるものその他

これらに類するものを含むものであることに注意を要する。 

      (ｲ) 次に掲げる場合は、例外として禁止されない。 

        ａ  政党その他の政治団体又はその支部に対してする場合。 

            ただし、その政党その他の政治団体又はその支部が、その候補者等の後援団体で

ある場合は、一定期間寄附することが禁止される。 

        ｂ 候補者等の親族（６親等内の血族、配偶者及び３親等内の姻族）に対してする場

合。 

        ｃ 候補者が、専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治

教育のための集会に関し、必要やむを得ない実費の補償としてする場合（食事につ
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いての実費補償は除く。）。ただし、選挙区外で行われるもの及び任期満了前90

日に当たる日（同一の地方公共団体の議会の議員と長の任期満了日が90日以内にあ

る場合に、任期満了による選挙を同時に行う旨の選挙管理委員会の告示がなされた

ときは、任期満了日90日前に当たる日またはその告示のなされた日のいずれか早い

日。任期満了による選挙以外の場合は、選挙管理委員会が当該選挙を行うべき事由

が生じた旨を告示した日及び衆議院の解散の日の翌日。）から選挙の期日までの間に

行われるものは除かれる。 

            また、「必要やむを得ない実費の補償」とは、参加者が集会に参加するために最小

限度必要である旅費、宿泊費等をいうものであり、食事代は含まれず、その金額も

社会通念上やむを得ないと認められる最小限度のものであること。 

      (ｳ) 次のような場合は、罰則をもって禁止される。 

         候補者等が、「結婚披露宴や葬式に自ら出席し、その場においてする祝儀及び香典」

以外の通常の寄附については、罰則の対象となる。 

     例えば、候補者等の配偶者が、葬式に代理出席して候補者等の香典を渡すことは、

罰則の対象となる。また、葬式に花輪を贈ることも罰則の対象となる。（香典は金銭に

限る。） 

     さらに、候補者等は、選挙区内の祭や運動会に、金銭や酒等を寄附することはでき

ないし、名前や写真入りのうちわやカレンダーなどを選挙区内にある者に対して贈る

こともできない。候補者等は自宅に来る支援者に、食事を出してもてなすこともでき

ない。 

                ウウウウ    候補者等に対する寄附の要候補者等に対する寄附の要候補者等に対する寄附の要候補者等に対する寄附の要求求求求の禁止（公選法の禁止（公選法の禁止（公選法の禁止（公選法111199999999条の条の条の条の2222③③③③）））） 

        何人も、候補者等に対して、当該選挙区内にある者に対する寄附を勧誘し又は要求し

てはならない。 

        したがって、祭や運動会等で、議員等に金品の寄附を要求することは、選挙時である

と否とを問わず禁止される。 

                エエエエ    候補者等が関係する会候補者等が関係する会候補者等が関係する会候補者等が関係する会社社社社等の寄附の禁止（公選法等の寄附の禁止（公選法等の寄附の禁止（公選法等の寄附の禁止（公選法111199999999条の条の条の条の3333）））） 

        公職の候補者等がその役職員又は構成員である会社その他の法人又は団体は、当該選

挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、これらの者の氏名を表示

し又はその氏名が類推されるような方法で寄附をしてはならない。 

        ただし、政党その他の政治団体又はその支部に対してする場合は除かれる。 

    この場合も候補者がする寄附と同じく、選挙に関すると否とを問わず、いかなる時期

であっても禁止されることに注意をすること。 

                オオオオ    候補者等の候補者等の候補者等の候補者等の氏名氏名氏名氏名をををを冠冠冠冠した団体の寄附の禁止（公選法した団体の寄附の禁止（公選法した団体の寄附の禁止（公選法した団体の寄附の禁止（公選法111199999999条の条の条の条の4444）））） 

        公職の候補者等の氏名が表示され又はその氏名が類推されるような名称が表示され

ている会社その他の法人又は団体は、当該選挙に関し、当該選挙区内にある者に対し、

いかなる名義をもってするを問わず、寄附をすることが禁止される。これは前記イで述

べた候補者等の寄附の禁止の脱法行為を禁止するものである。「氏名が表示されている会

社その他の法人又は団体」とは、例えば、甲野一郎が公職の候補者等である場合の「㈱

甲野一郎商会」のごときものをいい、「その氏名が類推されるような名称が表示されてい

る会社その他の法人又は団体」というのは、例えば、候補者等に甲野一郎という者がお
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り、その関係団体に「甲一会」という名称の団体があるならば、その団体はこれに当た

ると解されている。 

        ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者等に対して寄

附する場合は除かれる。 

            カカカカ    後援後援後援後援団体に関する寄附等の禁止（公選法団体に関する寄附等の禁止（公選法団体に関する寄附等の禁止（公選法団体に関する寄附等の禁止（公選法111199999999条の条の条の条の5555）））） 

      (ｱ) 後援団体（政党その他の団体又はその支部で特定の公職の候補者等の政治上の主義

若しくは施策を支持し、又はその者の推薦・支持がその政治活動のうち主たるもので

あるものをいう。）は、選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、

寄附をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体・当該候補者等に寄附をする

場合及び後援団体の設立目的により行う行事又は事業に関し、寄附をする場合（花輪、

供花、香典、祝儀その他これらに類するもの及び一定期間内の寄附を除く。）は、こ

の限りでない。   
    ＜後援＜後援＜後援＜後援団体がする寄附の団体がする寄附の団体がする寄附の団体がする寄附の可可可可否＞否＞否＞否＞ 
 

      寄 附 の 種 類  期間外  期間内  

 政治団体・後援する候補者等への寄附    ○    ○ 

 設立目的内の寄附    ○    × 

 設立目的外の寄附    ×    × 

 花輪等の寄附    ×    × 

 

      *期間内とは 

     1  任期満了の選挙にあっては、任期満了の日前90日に当たる日（同一の地方公共

団体議会の議会の議員と長の任期満了日が90日以内にある場合に、任期満了によ

る選挙を同時に行う旨の選挙管理委員会の告示がなされたときは、任期満了日9

0日前に当たる日またはその告示のなされた日のいずれか早い日）から選挙の期

日までの期間｡ 

     2  その他の選挙にあっては、当該選挙管理委員会が選挙事由発生の告示をした日

又は衆議院の解散の日の翌日から選挙の期日までの期間｡ 

         例えば、選挙前の一定期間外において後援団体の見学旅行会で会員に対して通

常用いられる程度の食事を提供することは、設立目的により行う行事又は事業に

関してされるものと認められる限り差し支えない。しかし、選挙前の一定期間内

においては、後援団体が、総会に出席した会員に通常用いられる程度の食事を提

供することも、罰則をもって禁止される。 

   (ｲ) 公職の候補者等は選挙前の一定期間内自分の後援団体に対し寄附をすることが禁

止される。これは公職の候補者等が自分を支持してくれる後援団体に対して寄附をす

ることにより、後援団体の名を借りて選挙人の買収・供応が行われることを規制しよ

うとするもので、寄附の名目いかんを問わず禁止されている。 

     ただし、公職の候補者等が自分の資金管理団体（法19条）に上記の期間中寄附をす

ることは禁止されていない。 
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11111111    政治資金と税金との関係政治資金と税金との関係政治資金と税金との関係政治資金と税金との関係 

    政党をはじめとする政治団体や政治家は、広く国民、企業、労働組合、政治団体等から政

治献金を受け、またみずから機関紙等の発行やパーティー事業等を実施し、これらの収入に

よって各種の政治活動を展開している。ここでは、これらの収入に対する課税関係及び政治

献金に対する税制上の措置について述べる。 

  (1) 政治団体に対する課税関係 

            アアアア    寄附収入に対する課税寄附収入に対する課税寄附収入に対する課税寄附収入に対する課税 

        大多数の政治団体は法人格を有しておらず、法律上人格なき社団として取り扱われて

いる。政治団体が政治献金を受けた場合、すなわち政治団体の寄附収入については、法

人税では、人格なき社団は法人とみなして法人税法を適用することとされているが（法

人税法第３条）、法人税法では、人格なき社団については、収益事業から生じた所得以外

の所得については、法人税を課さないこととされており（法人税法第７条、法人格付与

法第13条第１項）、したがって政治団体の寄附収入については法人税は課税されない。次

に贈与税についてみれば、相続税法では、人格なき社団は個人とみなして相続税法を適

用するとされており（相続税法第66条）、寄附収入については贈与税の対象となるが、相

続税法第21条の３第１項第３号によって、 公益を目的とする事業を行う者が贈与により

取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なものについては

非課税措置がとられており、政治団体が受けた政治活動に関する寄附は、一般的にはこ

れに該当するものとして非課税とされている。 

     以上により、政治団体が受けた政治活動に関する寄附については、原則として非課税

とされている。 

            イイイイ    事業収入に対する課税事業収入に対する課税事業収入に対する課税事業収入に対する課税 

        政治団体が各種の事業を行い、収入を得る場合の課税関係については、法人税法によ

り収益事業による所得にのみ、法人税が課税されることとされている（法人税法第７条、

法人格付与法第13条第１項）。収益事業とは、販売業、製造業その他の政令で定める事業

で、継続して事業場を設けて営まれるものをいうとされており（法人税法第２条第13号)、

政治団体が通常行うパーティー事業は、ここでいう収益事業に該当しないものと解されて

いる。政治団体が通常行っている各種事業のなかで、収益事業に該当する可能性がある

ものとしては、出版業（法人税法施行令第５条第１項第12号）が考えられるが、これに

ついては、「特定の資格を有する者を会員とする法人がその会報その他これに準ずる出

版物を主として会員に配布するために行うもの及び学術、慈善その他公益を目的とする

法人がその目的を達成するため会報をもっぱらその会員に配布するために行うものを

除く」とされており、政党、政治団体が行っている出版事業（機関紙等発行事業）につ

いては、これに該当するものとして課税対象外とされている。 

    したがって、政治団体が行っている各種事業による収入については、原則として非課

税扱いとされている。 

                ウウウウ    政治団体の非課税の考え方政治団体の非課税の考え方政治団体の非課税の考え方政治団体の非課税の考え方 

       政治団体は、その収入のほとんどを寄附収入と事業収入に依存しており、政治団体の

これらの収入については非課税措置が適用されているが、これは、政治団体が政治活動

を行うことを目的として設立され、議会制民主主義の下で政治活動の中心的担い手とし
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て、その得た収入を政治活動に費消することを前提としたものである。したがって、こ

れに反し、その得た収入を政治活動以外のために費消するような場合については、当然

に課税の対象となるし、また、政治団体が得た収入をその構成員で分配するなどした場

合については、その受取者において課税されることとなる。 

 (2) 政治家個人に対する課税関係 

     政治家個人は、政治家として政治活動を行うとともに、また一市民としての生活を送っ

ており、政治家としてのいわば公的側面と一市民としての私的側面の二面性を有している。

そして、その生活の二つの局面にそれぞれ金銭を必要とするが、通常多くの政治家におい

ては、市民としての私的な生活に要する経費、すなわち家計については、歳費、報酬等の

給与所得や事業所得等でまかなわれ、政治活動に要する経費については、政党からの各種

活動費等によって、また政治活動のうち選挙運動に関するものは、政党、資金管理団体等

の政治団体及び個人からの寄附によってまかなわれるが、政治活動に係る収入及び支出に

ついての課税関係は次のとおりである。 

                アアアア    基本的な考え方基本的な考え方基本的な考え方基本的な考え方 

    政治活動に関して受けた政治資金については雑所得となり、他の所得と通算して課税

されるが、政治資金に係る雑所得の計算では、政治資金に係る収入から政治活動に関し

て支出された経費、すなわち政治活動のための費用を控除し、残余がある場合に、それ

が雑所得として課税の対象となる。ただし、雑所得に係る赤字は、他の種類の所得の黒

字と損益通算ができないこととなっているので、政治資金に係る雑所得の計算上赤字

（政治活動に要した費用の方が政治資金として受けた収入より多い場合）が生じても他

の所得からその分を差し引くことはできない。 

    なお、選挙運動に関して受けた収入で、 公選法第189条の規定に基づき県選管又は市

町村選管への報告がなされているものは、非課税扱いとなる（相続税法第21条の３第１

項第６号）。 

                イイイイ    政治資金に係る収入政治資金に係る収入政治資金に係る収入政治資金に係る収入 

        雑所得の収入金額となる政治資金に係る収入としては、政党から受けた組織活動費、

遊説費、調査費等の資金である。 

      （注） 貸付を受けた資金は、ここにいう政治資金に係る収入には含まれないが、貸付

金であるか政治資金に係る収入であるかは、税務署が実質に従って判断する。 

                ウウウウ    政治活動のための費用政治活動のための費用政治活動のための費用政治活動のための費用 

        雑所得の計算上、控除される政治活動のための費用としては、次のようなものがある。 

      (ｱ) 専ら政治活動のために使用した秘書、事務所職員（臨時職員を含む。）の給与、手当

等（秘書の給与で国から支給されるものを除く。） 

      (ｲ) 専ら政治活動のために使用した事務所の賃借料その他事務所の経費（備品費等） 

      (ｳ) 専ら政治活動のために使用した通信費、旅費 

      (ｴ) 国会報告、政見発表などのための費用 

   (ｵ) 専ら政治活動のために支出した委託調査費、図書費、会議費 

   (ｶ) 政党の政治活動の費用をまかなうために経常的に負担する本部費、支部費 

   (ｷ) 政治活動に関する交際費、寄附金（寄附金の控除の対象としたものを除く。） 

   （注） 私的消費に属する交際費や接待費は除かれる。したがって、これらのものを政
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治資金に係る収入から支払った場合であっても、費用として控除できないから、

その部分については政治資金に係る雑所得となり課税対象となる。 

         政治活動のために支出した費用には、当該政治家が議員である場合には、国や地方公

共団体から受ける文書通信交通費及び歳費中の給与所得控除額から支出される部分もあ

るため、政治活動のために支出した費用からこれらのものから支出された部分を控除し

たものが、ここでいう政治活動のための費用として控除される額となる。 

 (3) 法人の政治献金に係る税制上の措置 

      法人が政党及び政治資金団体に対し、その政治活動に関し寄附を行った場合、これは通

常の寄附金として取り扱われ、他の寄附金と合算して寄附金の損金算入限度額の範囲内で

損金算入の対象となる（法人税法第37条）。したがって、法人が行う政治献金については、

税制上、特段の優遇措置はとられていない。 

      法人の寄附金の損金算入限度額は、次の算式による。 

      [資本金等の金額×事業年度の月数/12×2.5/1000＋所得の金額×2.5/100]×1/4 

 (4) 個人の政治献金に係る課税上の優遇措置（法32条の2、租税特別措置法41条の18） 

      政治献金は、個人献金と党費により賄われることが本来の姿であるので、その実現のた

めの誘導措置として、個人献金のうち一定の要件に該当するものを所得税法上の特定寄附

金とみなし、課税上の優遇措置をしようとするものである。 

                アアアア    優遇措置が適用される要件優遇措置が適用される要件優遇措置が適用される要件優遇措置が適用される要件 

    (ｱ) 課税上の優遇措置は個人の政治活動に関する寄附について適用される。 

      (ｲ) 個人が次に掲げる者に対してする寄附が対象となる。 

        ａ 政党、政治資金団体 

        ｂ 政治上の主義・施策の推進・支持・反対を本来の目的とする政治団体で、国会議

員が主宰し又は主要な構成員であるもの（政治団体設立届出時に当該国会議員の氏

名を記載した書面を提出しておくことが必要）。 

        ｃ 国会議員、県議会議員、県知事、北九州市・福岡市の議会議員及び長の職にある

者、それら職の候補者又は候補者となろうとする者の推薦、支持を本来の目的とす

る政治団体（被推薦書（国会議員関係政治団体については該当通知）を提出してお

くことが必要）。 

        ｄ 国会議員、県議会議員、県知事、北九州市・福岡市の議会議員及び長の選挙にお

ける公職の候補者の選挙運動に関する寄附。 
 

    なお、ｃのうち現職でない者に係る後援団体にあっては、立候補した年とその前 

 年中にされた寄附に限られる。また、候補者になろうとする者が何らかの事情で立 

 候補しなかった場合には対象とならない。 

 

     (ｳ) 個人から公職の候補者等又は政治団体に対する寄附の明細の報告が公選法189条の選

挙運動費用収支報告書又は法12条の収支報告書により報告されていなければならな

い。 

      (ｴ) 上記の要件に該当するものであっても規正法の規定に違反するもの及び寄附者に

特別の利益が及ぶと認められたものは対象とならない。どのようなケースがこれに該
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当するかは、個々具体の事例について税務署が判断することとなる。 

          一例として、議員が自己の資金管理団体又は後援会に寄附する場合や議員がお互い

に相手方の資金管理団体又は後援会に寄附をし合う場合は、課税上の優遇措置の適用

がない。 

                イイイイ    優遇措置の内容（優遇措置の内容（優遇措置の内容（優遇措置の内容（詳細はお近くの税務署にお尋ねください。）詳細はお近くの税務署にお尋ねください。）詳細はお近くの税務署にお尋ねください。）詳細はお近くの税務署にお尋ねください。） 

        政党及び政治資金団体に対する寄附（上記(ｲ)ａ)については、所得控除と税額控除の

選択制であり、その他の課税上の優遇措置の適用がある寄附(上記(ｲ)ｂ～ｄ）について

は、所得控除が適用される。 

   (ｱ) 所得控除の計算 

         その年中にした特定寄附金の額の合計額((ｲ)の税額控除の適用を受ける寄附金を

除く。 また、 その人の総所得、退職所得及び山林所得の合計額の40％を限度とする。）

から２千円を差引いた金額が所得から控除される。 

     また、政治活動に関する寄附以外の特定寄附金がある場合には、それを含めた額に

ついて40％の限度額が適用される。 

      (ｲ) 税額控除の計算                                                       

その年中にした政党又は政治資金団体に対する寄附の合計額((ｱ)の所得控除の適

用を受ける特定寄附金がある場合で、税額控除を受けようとする寄附金の額に当該特

定寄附金の額を加算した合計額が、その人の総所得、退職所得及び山林所得の合計額

の40％を超えるときは、当該40％の額から当該特定寄附金の額を控除した残額)から２

千円を差し引いた金額の30％に相当する金額がその年分の所得税の額から控除される。 

         ただし、控除する金額が、その年分の所得税の額の25％を超えるときは、控除する 

金額は所得税の25％が限度となる。 

                ウウウウ    優遇措置（寄附優遇措置（寄附優遇措置（寄附優遇措置（寄附金控除）の手続き金控除）の手続き金控除）の手続き金控除）の手続き 

      (ｱ) 寄附者が寄附金控除を受けるためには、確定申告しなければならない。 

          その際、選管が確認印を押印した「寄附金（税額）控除のための書類（Ｐ90掲載)」

を提出する必要がある。 

        ａ  確定申告と同時に「寄附金（税額）控除のための書類」を提出する場合 

      → 一般的な方法。 

        ｂ いったん確定申告し、後から当該書類を提出する場合 

      → 寄附金控除を受ける旨の確定申告をしておけば、当該書類の提出が後になっ

てもよい。 

    ｃ 税額控除の場合は、税額控除を受ける金額の計算に関する明細書、当該金額の計

算の基礎となる寄附金額その他の事項を証する書類を添付する必要がある。 

    ｄ 現職でない者に係る後援団体に対する寄附のうち、立候補の前年分についての特

例。 

          (a) 更正請求による場合 

       → 要件を充たした時点で当該書類の交付を受け、それを添えて「更正請求」を 

する。「更正請求」のできる期限は確定申告の期限から１年間に限られる。 

          (b) 期限後の確定申告による場合 

       → (ａ)と同様に当該書類の交付を受け、それを添えて確定申告する。期限は
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確定申告の期限から５年間である。 

      (ｲ) 「寄附金（税額）控除のための書類」は、当該書類に記載されている寄附が政治

資金収支報告書に記載されているものであることを、選管が確認したことを示す書

類であるから、政治資金収支報告書の受付前に、当該書類に選管の確認印を押印す

ることはできない。したがって、「寄附金（税額）控除のための書類」を作成し（用

紙はＰ106の様式をコピーして使用すること。）、それに選管の確認印を受けようとす

る場合は、政治資金収支報告書と一緒に提出が必要である。 

     なお、確定申告の期限は３月15日であるから、その期限に間に合うよう収支報告書

及び寄附金（税額）控除のための書類の選管への提出は、なるべく早くすること。 

 

（寄附金控除に係る事務処理の流れ） 
 

 

○ 確定申告（各税務署）

　寄附者に返還

○寄附金（税額）控除のための

　書類に確認印を押印して返還

　

寄

附

金
（

税

額

）

　

控

除

の

た

め

の

書

　

類

の

作

成

○収支報告書を提出

　（寄附金（税額）控除のための

　書類を添付）

○

受

付

・

審

査

○

収

支

報

告

書

　

の

受

理

○

寄

附
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認

個

　

　

人

公
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補
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等

・

政

　

治

　

団

　

体

選

　

　

管

政

治

活
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に

関

す

る

寄
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○

○

寄
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の
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○

収

支

報

告

書

に

寄

　

附

の

内

訳

と

し

て

　

記

載
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12121212    政治活動用文書図画の規制政治活動用文書図画の規制政治活動用文書図画の規制政治活動用文書図画の規制（公選法（公選法（公選法（公選法143143143143条条条条16161616項・項・項・項・17171717項・項・項・項・18181818項・項・項・項・19191919項）項）項）項） 

 

 (1) A公職の候補者等の政治活動のために使用される文書図画で、当該公職の候補者等

  の氏名又は氏名が類推されるような事項を表示するもの、B後援団体の政治活動のために使

  用される文書図画で当該後援団体の名称を表示するものは、原則として掲示を禁止される。 

    ただし、以下の①～④は掲示することができる。 

   ① 立札及び看板の類で、公職の候補者等又は後援団体の政治活動用事務所に掲示するも

の（規格150㎝×40㎝以内、ただし、この規格には、下の足の部分等も含まれる。） 

    ア 掲示枚数の制限及び証票交付申請の方法 

       (ｱ) 公職の候補者等１人につき又は同一の公職の候補者等に係るすべての後援団体

     を通じて、次の表に掲げる枚数を掲示することができる。 

      また、１事務所当り２枚まで掲示することができ、１枚の立札・看板の類の両 

     面を使用したものは２枚と数える。 

      (ｲ) 立札・看板の類には、当該選挙を管理する選管が交付する証票を貼付して掲示 

     することとなるが、次表の区分に応じて当該選管に備え付けてある証票交付申請 

     書により交付申請すること。 

       (ｳ) 後援団体が証票を交付申請するときは、当該後援団体に係る公職の候補者等の 

     同意書を添付しなければならない。この場合、公職の候補者等は当該公職の候補  

         者等に係るすべての後援団体を通じて、次表の立札・看板の類の制限枚数を超え  

         ないよう注意しなければならない。 
     イ その他 
       (ｱ) 自動車等に取り付けて掲示することはできない。 
       (ｲ) 中に電灯を入れたあんどん形式のものは、立札・看板の類とは認められない。 
       (ｳ) 本条の立札・看板の類は、選挙期間前に掲示したものであれば、選挙期間中も 
     掲示しておくことができる。 
 

 
選 挙 の 種 類 証 票 の 枚 数 証票交付申請先  

公職の候補者等 後 援 団 体 

衆議院議員（比例代表） 

 46枚(ただし、1 

 の衆院小選挙区 

 内には10枚) 

 69枚(ただし、1 

 の衆院小選挙区 

 内には15枚) 
中央選挙管理会 

参議院議員（比例代表） 
 100枚(ただし、 

 県内には20枚) 

 150枚(ただし、 

 県内には30枚) 

 衆議院議員（小選挙区） 10枚 15枚 

県 選 管 
 参議院議員（選挙区） 20枚 30枚 

 県知事 20枚 30枚 

 県議会議員 6枚 6枚 

 指定都市市長 10枚 10枚 

当 該 市 選 管  指定都市市議会議員 6枚 6枚 

 市長・市議会議員 6枚 6枚 

 町村長・町村議会議員 4枚 4枚 当該町村選管 

  ② ポスター（ベニア板・段ボール等で裏打ちされていないもの） 
     当該ポスターについては、その表面に掲示責任者及び印刷者の氏名（法人にあって  
     は名称）及び住所を記載しなければ、掲示することができない。 
        ただし、掲示することが許されるポスターであっても、選挙前一定期間は掲示が禁 
   止される。 
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     禁止される選挙前一定期間とは、次のとおりである。 
 

 
公 職 の 種 類 選 挙 の 事 由 禁 止 さ れ る 期 間 

 

衆 議 院 議 員 

任期満了による総選挙 
任期満了の日の６月前の日から 

選挙の期日までの間 

解散による総選挙 
解散の日の翌日から 

選挙の期日までの間 

再選挙・補欠選挙 

①再選挙（参議院議員通常選挙の期

日等に行う場合を除く）又は補欠選

挙（参議院議員通常選挙の期日等に

行う場合）について、当該選挙を行

うべき事由が生じた旨を選管が告示

した日の翌日から選挙の期日までの

間         

②統一対象再選挙又は補欠選挙 

（参議院議員通常選挙の期日等  

に行う場合を除く。）について、当

該選挙を行うべき事由が生じた旨を

選管が告示した日の翌日又は当該選

挙を行うべき期日の６月前の日のい

ずれか遅い日から選挙の期日までの

間      

参 議 院 議 員 
任期満了による通常選挙 

任期満了の日の６月前の日から選挙

の期日までの間 

再選挙・補欠選挙 衆議院議員の場合と同様 

地方公共団体の 

議会の議員 

任期満了による一般選挙 
任期満了の日の６月前の日から選挙

の期日までの間 

再選挙・補欠選挙 

当該選挙を行うべき事由が生じた旨

を選管が告示した日の翌日から選挙

の期日までの間 

地方公共団体の 

長 

任期満了による選挙 
任期満了の日の６月前の日から選挙

の期日までの間 

退職又は死亡による選挙 

・再選挙 

当該選挙を行うべき事由が生じた旨

を選管が告示した日の翌日から選挙

の期日までの間 

 
        また、公職の候補者等又は後援団体の政治活動のために使用する事務所若しくは連  

     絡所を表示し、又は後援団体の構成員であることを表示するためのポスターは掲示で  

     きない。 

   ③  政治活動のための演説会等の開催中その会場において使用されるもの。 

  ④  選挙運動期間中、確認団体（政党等）に特に掲示を認められたもの（公選法14章の 

    3関係）。 

 (2) 本条の規定に違反する文書図画を掲示した場合には、県選管又は市町村選管は警察署 

  長に通報の上、撤去命令をすることができる（公選法147条）。 
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13131313    諸届様式記載例諸届様式記載例諸届様式記載例諸届様式記載例 

 

  各種の諸届、収支報告書等の記載にあたっては、この記載例を参考に、

記入の漏れ、誤りがないようにしてください。 

 

   ○設立届 

   ○規約 

   ○被推薦書 

   ○国会議員関係政治団体に該当する旨の通知 

   ○届出事項の異動届 

   ○政治団体解散届 

   ○資金管理団体指定届 

   ○資金管理団体届出事項の異動届 

   ○資金管理団体指定取消届 

   ○会計帳簿記載例 

   ○会計帳簿記載要領 

   ○収支報告書記載例 

   ○寄附金（税額）控除のための書類 
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選管使用欄 
 

 県          長  現   資有 
 ・         ・  ・   ・   非後援  □入力 
 総         議  候   資無 

  
団体ｺｰﾄﾞ 

(備考３) 0 0 0 0      0 

 

政 治 団 体 設 立 届 
 

（届出年月日）平成 ○○○○○○○○    年     １１１１ 月     ５５５５ 日 
 総  務  大  臣 

   殿 
 福岡県選挙管理委員会 

                              政治団体の名称 甲野甲野甲野甲野いちろういちろういちろういちろう後援会後援会後援会後援会        
 

                              事務所の所在地 ○○○○○○○○市市市市○○○○○○○○１１１１丁目丁目丁目丁目７７７７番番番番 11111111 号号号号    ○○○○○○○○方方方方     
 

                              代表者の氏名 甲野甲野甲野甲野    一郎一郎一郎一郎             , 
 

 政治資金規正法第６条第１項の規定により、下記のとおり届け出ます。 
 

記 

団体名称 

（    ふ   り   が   な    ） 政治団体の区分 

□政党の支部 

�その他の政治団体   

□その他の政治団体の支部 

□（           ） こうのいちろうこうえんかいこうのいちろうこうえんかいこうのいちろうこうえんかいこうのいちろうこうえんかい    

 

甲野甲野甲野甲野いちろういちろういちろういちろう後援会後援会後援会後援会    

国会議員関係政治団体の区分 

□政治資金規正法第 19 条の７第１項 

第１号に係る国会議員関係政治団体 

□政治資金規正法第 19 条の７第１項 

第２号に係る国会議員関係政治団体 

目  的 別紙のとおり 組織年月日 平成 ○○○○○○○○    年 １１１１    月 ４４４４    日 

主たる事務

所の所在地 

〒   ８３９８３９８３９８３９      －  ０８６１０８６１０８６１０８６１ 

 福岡県 ○○○○○○○○市市市市○○○○○○○○１１１１丁目丁目丁目丁目７７７７番番番番 11111111 号号号号    ○○○○○○○○方方方方 
電   話    ○○○○○○○○○○○○   －   ○○○○○○○○○○○○○○○○  －  ○○○○○○○○○○○○○○○○ 

主たる活動 

区   域 
 ○○○○○○○○市市市市    

 
（ふりがな） 
氏    名 

住       所 生年月日 選任年月日 

代 表 者 

（ こうのこうのこうのこうの    いちろういちろういちろういちろう ）  〒  839 839 839 839  － 0843084308430843 □大 �昭 □平 平成 

甲野甲野甲野甲野    一郎一郎一郎一郎    
    ○○○○○○○○市市市市○○○○○○○○２２２２丁目丁目丁目丁目 13131313 番番番番４４４４号号号号    

△△△△△△△△マンションマンションマンションマンション 101101101101 号室号室号室号室    

        

３０３０３０３０ 年 

    

○○○○○○○○ 年 

 電話 ○○○○○○○○○○○○ － ○○○○○○○○○○○○ － ○○○○○○○○○○○○○○○○ ２２２２ 月 ４４４４ 日 １１１１ 月 ４４４４ 日 

会  計 

責 任 者 

（ おつおつおつおつのののの    じじじじろうろうろうろう     ） 〒  819819819819     － 1301130113011301 □大 �昭 □平 平成 

乙野乙野乙野乙野    二郎二郎二郎二郎    
 ○○○○○○○○郡郡郡郡△△△△△△△△町大字町大字町大字町大字□□□□□□□□567567567567 番地番地番地番地         

３０３０３０３０ 年 

        

○○○○○○○○ 年 

 電話 ○○○○○○○○○○○○○○○○ － ○○○○○○○○ － ○○○○○○○○○○○○○○○○ ３３３３    月    ５５５５ 日 １１１１ 月 ４４４４ 日 

会計責任者 

の職務代行

者  

（ へいへいへいへいのののの    さぶさぶさぶさぶろうろうろうろう ）  〒  819 819 819 819  － 0015001500150015 □大 □昭 �平 平成 

丙野丙野丙野丙野    三郎三郎三郎三郎    
 ○○○○○○○○市市市市△△△△△△△△区区区区○○○○○○○○２２２２丁目丁目丁目丁目７７７７番地番地番地番地 23232323 号号号号         

元元元元 年 

        

○○○○○○○○ 年 

 電話 ○○○○○○○○○○○○ － ○○○○○○○○○○○○ － ○○○○○○○○○○○○○○○○ ５５５５ 月 ６６６６ 日 １１１１ 月 ４４４４ 日 

支部の有無   □有     �無  課税上の優遇措置の適用関係の有無    □有       �無 

政治資金規正法第 19 条の７第１項 

第１号に係る国会議員関係政治団体 

代表者である公職の候補者に係る公職の種類 

 

政治資金規正法第 19 条の７第１項 

第２号に係る国会議員関係政治団体 

（ふりがな） 

公職の候補者の氏名 
公職の候補者に係る公職の種類 

（              ）  

 
 

甲甲甲甲

野野野野    

※規約の実施年月日と一致すること 
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規    約 
 

第１条（名称・所在地） 

  本会は、 甲野甲野甲野甲野いちろういちろういちろういちろう後援会後援会後援会後援会        と称し、主たる事務所を  ○○○○○○○○市市市市  におく。 

 

第２条（目的） 

  本会は、  甲甲甲甲    野野野野    一一一一    郎郎郎郎  氏を後援することにより ○○○○○○○○市政市政市政市政    の発展と住民福祉の

向上を図り、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。 

 

第３条（事業） 

  本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

   １ 講演会、座談会等の開催 

   ２ 会報等の発刊及び配布 

   ３ 関係諸団体との連携 

   ４ その他本会の目的達成のため必要な事業 

 

第４条（会員） 

  本会は、第２条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。 

 

第５条（役員） 

  本会に次の役員をおく。 

   会   長   １名 

   副 会 長    名 

   幹   事    名 

   会計責任者   １名 

   監   事    名 

 

第６条（役員の選出及び任期） 

  １ 役員は総会において選出する。 

  ２ 役員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。 

 

第７条（会議） 

  １ 会長は毎年１回の通常総会その他必要に応じ臨時総会を招集する。 

  ２ 会長は、必要に応じ役員会を招集する。 

 

第８条（経費） 

  本会の経費は、会費（年額 ２２２２,,,,００００００００００００    円）、寄附金その他の収入をもって充当する。 

 

第９条（会計年度及び会計監査） 

  １ 本会の会計年度は、毎年１月１日より１２月３１日までとする。 

  ２ 会計責任者は、本会の経理につき年１回監事による監査を受け、その監査意見書を付し

て総会に報告する。 

 

第 10 条（規約の改廃） 

  本規約の改廃は、総会において決定する。 

 

第 11 条（補則） 

  本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。 

 

附  則 

  本規約は、平成 ○○○○○○○○ 年  １１１１ 月  ４４４４ 日より実施する。 

※注 

規約の様式は必ずしもこれによる必要は

ないが、次の事項は必ず定めておくこと。 

①団体の名称及び所在地 

②目的（後援会の場合は被後援者の氏名

を明記すること。非後援団体の場合は、

政治目的であることがはっきり分かる

内容であること。） 

③会計年度 

④規約の実施年月日 

この日付が、設立届の「組織年月日」

欄等の日付になる。 
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被 推 薦 書 
 

 

平成○○○○○○○○年    １１１１月    ５５５５日 

 

政治団体の名称  福岡福岡福岡福岡たろうたろうたろうたろう後援会後援会後援会後援会     

 

代表者の氏名  乙野乙野乙野乙野        二郎二郎二郎二郎     殿 

 

 

公職の種類  福岡市議会議員福岡市議会議員福岡市議会議員福岡市議会議員 ( 現職 ・ 候補者等 )  

氏   名  福岡福岡福岡福岡    太郎太郎太郎太郎           ○印   

住   所  福岡市福岡市福岡市福岡市○○○○○○○○区区区区○○○○○○○○１１１１丁目丁目丁目丁目○○○○番番番番○○○○号号号号   

 

私は、平成○○○○○○○○年    １１１１月    ４４４４日から貴団体の推薦（支持）を受けています。 

 

 

（備 考） 

 １ この様式は都道府県知事、都道府県議会議員、指定都市の議会の議員若しくは指

定都市の市長の職にある者又はその候補者となろうとする者（候補者を含む。）を

推薦し、支持することを本来の目的とする政治団体が課税上の優遇措置を受けよう

とする場合に、当該推薦され、支持される者が、その政治団体により推薦され、支

持されることを承諾する旨の書面である。 

なお、候補者又は候補者となろうとする者を推薦し、又は支持することを本来の

目的とする政治団体の課税上の優遇措置の適用については、その者（被推薦者）が

立候補の届出をした日の属する年及びその前年中にされた寄附に限られること。 

 

２  「公職の種類」は、都道府県の議会の議員若しくは知事又は政令指定都市の議会

の議員若しくは政令指定都市の市長の区分により記載し、その職にある者にあって

は「現職」に、その職の候補者及び候補者となろうとする者にあっては「候補者等」

に○を付すこと。 

   

３  「氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず本人が自署すること。 

  

４  被推薦者が多数の場合には、別紙として添付すること。 

 

５ 公職の種類に異動があった場合には、「公職の種類」を記載する箇所の下の余白

に異動年月日を記載すること。 

※注 

知事、県議、指定都市の議会

議員、指定都市の市長の候補

者等の後援団体は、この書類

を設立届（又は異動届）に添

付すること。 

なお、この書類の添付がない

場合は、課税上の優遇措置の

適用が「無」の団体となる。 
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国会議員関係政治団体に該当する旨の通知 
 

 

平成○○○○○○○○年    １１１１月    ５５５５日 

 

政治団体の名称  政治太郎政治太郎政治太郎政治太郎後援会後援会後援会後援会      

 

代表者の氏名  丙野丙野丙野丙野    三三三三郎郎郎郎      殿 

 

 

公職の種類  衆議院議員衆議院議員衆議院議員衆議院議員    ( 現職 ・ 候補者等 )  

 

氏   名  政治政治政治政治    太郎太郎太郎太郎           ○印   

 

住   所  福岡市福岡市福岡市福岡市○○○○○○○○区区区区○○○○○○○○３３３３丁目丁目丁目丁目○○○○番番番番○○○○号号号号  

 

 

貴団体は、私を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体として、

政治資金規正法第 19条の７第１項第２号に係る国会議員関係政治団体に

平成○○○○○○○○年 １１１１月    ４４４４日から該当するため同法第６条第１項又は第７条第１項の規定

による届出をする必要があるので、同法第19条の８第１項の規定により通知します。 

 

 

（備 考） 

 １ この様式は衆議院議員又は参議院議員の職にある者又はその候補者となろうと

する者（候補者を含む。）を推薦し、支持することを本来の目的とする政治団体に

対して、当該推薦され、支持される者が、国会議員関係政治団体に該当する旨を通

知する書面である。 

なお、現職でない者（候補者又は候補者となろうとする者）を推薦し、又は支持

することを本来の目的とする政治団体に対する寄付金の課税上の優遇措置の適用

については、その者（被推薦者）が立候補の届出をした日の属する年及びその前年

中にされた寄附に限られること。 
 

２  「公職の種類」は、衆議院議員又は参議院議員の区分により記載し、その職にあ

る者にあっては「現職」に、その職の候補者及び候補者となろうとする者にあって

は「候補者等」に○を付すこと。 
   

３  「氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず本人が自署すること。  
  

４  国会議員関係政治団体に該当することとなった年月日には、衆議院議員若しくは

参議院議員に係る公職の候補者となった日又は政治団体から本来の目的として推薦

し、若しくは支持されることとなった日のいずれか遅い日を記載すること。 
 

５ 公職の種類に異動があった場合には、「公職の種類」を記載する箇所の下の余白

に異動年月日を記載すること。 

※注 

国会議員の候補者等の後援

団体は、この書類を設立届

（又は異動届）に添付し、国

会議員関係政治団体（２号）

である旨届出をすること。 

なお、届出がない場合は、課

税上の優遇措置の適用が

「無」の団体となる。 
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選管使用欄 
 

 県          長  現   資有 
 ・         ・  ・   ・   非後援  □入力 
 総         議  候   資無 

  団体ｺｰﾄﾞ 

(備考３) 0 0 0 0      0 
 

届 出 事 項 の 異 動 届 
（届出年月日）平成 ○○○○○○○○ 年     ４４４４ 月     ３３３３ 日 

 総  務  大  臣 
殿 

  福岡県選挙管理委員会      政治団体の名称  九州甲野会九州甲野会九州甲野会九州甲野会                

                            事務所の所在地  大牟田市大牟田市大牟田市大牟田市△△△△△△△△町町町町４４４４番地番地番地番地          

                            代表者の氏名  大牟田大牟田大牟田大牟田    四郎四郎四郎四郎              , 
                                    ※異動後の内容で記入し届け出ること 
 届出事項に異動があったので、政治資金規正法第７条の規定により、下記のとおり届け出ます。 

記 

異動事項 異    動    内    容 異動年月日 

団体名称 

（＊） 

新 

（ふりがな                                   ） 平成 

 

 
年 

旧  月  日 

主 た る 

事務所の 

所 在 地 

（＊） 

新 

  〒   ８１８８１８８１８８１８ － ０１３７０１３７０１３７０１３７ 平成 

福岡県  大牟田市大牟田市大牟田市大牟田市△△△△△△△△町町町町４４４４番地番地番地番地 
○○○○○○○○年 

 電  話    ０９４４０９４４０９４４０９４４  －  ２３２３２３２３ － ４５６８４５６８４５６８４５６８ 

旧  福岡県こ福岡市博多区福岡市博多区福岡市博多区福岡市博多区○○○○○○○○７７７７丁目丁目丁目丁目７７７７番番番番７７７７号号号号 ３３３３月２９２９２９２９日 

  氏    名 住         所 新の生年月日 異動年月日 

代 表 者

（＊） 

新 

( おおむたおおむたおおむたおおむた    しろうしろうしろうしろう )  〒 ８１８８１８８１８８１８－－－－０１１５０１１５０１１５０１１５ □大 �昭 □平 平成 

大牟田大牟田大牟田大牟田    四郎四郎四郎四郎    ﾀ大牟田市大牟田市大牟田市大牟田市□□□□□□□□町町町町５５５５番地番地番地番地 ３３３３１１１１年 ○○○○○○○○年 

 電話 ０９４４０９４４０９４４０９４４    －－－－    ９９９９９９９９        －－－－    ９９９９９９９９９９９９９９９９ 

旧 ﾀ福岡福岡福岡福岡    一夫一夫一夫一夫  福岡市中央区福岡市中央区福岡市中央区福岡市中央区○○○○○○○○１１１１丁目丁目丁目丁目１１１１番番番番１１１１号号号号    ２２２２月    ３３３３日 ３３３３月２９２９２９２９日 

会  計 

責 任 者 

新 

(             )  〒 □大 □昭 □平 平成 

          年 年 

 電話    －      － 

旧   月  日 月  日 

会 計 責

任 者 の

職 務 代

行  者 

新 

(             )  〒 □大 □昭 □平 平成 

         年 年 

 電話    －      － 

旧   月  日 月  日 

そ の 他 
�規約（規約の異動は新しい規約を添付すること。なお名称の変更は規約の添付が必要。） 
□課税上の優遇措置（□無から有へ □有から無へ） 
□その他（                                                          ） 

平成○○○○○○○○年 
 

３３３３月２９２９２９２９日 

国会議員

関係政治

団 体 の

区  分 

新 

□法第19条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体(１号) 

  ・代表者である公職の候補者に係る公職の種類（新）[                    ] 

□法第19条の７第１項第２号に係る国会議員関係政治団体(２号) 
         （ふ り が な） 

 ・公職の候補者の氏名（新）[                               ]  

・公職の候補者に係る公職の種類（新）[                          ] 

□国会議員関係政治団体以外の政治団体 

平成 

 
年 

 

月  日 
旧 

□法第 19 条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体(１号) 

・代表者である公職の候補者に係る公職の種類（旧）[                    ] 

□法第 19 条の７第１項第２号に係る国会議員関係政治団体(２号) 

 ・公職の候補者の氏名（旧）[                               ]  

・公職の候補者に係る公職の種類（旧）[                          ] 

□国会議員関係政治団体以外の政治団体 

※ 異動のあった事項の新・旧のみ記入し、異動のない事項の欄については記入しないこと。 
※ 資金管理団体で（＊）欄に異動がある場合は、必ず資金管理団体に関する異動等の届出も提出すること。 

団体名称や、事務所所在地の異

動では、規約の変更が伴うので

注意のこと。 

異動のあった事項の「新」「旧」

のみ記入すること。 

異動がない事項は記載不要。 

資金管理団体の指定を受けている団体で、団体名称、

事務所所在地、代表者が異動する場合は、資金管理団

体の異動届（取消届）も併せて提出すること。 

後援している公職の候補者の公職

の種類が変更になった場合、課税

上の優遇措置が「無」になる場合

があるので注意すること。 

（例） 

・県議から市長・市議になる場合 

・国会議員関係政治団体（２号）

でなくなる場合 
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選管使用欄 
 

 県   資有 
 ・   ・  □入力 
 総   資無 

  
団体ｺｰﾄﾞ 

(備考３) 0 0 0 0      0 

 

政 治 団 体 解 散 届 
 

 

（届出年月日）平成 ○○○○○○○○ 年 １１１１２２２２ 月     ７７７７ 日 

 
 総  務  大  臣 

   殿 
 福岡県選挙管理委員会 

 

                            政治団体の名称  丁川五郎後援会丁川五郎後援会丁川五郎後援会丁川五郎後援会         
 

                            事務所の所在地  福岡市早良区福岡市早良区福岡市早良区福岡市早良区○○○○○○○○５５５５丁目丁目丁目丁目５５５５番番番番５５５５号号号号   
 

                            代 表 者 の 氏 名  丁川丁川丁川丁川    五郎五郎五郎五郎            , 
 

                            会計責任者の氏名  乙木乙木乙木乙木    六郎六郎六郎六郎            , 

 

 

 平成 ○○○○○○○○年 １２１２１２１２月  ４４４４日に解散をしたので、政治資金規正法第17条第１項の規定 

 

により届け出ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（備 考） 

 １ この届出は、法第17条第１項の規定により、解散した日又は政治団体でなくなった日から30日

以内（国会議員関係政治団体であった場合にあっては60日以内）に提出しなければならないこと。 
 

  ２  「代表者の氏名」欄及び「会計責任者の氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず代表

者本人及び会計責任者本人が自署すること。 
 

 ３ 目的の変更その他により政治団体でなくなった旨の届出及び法第18条の２第１項の規定による

政治団体が法第６条第１項の規定により届け出た政治資金パーティーの開催を中止した旨の届出

は、この様式に準じて行うこと。 
 

 ４ この届出の提出の際には、同時に、法第17条第１項に規定する収入及び支出に関する事項を記

載した報告書(解散日までの収支報告書)を提出すること。 

※解散日までの収支報告書を併せて提出すること。 

※資金管理団体の指定を受けている団体が解散する場合は、解散届に併せて、

「資金管理団体指定取消届」を提出すること。 
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選管使用欄 
 

 県 

 ・  □入力 
 総 

  
団体ｺｰﾄﾞ 

(備考３) 0 0 0 0      0 

 

資 金 管 理 団 体

 

指 定 届 
 

（届出年月日）平成 ○○○○○○○○ 年     １１１１ 月     ５５５５ 日 

 
 総  務  大  臣 

   殿 
 福岡県選挙管理委員会 

 

氏 名  福岡福岡福岡福岡    一郎一郎一郎一郎           ,  

 

住 所   福岡市博多区福岡市博多区福岡市博多区福岡市博多区○○○○○○○○２２２２丁目丁目丁目丁目２２２２番番番番２２２２号号号号   

 

 資金管理団体として下記の政治団体を指定したので、政治資金規正法第19条第２項の規

定により届け出ます。 

記 

公職の種類(選挙区) ﾀﾞ福岡県議会議員福岡県議会議員福岡県議会議員福岡県議会議員（（（（○○○○○○○○市選挙区市選挙区市選挙区市選挙区）））） 
□現職  �候補者（候補者となろうとする者）  □（           ） 

（ふ り が な） 

政 治 団 体 の 名 称 

（ ふくいちかいふくいちかいふくいちかいふくいちかい                       ） 

ﾀﾞ福福福福一会一会一会一会 

主たる事務所の所在地  福岡県 福岡市中央区福岡市中央区福岡市中央区福岡市中央区○○○○○○○○８８８８丁目丁目丁目丁目８８８８番番番番８８８８号号号号 

代 表 者 の 氏 名 ﾀﾞ福岡福岡福岡福岡    一郎一郎一郎一郎 

指 定 年 月 日  平成 ○○○○○○○○年  １１１１月  ５５５５日 

  

 

宣  誓  書 
 

 この資金管理団体指定届に記載した事項は、真正であることを誓います。 
 

                   平成 ○○○○○○○○年  １１１１月  ５５５５日 

 

氏 名  福岡福岡福岡福岡    一郎一郎一郎一郎        ,  

（備 考） 

１ この届出は、法第19条第２項の規定により、指定の日から７日以内に提出しなければならないこ

と。 

２ 「氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず本人が自署すること。 

３ 「公職の種類」欄は、選挙区において選挙することとされている場合には、当該選挙区名を付す

こと。 

４  該当する□に�を記入すること。 

５ 資金管理団体として指定するに当たっては、政治資金規正法第19条の２の２の規定により、資金

管理団体は、不動産（土地若しくは建物の所有権又は建物の所有を目的とする地上権若しくは賃借

権をいう。）を取得し、又は保有してはならないこととされていることに留意すること。 

公職の候補者等（＝資金管理

団体の代表者）の氏名 

設立届等で届出している代表者（＝公職の候補者

等）の自宅の住所（事務所の所在地ではない） 
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選管使用欄 
 

 県 

 ・  □入力 
 総 

  
団体ｺｰﾄﾞ 

(備考３) 0 0 0 0      0 

 

資金管理団体届出事項の異動届 
 

（届出年月日）平成 ○○○○○○○○ 年     ４４４４ 月     ３３３３ 日 
 総  務  大  臣 

   殿 
 福岡県選挙管理委員会 

氏 名  福岡福岡福岡福岡    一郎一郎一郎一郎           ,  

 

住 所   福岡市博多区福岡市博多区福岡市博多区福岡市博多区○○○○○○○○２２２２丁目丁目丁目丁目２２２２番番番番２２２２号号号号   
 

  届出事項に異動があったので、政治資金規正法第19条第３項の規定により、下記のとお

り届け出ます。 

記 
 

資金管理団体の名称 ﾀﾞ福一会福一会福一会福一会 
 

異 動 事 項 異    動    内    容 異動年月日 

公職の種類 

 

（選挙区） 

新  
  □現職 □候補者（候補者となろうとする者） □（       ） 

平成 

  年 

 

   月  日 旧  
  □現職 □候補者（候補者となろうとする者） □（       ） 

 資金管理団体 

 

 の  名  称 

新 
 

 
平成 

  年 

 

   月  日 旧 
 

 

 主たる事務所 

 

 の 所 在 地 

新  福岡県 糟屋郡粕屋町糟屋郡粕屋町糟屋郡粕屋町糟屋郡粕屋町○○○○○○○○３３３３番番番番４４４４号号号号 
平成 

○○○○○○○○年 

 

３３３３月２９２９２９２９日 旧  福岡県 福岡市中央区福岡市中央区福岡市中央区福岡市中央区○○○○○○○○８８８８丁目丁目丁目丁目８８８８番番番番８８８８号号号号 

代表者の氏名 

新 
 

 
平成 

  年 

 

   月  日 旧 
 

 
    

 

宣  誓  書 
 

 この資金管理団体届出事項の異動届に記載した事項は、真正であることを誓います。 
 

                   平成 ○○○○○○○○年  ４４４４月  ２２２２日 

 

氏 名  福岡福岡福岡福岡    一郎一郎一郎一郎        ,  

 

（備 考） 
１ この届出は、法第19条第３項の規定により、異動の日から７日以内に提出しなければならないこ

と。 
２  異動のあった事項の新・旧のみ記入し、異動のない事項の欄については記入しないこと。 
３ 「氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず本人が自署すること。 
４  該当する□に�を記入すること。 

公職の候補者等（＝資金管

理団体の代表者）の氏名 

設立届等で届出している代表者（＝公職の候補者

等）の自宅の住所（事務所の所在地ではない） 

記入漏れが多いので注意 

異動のあった事項の「新」「旧」

のみ記入すること。 

異動がない事項は記載不要。 
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選管使用欄 
 

 県 

 ・  □入力 
 総 

  
団体ｺｰﾄﾞ 

(備考３) 0 0 0 0      0 

 

資金管理団体  指定取消届 
 

 

（届出年月日）平成 ○○○○○○○○ 年     ６６６６ 月     ８８８８ 日 

 
 総  務  大  臣 

   殿 
 福岡県選挙管理委員会 

 

氏 名  丁川丁川丁川丁川    五五五五郎郎郎郎           ,  

 

住 所   福岡市福岡市福岡市福岡市早良区早良区早良区早良区○○○○○○○○４４４４丁目丁目丁目丁目４４４４番番番番４４４４号号号号   

 

 下記の政治団体にかかる資金管理団体の指定を取り消したので、政治資金規正法第19条

第３項の規定により届け出ます。 

 

記 

公 職 の 種 類 
 

福岡県議会議員福岡県議会議員福岡県議会議員福岡県議会議員（（（（△△△△△△△△郡選挙区郡選挙区郡選挙区郡選挙区））））    （（（（候補者候補者候補者候補者）））） 

資金管理団体の名称 
 

丁川五郎後援会丁川五郎後援会丁川五郎後援会丁川五郎後援会 

主たる事務所の所在地  福岡県 福岡市早良区福岡市早良区福岡市早良区福岡市早良区○○○○○○○○５５５５丁目丁目丁目丁目５５５５番番番番５５５５号号号号 

代 表 者 の 氏 名 
 

丁川五郎丁川五郎丁川五郎丁川五郎 

取 消 年 月 日  平成 ○○○○○○○○年  ６６６６月  ４４４４日 

  

 

宣  誓  書 

 

 この資金管理団体指定取消届に記載した事項は、真正であることを誓います。 

 

                   平成 ○○○○○○○○年  ６６６６月  ６６６６日 

 

氏 名  丁川丁川丁川丁川    五五五五郎郎郎郎        ,  

 

 

 

 

 

 
（備 考） 

 １ この届出は、法第19条第３項の規定により、取消の日から７日以内に提出しなければならないこ

と。 

 ２ 「氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず本人が自署すること。 

公職の候補者等（＝資金管

理団体の代表者）の氏名 

設立届等で届出している代表者（＝公職の候補者

等）の自宅の住所（事務所の所在地ではない） 

-49-



 

 会計帳簿記載会計帳簿記載会計帳簿記載会計帳簿記載例例例例  
 

 １ 収入簿 
 

    項             目    摘   要   金  額   年 月 日       備      考 

 1  個人の負担する党費又 

   は会費 

 

   甲木 一郎 

   乙木 次郎 

   丙木 三郎 

       ・ 

       ・      

   小計（50名） 

 

     10,000 

     10,000 

     10,000 

     ・ 

     ・     

    500,000 

 

 H○○. 4. 1 

     〃 

     〃 

     ・ 

     ・ 

 

 2の1 寄附（政党匿名寄 

   附を除く。） 

   (1) 個 人 か ら の 寄 附 

 

 

 *甲野 一郎 

   甲野 一郎 

 *甲野 一郎 

   乙野 三郎 

   乙川 次郎 

   丙山 三郎 

   乙野 三郎 

    小  計 

 

 

    700,000 

  1,500,000 

  1,400,000 

    20,000 

     70,000 

  1,240,000 

     40,000 

  4,970,000 

 

 

 H○○. 1.10 

 H○○. 2. 5 

 H○○. 6.25 

 H○○. 7. 1 

 H○○. 8. 9 

 H○○. 9.27 

 H○○.10. 2 

 

 

 福岡市中央区○○2丁目１３番4号(県議会議員) 

          〃 

          〃 

 ○○郡××町大字××100番地(自営業) 

 ○○市××町1丁目3番5号(無職) 

 ××市○○町2丁目○番○号(医師) 

 ○○郡××町大字××100番地(自営業) 

   (2) 法人その他の団体か 

    らの寄附 

   （※ 政党支部のみ） 

    

   (3) 政治団体からの寄附  Ｇ政治連盟 

 ○○党福岡県本部 

 Ｈ政治連盟 

       ・ 

       ・      

    小  計 

  1,100,000 

    150,000 

  3,000,000 

     ・ 

     ・     

  4,380,000 

 H○○. 6. 1 

 H○○.10.30 

 H○○.11.10 

     ・ 

     ・ 

 福岡市○○区○○2丁目○番○号(甲村太郎) 

 福岡市××区××1丁目○番○号(乙川二郎) 

 北九州市××区○○町2丁目○番○号(丙川三郎) 

          ・ 

          ・ 

   寄附のうち寄附のあつ 

   せんによるもの 
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    項             目    摘   要   金  額   年 月 日       備      考 

   (1) 個 人 に よ る も の 

 

 

   (2) 法人その他の団体に 

    よるもの 

 

 

   (3) 政治団体によるもの 

 

 

 2の2 政 党 匿 名 寄 附 

    

 3   機関紙誌の発行その他 

   の事業による収入 

   (1) 機関紙誌の発行事業 

 

 

 甲機関紙    

    小  計 

 

 

   720,000 

    720,000 

 

 

 H○○. 9.25 

 

   (2) 政治資金パーティー 

     開催事業 

 ○○君を励ます集い 

 △△ﾊﾟｰﾃｨｰ     

    小  計 

  2,160,000 

 12,660,000 

 14,820,000 

 H○○. 6. 1 

 H○○.12. 1 

 福岡市博多区○○町1丁目○番○号○○会館××の間 

 福岡市博多区××町3丁目○番○号△△ﾎﾃﾙ○○の間 

 

    政治資金パーティー 

    の対価に係る収入の 

    内訳 

     ア  個人からの対価の 

       支払 

 

 

 ｢○○君を励ます集い｣ 

 

  甲木 一郎 

  乙木 次郎 

  丙木 三郎 

       ・ 

       ・      

   小計（30名） 

 

 

 

 

     20,000 

     40,000 

     60,000 

     ・ 

     ・   

    800,000 

 

 

 

 

 H○○. 2. 1 

 H○○. 3. 1 

 H○○. 3.30 

     ・ 

     ・ 

 

 

 

 

 北九州市○○区××町1丁目○番○号(自営業) 

 ○○郡××町2丁目○番○号(乙社社長) 

 ××市○○町125番地(丙社役員) 

          ・ 

          ・ 

     イ  法人その他の団体 

       からの対価の支払 

 甲株式会社(○○支店) 

 乙株式会社 

 丙株式会社(××支店) 

       ・ 

       ・      

  小計（8団体） 

    200,000 

    500,000 

    150,000 

     ・ 

     ・   

  1,200,000 

 H○○. 2.13 

 H○○. 3. 4 

 H○○. 3.23 

     ・ 

     ・ 

 福岡市○○区××町1丁目○番○号(甲村一夫) 

 ○○郡○○町2丁目○番×号(乙村次夫) 

 ××市××町3丁目○番○号(丙村一郎) 

          ・ 

          ・ 

     ウ  政治団体からの対 

       価の支払 

 Ｉ政治連盟     

  小計（1団体） 

    160,000 

    160,000 

 H○○. 4.15  ○○市××町3丁目○番○号(乙野太郎) 
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    項             目    摘   要   金  額   年 月 日       備      考 

    政治資金パーティー 

    の対価に係る収入の 

    内訳 

     ア  個人からの対価の 

       支払 

 

 ｢△△ﾊﾟｰﾃｨｰ｣ 

 

  Ａ山 一郎 

  Ｂ山 二郎 

   Ｃ山 三郎 

       ・ 

       ・      

  小計（150名） 

 

 

 

     30,000 

     30,000 

     60,000 

     ・ 

     ・   

  6,690,000 

 

 

 

 H○○.11. 2 

 H○○.11. 3 

 H○○.11. 4 

     ・ 

     ・ 

 

 

 

 ○○市○○町○番○号(A社役員) 

 ××市××町×番地(自営業) 

 △△市△△町△番△号(C社役員) 

          ・ 

          ・ 

     イ  法人その他の団体 

       からの対価の支払 

 ○×株式会社 

 ＡＢ株式会社 

 △△株式会社 

       ・ 

       ・       

 小計（50団体） 

  1,050,000 

    900,000 

    300,000 

     ・ 

     ・     

  5,850,000 

 H○○.11. 1 

 H○○.11. 2 

 H○○.11. 3 

     ・ 

     ・ 

 福岡市○○区○○町1丁目○番○号(A村一夫) 

 福岡市××区××町2丁目×番×号(B村二夫) 

 福岡市△△区△△町3丁目△番△号(C村三夫) 

          ・ 

          ・ 

     ウ  政治団体からの対 

       価の支払 

 ○×政治連盟 

 ○○党福岡支部 

  小計（2団体） 

     60,000 

     60,000 

    120,000 

 H○○.11.20 

 H○○.11.22 

 福岡市○○区○○町1丁目○番○号(N田四郎) 

 福岡市××区××町2丁目○番○号(O田五郎) 

 

    政治資金パーティー 

    の対価に係る収入の 

    うち対価の支払の 

    あつせんによるもの 

    の内訳 

 

   ア 個人によるもの 

 

 

   イ 法人その他の団体 

    によるもの 

 

 

   ウ 政治団体によるも 

    の 
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    項             目    摘   要   金  額   年 月 日       備      考 

  (3) そ の 他 の 事 業  記念祝賀会     

    小  計 

    250,000 

    250,000 

 H○○. 9.25  (会費) 甲本一郎   10,000 

        乙本次郎   10,000 

           ・        ・ 

           ・        ・    

         計(25名) 250,000 

 福岡市博多区○○町○丁目○番○号○×ﾎﾃﾙ△△の間 

 4   借 入 金  甲銀行(乙支店) 

    小  計 

    500,000 

    500,000 

 H○○. 6.20  

 5  本部又は支部から供与 

   された交付金に係る収入 

    

 6  そ の 他 の 収 入  甲銀行乙支店定期預金利子   

    小  計 

     13,200 

     13,200 

 H○○. 9. 1  

        収  入  の  総  額  26,153,200  
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  ２ 支出簿 
 

     支   出   の   目   的  
  金  額 

 
  年 月 日 

 支出を受けた 
 
 者 の 氏 名 

 
   備     考 

   項     目   摘   要 

 1   経 常 経 費 

   (1) 人 件 費 

 

  給   料 

 

 

 

              

   小   計 

 

    150,000 

   150,000 

     ・ 

     ・ 

   150,000 

  1,800,000 

 

 H○○. 1.21 

 H○○. 2.21 

     ・ 

     ・ 

 H○○.12.21 

 

 丁 田   Ａ 子 

      〃 

      ・ 

      ・ 

      ・ 

 

 福岡市博多区○○町○丁目○番○号 

       〃 

       ・ 

       ・ 

       ・ 

   (2) 光 熱 水 費    電 気 代 

 

 

 

 

   水 道 代 

 

 

 

              

   小   計 

     18,324 

     15,324 

     ・ 

     ・ 

    17,520 

      5,753 

      6,087 

     ・ 

     ・ 

     5,330 

    288,567 

 H○○. 1.27 

 H○○. 2.27 

     ・ 

     ・ 

 H○○.12.27 

 H○○. 1.25 

 H○○. 2.25 

     ・ 

     ・ 

 H○○.12.25 

 (株)○○電力 

      〃 

      ・ 

      ・ 

      ・ 

 福岡市水道局 

      〃 

      ・ 

      ・ 

      ・ 

 福岡市○○区××町○丁目○番○号 

       〃 

       ・ 

       ・ 

       ・ 

 福岡市○○区○○町×丁目○番○号 

       〃 

       ・ 

       ・ 

       ・ 

   (3) 備品・消耗品 

     費 

  コ ピ ー 機 

  フ ァ ッ ク ス 

       ・ 

       ・       

   小   計 

    930,000 

    515,000 

     ・ 

     ・     

  1,545,000 

 H○○. 1.25 

 H○○. 2.25 

     ・ 

     ・ 

 ○ ○ 電 気 店 

      〃 

      ・ 

      ・ 

 福岡市中央区○○町2丁目○番○号 

       〃 

       ・ 

       ・ 

   (4) 事 務 所 費    家   賃 

 

 

 

 

   電 話 料 

 

 

 

              

   小   計 

    120,000 

    120,000 

     ・ 

     ・ 

   120,000 

     24,320 

     20,550 

     ・ 

     ・ 

    19,660 

  1,740,240 

 H○○. 1.30 

 H○○. 2.28 

     ・ 

     ・ 

 H○○.12.30 

 H○○. 1.21 

 H○○. 2.21 

     ・ 

     ・ 

 H○○.12.21 

 ××不 動 産 

      〃 

      ・ 

      ・ 

      ・ 

 (株 )Ｎ Ｔ Ｔ 

      〃 

      ・ 

      ・ 

      ・ 

 福岡市○○区××町1丁目○番○号 

       〃 

       ・ 

       ・ 

       ・ 

 福岡市○○区○○町×丁目○番○号 

       〃 

       ・ 

       ・ 

       ・ 
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     支   出   の   目   的  
  金  額 

 
  年 月 日 

 支出を受けた 
 
 者 の 氏 名 

 
   備     考 

   項     目   摘   要 

 2   政 治 活 動 費 

  (1) 組 織 活 動 費 

 

  趣意書印刷費 

 （組織対策費） 

  趣意書発送費 

 （組織対策費） 

       ・ 

       ・ 

  会 場 借 上 料 

 （大会費） 

 弁当代(大会費) 

       ・ 

       ・ 

 ○○ﾊﾟｰﾃｨｰ会費 

 （交際費） 

 食事代(行事費) 

       ・ 

       ・       

   小   計 

 

    220,000 

 

     90,000 

 

     ・ 

     ・ 

    206,000 

 

    357,000 

     ・ 

     ・ 

     60,000 

 

     20,000 

     ・ 

     ・     

  7,067,623 

 

 H○○. 2. 9 

 

 H○○. 2.20 

 

     ・ 

     ・ 

 H○○. 3.25 

 

 H○○. 3.25 

     ・ 

     ・ 

 H○○. 5.10 

 

 H○○. 6.30 

     ・ 

     ・ 

 

 ○○印刷(株) 

 

 △ △ 郵 便 局 

 

      ・ 

      ・ 

 (株)○○会館 

 

 (株)ﾚｽﾄﾗﾝ○× 

      ・ 

      ・ 

 ○○党福岡県本部  

 

 (株 )××ﾎｰﾙ 

      ・ 

      ・ 

 

 ○○市○○町○番○号 

 

 ○○郡○○町大字○○ 

 

       ・ 

       ・ 

 ○○市○○町1丁目○番○号 

 

 ○○市××町×番地 

       ・ 

       ・ 

 ○○市××町2丁目○番地 

 

 ○○市××町350番地 

       ・ 

       ・ 

  (2) 選 挙 関 係 費   陣 中 見 舞 

       〃 

       〃 

       〃       

   小   計 

     50,000 

     50,000 

     40,000 

     30,000 

    170,000 

 H○○. 9. 5 

     〃 

     〃 

     〃 

 Ａ 山  一 郎 

 Ｂ 山  二 郎 

 Ｃ 山  三 郎 

 Ｄ 山  四 郎 

 福岡市○○区××1丁目○番○号 

 福岡市××区○○2丁目○番○号 

 福岡市△△区○○3丁目×番×号 

 福岡市○×区○○4丁目△番△号 

  (3) 機関紙誌の発 

     行その他の事業 

     費 

 

   ア 機関紙誌の 

    発行事業費 

 

 

 

 

 （ 甲 機 関 紙 ） 

   印 刷 費 

   発 送 費 

   印  刷  費 

   発  送  費 

   印  刷  費 

   発  送  費 

   印  刷  費 

   発  送  費 

   印  刷  費 

   発  送  費 

 

 

 

 

 

    120,000 

     72,800 

    110,000 

     50,000 

    105,000 

     63,500 

    120,000 

     50,000 

    110,000 

     50,000 

 

 

 

 

 

 H○○. 1. 8 

 H○○. 1.10 

 H○○. 4. 2 

 H○○. 4.14 

 H○○. 7. 5 

 H○○. 7.10 

 H○○. 9. 3 

 H○○.10. 9 

 H○○.12. 2 

 H○○.12.10 

 

 

 

 

 

 ○○印刷(株) 

 △ △ 郵 便 局 

 ○○印刷(株) 

 △ △ 郵 便 局 

 ○○印刷(株) 

 △ △ 郵 便 局 

 ○○印刷(株) 

 △ △ 郵 便 局 

 ○○印刷(株) 

 △ △ 郵 便 局 

 

 

 

 

 

   前  掲 

       〃 

      〃 

       〃 

      〃 

       〃 

      〃 

       〃 

      〃 

       〃 
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     支   出   の   目   的  
  金  額 

 
  年 月 日 

 支出を受けた 
 
 者 の 氏 名 

 
   備     考 

   項     目   摘   要 

        ・ 

       ・       

   小   計 

     ・ 

     ・     

    881,300 

     ・ 

     ・ 

      ・ 

      ・ 

       ・ 

       ・ 

   イ 宣伝事業費 

 

      1) 自動車購入 

       ・維持費 

 

 

  宣伝自動車購入費  

  ガ ソ リ ン 代 

       ・ 

       ・       

   小   計 

 

 

  1,500,000 

      5,300 

     ・ 

     ・     

  1,745,300 

 

 

 H○○. 4. 5 

 H○○. 4.15 

     ・ 

     ・ 

 

 

 △△自動車販売(株) 

 ××石油給油所 

      ・ 

      ・ 

 

 

 ○○市○○町○番○号 

 ○○市○○町○番○号 

       ・ 

       ・ 

      2) 広告料・ﾊﾟ 

        ﾝﾌﾚｯﾄ作成費 

 

  政 策 広 告 料 

  立看板作成費 

  ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ印刷費 

  ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ発送費 

       ・ 

       ・       

   小   計 

 

     50,000 

     60,000 

    450,000 

     60,000 

     ・ 

     ・     

  1,175,000 

 

 H○○. 3.20 

     〃 

 H○○. 6.17 

 H○○. 7. 1 

     ・ 

     ・ 

 

 (株)○○新聞社××支社 

 ○ ○ 塗 装 店 

 ○○印刷(株) 

 △ △ 郵 便 局 

      ・ 

      ・ 

 

 ○○市○○町○番○号 

 ○○市○○町×番×号 

   前  掲 

       〃 

       ・ 

       ・ 

   ウ 政 治 資 金 

    パーティー開 

    催事業費 

 ｢○○君を励ます集い｣ 

 案内状&ﾊﾟｰﾃｨｰ券印刷費 

      〃    発送費 

 会 場 借 上 料 

 食 事 代 

 講 師 謝 礼 

 タ ク シ ー 代 

       ・ 

       ・       

   小   計 

 

     30,000 

     30,900 

    150,000 

    800,000 

    200,000 

   45,000 

     ・ 

     ・     

  1,495,700 

 

 H○○. 4.25 

 H○○. 5. 1 

 H○○. 6. 1 

     〃 

     〃 

     〃 

     ・ 

     ・ 

 

 ○○印刷(株) 

 △ △ 郵 便 局 

 ○ ○ 会 館 

      〃 

 丙 田  三 夫 

 (株)××ﾀｸｼｰ 

      ・ 

      ・ 

 

 ○○市○○町○番○号 

   前  掲 

 福岡市博多区○○町1丁目○番○号 

       〃 

 東京都○○区○○2丁目○番○号 

   前  掲 

       ・ 

       ・ 

  ｢△△ﾊﾟｰﾃｨｰ｣ 

 案内状&ﾊﾟｰﾃｨｰ券印刷費 

      〃    発送費 

 会 場 借 上 料 

 食 事 代 

 講 師 謝 礼 

 タ ク シ ー 代 

       ・ 

       ・       

   小   計 

 

    100,000 

     51,500 

    300,000 

  1,500,000 

    200,000 

   45,000 

     ・ 

     ・     

  3,243,500 

 

 H○○.10.25 

 H○○.11. 1 

 H○○.12. 1 

     〃 

     〃 

     〃 

     ・ 

     ・ 

 

 ○○印刷(株) 

 △ △ 郵 便 局 

 △ △ ホ テ ル 

      〃 

 甲 原  一 男 

 (株)××ﾀｸｼｰ 

      ・ 

      ・ 

 

   前  掲 

       〃 

 福岡市博多区○○町3丁目○番○号 

       〃 

 大阪府大阪市○○区××1丁目○番○

号 

   前  掲 

       ・ 

       ・ 
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     支   出   の   目   的  
  金  額 

 
  年 月 日 

 支出を受けた 
 
 者 の 氏 名 

 
   備     考 

   項     目   摘   要 

   エ その他の事 

    業費 

 （講演会） 

 案内状印 刷 費 

   〃  発送費 

 会 場 借 上 料 

 講 師 謝 礼 

       ・ 

       ・       

   小   計 

 

     30,000 

     60,000 

    100,000 

     30,000 

     ・ 

     ・     

    393,500 

 

 H○○. 8. 3 

 H○○. 8.10 

 H○○. 9. 1 

     〃 

     ・ 

     ・ 

 

 ○○印刷(株) 

 △ △ 郵 便 局 

 × × 会 館 

 乙 原  二 男 

      ・ 

      ・ 

 

   前  掲 

       〃 

 ○○市○○町○番○号 

 東京都○○区○○1丁目○番○号 

       ・ 

       ・ 

  （記念祝賀会） 

 会 場 借 上 料 

 食 事 代 

   小   計 

 

    100,000 

    150,000 

    250,000 

 

 H○○. 9.25 

     〃 

 

 ○ ×ホ テ ル 

      〃 

 

 福岡市博多区○○町2丁目○番○号 

       〃 

  (4) 調 査 研 究 費   研修会参加費 

  旅    費  

   小   計 

    250,000 

     90,000 

    340,000 

 H○○. 7.17 

     〃 

 (財)○○教育ｾﾝﾀｰ  

 乙 野  次 郎 

 神奈川県○○市○○町2丁目○番○号 

 ○○郡○○町大字○○3番地 

  (5) 寄附・交付金    寄   附 

   寄   附 

   寄   附   

   小   計 

    120,000 

  1,500,000 

  1,500,000 

  3,120,000 

 H○○. 6.30 

 H○○. 9. 3 

 H○○.10.15 

 ○○党福岡県本部  

 ○○政治団体 

 ○ ○ 後 援 会 

 福岡市××区○○3丁目○番○号 

 福岡市○○区○○2丁目○番×号 

 福岡市○○区○○1丁目×番×号 

  (6) その他の経費   借 入 金 返 済 

       ・ 

       ・       

   小   計 

    500,000 

     ・ 

     ・     

    556,000 

 H○○.12.10 

     ・ 

     ・ 

 甲銀行(乙支店) 

      ・ 

      ・ 

 ○○市○○町○番○号 

       ・ 

       ・ 

        支   出 の 総 額  25,811,730  
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  ３ 運用簿 
 

     運 用 の 目 的  預入れ等に係る事項       払 戻 し 等 に 係 る 事 項  
 
  備 考  

   項    目 
 
  摘 要 

 
  金 額 

 
 年 月 日 

 
  金 額 
 
   (a) 

 預入れ等 
 に係る金 
 銭等の金 
 額(b) 

 
 収入金額 
 
 (a)－(b) 

 
 年 月 日 

 

 １ 預金又は貯金 

 

 定期預金(6年) 

 

 

 

 

    〃 

 

  500,000 

 

 

 

 

  500,000 

 

 H○○.3.1 

 

 

 

 

 H○○.12.1 

 

  513,200 

 

  500,000 

 

   13,200 

 

 H○○.9.1 

 

 甲銀行(乙支店) 

 所在地 ○○ 

 

 

 

    〃 
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（会計帳簿記載要領）（会計帳簿記載要領）（会計帳簿記載要領）（会計帳簿記載要領） 

 

１ 収入簿 

 (1) 収入簿には、この様式に定める区分に従い、すべての収入を記載すること。なお、適

宜、分冊して作成し、又は、補助簿、日計表の類を使用してもさしつかえないこと。 

  (2) 収入とは、金銭、物品、不動産その他の財産上の利益の収受で、法第８条の３各号に

掲げる方法による運用のために供与し、又は交付した金銭及び有価証券の当該運用に係

る当該金銭等に相当する金銭等の収受以外のものをいう。なお、金銭以外の財産上の利

益にあっては、これを時価に見積った金額を記載するものとし、その根拠を「備考」欄に

記載すること。 

 (3) すべての収入は、個人が負担する党費又は会費、寄附（法人その他の団体が負担する

党費又は会費を含む。以下同じ。）、機関紙誌の発行その他の事業による収入、借入金、

本部又は支部から供与された交付金に係る収入及びその他の収入に分類して記載する

こと。 

 (4) 個人が負担する党費又は会費については、その件数、金額及び納入年月日を記載する

ものとし、その件数は、「摘要」欄に「甲他何名分」というように記載すること。 

 (5) 寄附（政党匿名寄附（寄附のうち、法第22条の６第２項に規定する政党又は政治資金

団体が街頭又は一般に公開される演説会若しくは集会の会場において受ける匿名の寄

附で１件当たりの金額が千円以下のものをいう。以下同じ。)を除く。以下(7)を除き、

１において同じ。）については、その寄附をした者の氏名、住所及び職業（団体にあっ

ては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。以下(6)において同じ。）、当

該寄附の金額及び年月日並びに寄附者が上場・外資50％超会社（法第22条の５第１項本

文に規定する者であって同項ただし書きに規定する日本法人をいう。イにおいて同じ。）

であるときはその旨を記載すること。なお、記載に当たっては、当該寄附を「個人から

の寄附」、「法人その他の団体からの寄附」又は「政治団体からの寄附」に区分し、寄

附者別に次の例により記載すること。また、本部又は支部から供与された交付金に係る

収入は、寄附には該当しないため、「政治団体からの寄附」に含めないこと。 

  ア 個人からの寄附にあっては、寄附者の氏名を「摘要」欄に「甲野太郎」というよう

に記載し、寄附者の住所及び職業を「備考」欄に「福岡市博多区○○町１丁目１番１

号○○会館○号室（甲会社社長）」というように記載すること。なお、特定寄附（法

第19条の４に規定する寄附をいう。)については、個人からの寄附の項目に記載するもの

とし、例えば、甲野太郎が資金管理団体の届出をした者である場合には、「摘要」欄

に「* 甲野太郎」というように記載すること。 

  イ 法人その他の団体からの寄附については、寄附者の名称を「摘要」欄に「甲株式会

社（乙支店）」、「丙労働組合」というように記載し、寄附者の主たる事務所の所在

地及び代表者の氏名を「備考」欄に「福岡市博多区○○町１丁目１番１号（甲野太郎）」

というように記載すること。なお、上場・外資50％超会社からの寄附については、「備

考」欄に「上場・外資50％超」というように記載すること。 

  ウ 政治団体からの寄附については、寄附者の名称を「摘要」欄に「甲政治団体」とい

うように記載し、寄附者の主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を「備考」欄に「福

岡市博多区○○町１丁目１番１号（甲野太郎）」というように記載すること。 

 (6) 寄附のうち、寄附のあっせんをされたものについては、寄附のあっせんをした者の氏
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名、住所及び職業並びに当該寄附のあっせんに係る寄附の金額、これを集めた期間及び

これが当該政治団体に提供された年月日を記載するものとし、記載の要領は、寄附のあ

っせん者の氏名を「摘要」欄に記載し、住所及び職業並びに寄附を集めた期間を「備考」

欄に記載すること。 

 (7) 政党匿名寄附については、同一の日に同一の場所で受けた寄附ごとに、その金額の合

計額並びに当該年月日及び場所を記載するものとし、当該場所を「備考欄」に「福岡市

博多区○○町１丁目○○駅前街頭」、「福岡市博多区○○町１丁目１番１号○○会館○

○の間」というように記載すること。 

 (8) 機関紙誌の発行その他の事業による収入にあっては、その事業の種類並びに当該種類

ごとの金額及び収入年月日を記載するものとし、記載の要領は、機関紙誌の発行事業及

び政治資金パーティー開催事業にあっては、事業の種類を「摘要」欄に「甲機関紙」、

「乙機関雑誌」、「甲政治資金パーティー開催事業」、「乙政治資金パーティー開催事

業」というように細分した上で記載し、その他の事業にあっては、「その他の催物事業」

というように記載すること。なお、政治資金パーティー開催事業の対価に係る収入の内

訳を次により記載すること。 

  ア 政治資金パーティーの対価に係る収入については、政治資金パーティーごとに、そ

の名称、開催年月日、開催場所及び対価に係る収入の金額並びに対価の支払をした者

の氏名、住所及び職業（対価の支払をした者が団体である場合には、その名称、主た

る事務所の所在地及び代表者の氏名。イにおいて同じ。）並びに当該対価の支払に係

る収入の金額及び年月日を記載すること。なお、当該対価の支払を「個人からの対価

の支払」、「法人その他の団体からの対価の支払」又は「政治団体からの対価の支払」

に区分し、対価の支払者別に次の例により記載すること。 

   (ｱ)  個人からの対価の支払にあつては、対価の支払をした者の氏名を「摘要」欄に「甲

野太郎」というように記載し、対価の支払をした者の住所及び職業を「備考」欄に「福

岡市博多区○○町１丁目１番１号○○会館○号室（甲会社社長）」というように記

載すること。 

   (ｲ)  法人その他の団体からの対価の支払については、対価の支払をした者の名称を

「摘要」欄に「甲株式会社（乙支店）」、「丙労働組合」というように記載し、対

価の支払をした者の主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を「備考」欄に「福岡市

博多区○○町１丁目１番１号（甲野太郎）」というように記載すること。 

    (ｳ)  政治団体からの対価の支払については、対価の支払をした者の名称を「摘要」欄

に「甲党（福岡県支部）」というように記載し、対価の支払をした者の主たる事務

所の所在地及び代表者の氏名を「備考」欄に「福岡市博多区○○町１丁目１番１号

（甲野太郎）」というように記載すること。 

  イ 政治資金パーティーの対価に係る収入のうち、対価の支払のあっせんをされたもの

については、政治資金パーティーごとに、対価の支払のあっせんをした者の氏名、住

所及び職業並びに当該対価の支払のあっせんに係る収入の金額、これを集めた期間及

びこれが当該政治団体に提供された年月日を記載するものとし、記載の要領は、対価

の支払のあっせん者の氏名を「摘要」欄に記載し、住所及び職業並びに対価の支払を

集めた期間を「備考」欄に記載すること。 

 (9) 借入金については、その借入先、当該借入先ごとの金額及び借入年月日を記載するも

のとし、借入先を「摘要」欄に「甲銀行（乙支店）」というように記載すること。 
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 (10) 当該政治団体の本部又は支部から供与された交付金に係る収入については、その本部

又は支部の名称並びに当該交付金の金額及び供与を受けた年月日を記載するものとし、

その本部又は支部の名称を「摘要」欄に「甲党乙支部」というように記載し、その本部

又は支部の主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を「備考」欄に「福岡市博多区○○

町１丁目１番１号（甲野太郎）」というように記載すること。 

 (11) その他の収入については、その基因となった事実並びにその金額及び年月日を記載す

るものとし、その収入の基因となった事実を「摘要」欄に「甲銀行預金利子」、「乙発行

債券譲渡益」、「金銭信託（丙信託会社）運用益」というように記載すること。 

 (12) 収入簿は、毎年12月31日（解散等の場合には、その日）現在で締め切り、会計責任者

において署名押印すること。 

 (13) 上記に掲げる事項以外の事項で会計責任者において必要と認めるものは、適宜、記載

することができるものであること。 

 

２ 支出簿 

 (1) 支出簿には、この様式に定める区分に従い、すべての支出（当該政治団体のためにそ

の代表者又は会計責任者と意思を通じてされた支出を含む。）を記載すること。なお、

適宜、分冊して作成し、又は、補助簿、日計表の類を使用してもさしつかえないこと。 

 (2) 支出とは、金銭、物品、不動産その他の財産上の利益の供与又は交付で、法第８条 

    の３各号に掲げる方法による運用のためにする金銭及び有価証券の供与又は交付以外 

    のものをいう。なお、金銭以外の財産上の利益にあっては、これを時価に見積った金額

を記載するものとし、その根拠を「備考」欄に記載すること。 

  (3) すべての支出は、経常経費及び政治活動費に分類し、さらに経常経費にあっては、人

件費、光熱水費、備品・消耗品費及び事務所費に分類し、政治活動費にあっては、組織

活動費、選挙関係費、機関紙誌の発行その他の事業費、調査研究費、寄附・交付金及び

その他の経費に分類して記載すること。 

 (4) すべての支出は、支出を受けた者の氏名（団体にあっては、その名称）を「支出を受

けた者の氏名」欄に「甲野太郎」（団体にあっては、「乙製本株式会社（丙支店）」（当

該政治団体の本部又は支部に対して交付金を供与した場合には、「 ○交  甲党乙支部」））

というように記載し、支出を受けた者の住所（団体にあっては、その主たる事務所の所

在地）を「備考」欄に「福岡市博多区○○町１丁目１番１号」というように記載するこ

と。 

 (5) 経常経費に係る支出は、次の分類基準により、当該項目ごとに、支出を受けた者の氏

名及び住所（団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地）並びにその支出の

目的、金額及び年月日を記載すること。 

  ア 人 件 費 

    政治団体の職員（機関紙誌の発行その他の事業に従事する者を除く。）に支払われ

る給料、報酬、扶養手当・通勤手当・住居手当その他の諸手当の類及び健康保険料・

労働保険料その他の各種保険料の類をいう。 

  イ 光 熱 水 費 

    電気、ガス、水道の使用料及びこれらの計器使用料等をいう。 

  ウ 備品・消耗品費 

    机、椅子、ロッカー、複写機、自動車（事務所用に限る。）等の備品の類及び事務
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用用紙、封筒、鉛筆、インク、事務服、新聞、雑誌、ガソリン等の消耗品の類の購入

費をいう。 

  エ 事 務 所 費 

    事務所の借料損料（地代、家賃）、公租公課、火災保険金等の各種保険金、電話使

用料、切手購入費、修繕料その他これらに類する経費で事務所の維持に通常必要とさ

れるものをいう。 

 (6) 政治活動費に係る支出は、次の分類基準により、当該項目ごとに、支出を受けた者の

氏名及び住所（団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地）並びにその支出

の目的、金額及び年月日を記載すること。 

  ア 組織活動費 

    当該政治団体の組織活動に要する経費（選挙に関するものを除く。）で、例えば、

大会費、行事費、組織対策費、渉外費、交際費の類をいう。 

  イ 選挙関係費 

    選挙に関して支出される経費で、例えば、公認推薦料、陣中見舞その他選挙に関し

て行われる政治活動に要する経費の類をいう。 

  ウ 機関紙誌の発行その他の事業費 

   (ｱ) 機関紙誌の発行事業費 

      機関紙誌の発行に従事する者に支払われる給与、材料費、印刷費、荷造発送費、

原稿料その他機関紙誌の発行に要する経費をいう。 

   (ｲ) 宣伝事業費 

      機関紙誌の発行以外の政策の普及宣伝に要する経費（選挙に関するものを除く。）

で、例えば、遊説費、新聞・ラジオ・テレビの広告料、ポスター・ビラ・パンフレ

ットの作成費、宣伝用自動車の購入・維持費の類をいう。 

   (ｳ) 政治資金パーティー開催事業費 

      政治資金パーティーの開催に要する経費で、例えば、会場借上費、記念品代、講

演諸経費の類をいう。 

     (ｴ) その他の事業費 

      上記の(ｱ)、(ｲ)及び(ｳ)以外の諸事業に要する経費をいう。 

   エ 調査研究費 

     政治活動のために行う調査研究に要する経費で、例えば、研修会費、資料費、書籍

購入費、翻訳代の類をいう。 

   オ 寄附・交付金 

     政治活動に関する寄附、賛助金、当該政治団体の本部又は支部に対して供与した交

付金、負担金の類をいう。 

   カ その他の経費 

    その他上記以外の政治活動に要する経費をいう。 

 (7) 支出簿は、毎年12月31日（解散等の場合には、その日）現在で締め切り、会計責任者

において署名押印すること。 

 (8) 上記に掲げる事項以外の事項で会計責任者において必要と認めるものは、適宜、記載

することができるものであること。 
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３ 運用簿 

 (1) 運用簿には、この様式に定める区分に従い、法第８条の３各号に掲げる方法による運

用に関する事項を記載すること。なお、適宜、分冊して作成し、又は、補助簿、日計表

の類を使用してもさしつかえないこと。 

 (2) 運用とは、金銭等を法第８条の３各号に掲げる方法により他の財産の形態に変えるこ

とをいう。 

 (3) 預入れ等に係る事項とは、預金（普通預金及び当座預金を除く。以下同じ。）又は貯

金（普通貯金を除く。以下同じ。）の銀行その他の金融機関への預入れに係る事項、国

債証券等（国債証券、地方債証券、政府保証債券（その元本の償還及び利息の支払につ

いて政府が保証する債券をいう。）又は銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金

庫若しくは全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券をいう。以下同じ。）の取得

に係る事項及び信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託（元本補てんの契約のあ

るものに限る。以下同じ。）に係る事項をいう。 

 (4) 払戻し等に係る事項とは、預け入れた預金又は貯金の払戻しに係る事項、取得した国

債証券等の譲渡又は償還に係る事項及び信託した金銭信託の信託終了に係る事項をい

う。 

 (5) 収入金額とは、払戻し等に係る金銭等の金額から預入れ等に係る金銭等の金額を差し

引いた金額をいう。 

 (6) 預金又は貯金については、これを預け入れたときは当該預金又は貯金の種類、預け入

れた金融機関の名称及び所在地並びに預入れの金額及び年月日を記載するものとし、記

載の要領は、当該預金又は貯金の種類を「摘要」欄に「定期預金(１年）」というように記

載し、金融機関の名称及び所在地を「備考」欄に「甲銀行（乙支店）、福岡市博多区○

○町１丁目１番１号」というように記載すること。また、これの払戻しを受けたときは

当該預金又は貯金の種類、払戻しを受けた金融機関の名称及び所在地並びに払戻しの金

額、預入れの金額、収入金額及び年月日を記載するものとし、記載の要領は、当該預金

又は貯金の種類を「摘要」欄に「定期預金（１年）」というように記載し、金融機関の

名称及び所在地を「備考」欄に「甲銀行（乙支店）、福岡市博多区○○町１丁目Ｉ番１

号」というように記載すること。 

 (7) 国債証券等については、これを取得したときは当該国債証券等の種類及び銘柄、取得

先の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに取得の価額及び年月日を記載するものと

し、記載の要領は、当該国債証券等の種類及び銘柄を「摘要」欄に「長期国債（10年）」

というように記載し、取得先の氏名又は名称及び住所又は所在地を「備考」欄に「甲野

太郎、福岡市博多区○○町１丁目１番１号」、「甲銀行（乙支店）、福岡市博多区○○

町１丁目ｌ番ｌ号」というように記載すること。また、これを譲渡し、又は償還を受け

たときは当該国債証券等の種類及び銘柄、譲渡先の氏名又は名称及び住所又は所在地並

びに譲渡の価額、取得の価額、収入金額及び年月日又は償還を受けた価額、取得の価額、

収入金額及び年月日を記載するものとし、記載の要領は、当該国債証券等の種類及び銘

柄を「摘要」欄に「長期国債（10年）」というように記載し、譲渡先の氏名又は名称及

び住所又は所在地を「備考」欄に「甲野太郎、福岡市博多区○○町１丁目１番１号」、

「甲銀行（乙支店）、福岡市博多区○○町１丁目１番１号」というように記載すること。 

 (8) 金銭信託については、これを信託したときは当該金銭信託の受託者の名称及び所在地、

信託した金銭の額並びに信託の設定年月日、期間及び種類を記載するものとし、
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記載の要領は、当該金銭信託の種類及び期間を「摘要」欄に「ビッグ（２年)」という

ように記載し、受託者の名称及び所在地を「備考」欄に「甲信託銀行（乙支店）、福岡

市博多区○○町１丁目１番１号」というように記載すること。また、これが終了したと

きは当該金銭信託の受託者の名称及び所在地、委託者に帰属した金銭の額、信託した金

銭の額及び収入金額並びに信託の終了年月日、期間及び種類を記載するものと

し、記載の要領は、当該金銭信託の種類及び期間を「摘要」欄に「ビッグ（２年)」と

いうように記載し、受託者の名称及び所在地を「備考」欄に「甲信託銀行（乙支店）、

福岡市博多区○○町１丁目１番１号」というように記載すること。 

 (9) 運用簿は、毎年12月31日（解散等の場合は、その日）現在で締め切り、会計責任者に

おいて署名押印すること。 

 (10) 上記に掲げる事項以外の事項で会計責任者において必要と認めるものは、適宜、記載

することができるものであること。 
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第14号様式（第８条関係）

(その１)

１　  政治団体の区分

□
 政党

□
 政治資金規正法第１８条の２

□
 政党の支部  第１項の規定による政治団体

□
 政治資金団体

□
 その他の政治団体

□
 その他の政治団体の支部

２　

 活動区域の区分

□
２以上の都道府県の区域等

□
同一の都道府県の区域内

３　

 資金管理団体の指定の有無  国会議員関係政治団体の区分

□
 無

□
 政治資金規正法第19条の７第１項

□
 有

(以下は、指定｢有｣の場合のみ記入)
□

 政治資金規正法第19条の７第１項

４　

　 連絡先

　　（担当者）

　　 (電　話)

 資金管理団体の指定の期間  国会議員関係政治団体に関する

 特例の適用期間

※選挙管理委員会使用欄

パ収

□

期限内

□

17②

□

表紙

□

パ支

□

０ ０ ０ ０ ０

期限後

□

解散

□

内容

□

資産

□

（その１）表紙　　主な注意事項

○○
○○○○
○○

平成　　年　　月　　日まで

政 治 団 体 の 名 称

会 計 責 任 者 の 氏 名

甲野
甲野甲野
甲野いちろう

いちろういちろう
いちろう後援会

後援会後援会
後援会

の届出をした

収　　支　　報　　告　　書

 第２号に係る国会議員関係政治団体

（平成

 第１号に係る国会議員関係政治団体

年分）

者 の 氏 名

丙山
丙山丙山
丙山　

　　
　三郎
三郎三郎
三郎

「公職の種類」を記載する場合には、選挙区名も記入してください。

また、現職・候補者のどちらかに〇印をつけてください。

（現職・候補者の別）

公職の候補者

平成○○
○○○○
○○年１２

１２１２
１２月３１

３１３１
３１日まで

乙
乙乙
乙　
　　
　川
川川
川　
　　
　次
次次
次　
　　
　郎
郎郎
郎

入力整理区分

平成○○
○○○○
○○年　３

３３
３月　５

５５
５日から

( 現 職 ・ 候補者 ）

12月31日現在で資金管理団体や国会議員関係政治団体の該当がない場合は、欄内の「公職

の種類」「公職の候補者の氏名」等を記載する必要はありません。

（設立した年や解散する年の収支報告書の場合は、記入が必要でないか特に注意してください）

「選挙管理委員会使用欄」は、記入の必要はありません。

公職の種類

こうの
こうのこうの
こうの　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　こうえんかい

こうえんかいこうえんかい
こうえんかい

主 た る 事 務 所 の 所 在 地

福岡県議会議員
福岡県議会議員福岡県議会議員
福岡県議会議員

○○
○○○○
○○選挙区

選挙区選挙区
選挙区

公職の種類

の 氏 名

○○
○○○○
○○市

市市
市○○
○○○○
○○１

１１
１丁目
丁目丁目
丁目７

７７
７番11号
番11号番11号
番11号

甲
甲甲
甲　
　　
　野
野野
野　
　　
　一
一一
一　
　　
　郎
郎郎
郎

代 表 者 の 氏 名

「資金管理団体の指定の期間」「国会議員関係政治団体に関する特例の適用期間」欄は、

該当の期間が年の中途に始まる（終わる）場合にのみ記入してください。

○

「政治団体の区分」「活動区域の区分」欄は、該当するものの「□」にチェックを入れて

ください。

必須様式(1/4)
必須様式(1/4)必須様式(1/4)
必須様式(1/4)

「政治団体の名称」「主たる事務所の所在地」「代表者の氏名」「会計責任者の氏名」

は、設立届（異動届）で届出している内容により記入してください。

(  ふ  り  が  な  )

○○○
○○○○○○
○○○－

－－
－○○○

○○○○○○
○○○－

－－
－○○○○

○○○○○○○○
○○○○

この様式は必ず提出してください。

資金管理団体

( 現 職 ・ 候補者 ）

○

○

平成　　年　　月　　日から

団体コード（備考３）

（現職・候補者の別）

甲野 一郎
甲野 一郎甲野 一郎
甲野 一郎

「連絡先」欄は、この収支報告書を作成した担当者の連絡先（報告書の内容に関する問い

合わせ先）を記入してください。

年分

○

「政治団体の名称」には、ふりがなをつけてください。

○

○

○

「資金管理団体の指定の有無」「国会議員関係政治団体の区分」欄は、12月31日現在の状

況によりチェックを入れてください。

○

（該当の期間が通年となる場合、記入の必要はありません）

○

○

✓
✓✓
✓

✓
✓✓
✓

✓
✓✓
✓
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(その２)

１　収支の総括表

　　収　 入　 総　 額

十億

3
33
3

百万

5
55
5

5
55
5 0

00
0

千

3
33
3

2
22
2 0

00
0

円

0
00
0

①＋②

 (前年からの繰越額)

5
55
5 8

88
8 3

33
3 0

00
0 8

88
8 0

00
0

①（前年報告書の繰越額）

 (本年の収入額) ２ 収入項目別金額の内訳 の(１)～(６)の計

3
33
3 4

44
4 9

99
9 2

22
2 0

00
0 1

11
1 2

22
2 0

00
0

②（本年の収入）

　　支   出   総   額

2
22
2 5

55
5 8

88
8 1

11
1 1

11
1 7

77
7 3

33
3 0

00
0

③（その13の合計を記入）

　　翌年への繰越額

9
99
9 6

66
6 9

99
9 1

11
1 4

44
4 7

77
7 0

00
0

①＋②-③

２　収入項目別金額の内訳

（１）個人の負担する党費又は会費

金             額

十億 百万

5
55
5 0

00
0

千

0
00
0

0
00
0 0

00
0

円

0
00
0

員　　　　　　 数

5
55
5

人

0
00
0

（２）寄附

　　ア　寄附(イを除く。)の区分 金 額

　　（ア）個人からの寄附

十億 百万

4
44
4

9
99
9 7

77
7

千

0
00
0

0
00
0 0

00
0

円

0
00
0

　　　　　　　(うち特定寄附)

2
22
2 2
22
2 0
00
0 0
00
0 0
00
0 0
00
0 0
00
0

　　（イ）法人その他の団体からの寄附

0
00
0

　　（ウ）政治団体からの寄附

4
44
4 3

33
3 8

88
8 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0

　小計（(ｱ)+(ｲ)+(ｳ)）

9
99
9 3

33
3 5

55
5 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0

④

　　　　（寄附のうち寄附のあっせんによるもの）

2
22
2 0
00
0 0
00
0 0
00
0 0
00
0 0
00
0

　　イ　政党匿名寄附

0
00
0

⑤

　　合 計 （ ア＋イ ）

9
99
9 3

33
3 5

55
5 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0

④＋⑤

（その２）収支の総括表・収入項目別金額の内訳(1)(2)　　主な注意事項

○

（(３)～(６)は、様式（その３）～（その６）になります。）

「前年からの繰越額」は、前年分の収支報告書に記載した「翌年への繰越額」を確認のう

え記載するようにしてください。

「収入総額」は「前年からの繰越額」と「本年の収入額」との合計を記入してください。

「本年の収入額」は、「２　収入項目別金額の内訳」(１)～(６)に計上した収入の合計額

を記入してください。

(党費又は会費を納入した人の数）

（繰越額が一致しない場合が多々ありますので注意してください。）

必須様式(2/4)
必須様式(2/4)必須様式(2/4)
必須様式(2/4)

内訳を（その７）に記入

（寄附者の区分：政治団体）

「(１)個人の負担する党費又は会費」には、個人が団体の規約等に基づいて支払った会費

等の金額及びこれを納入した者の「実人数」を記入してください。

内訳を（その７）に記入

（寄附者の区分：法人その他の団体）

この様式は必ず提出してください。

○

「(２)寄附」には、それぞれの区分ごとに金額を記入し、その内訳をそれぞれ様式（その

７）に記入してください。

（記入漏れがよく見られますので注意してください。）

○ 「支出総額」は、様式（その13）に計上した支出の合計額を記入してください。

○

○

（寄附のあっせんによるものは様式（その８）、政党匿名寄附は様式（その９）に記入。）

貴団体の本部又は支部から供与された金額（交付金や寄附金など）については、「(ウ)政

治団体からの寄附」ではなく、様式（その５）に計上してください。

○

（法人その他の団体が負担した党費又は会費は「寄附」に計上してください。）

○

○

備　　　考

○

内訳を（その７）に記入

（寄附者の区分：個人）

「小計」欄には、「(ア)個人からの寄附」「(イ)法人その他の団体からの寄附」「(ウ)政

治団体からの寄附」の合計額を記入してください。
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(その３)

（３）機関紙誌の発行その他の事業による収入　　（「政治資金パーティー」の場合は欄外の※に注意すること。）

十億 百万

9
99
9

千

0
00
0 0

00
0 0

00
0

円

0
00
0

3
33
3 5

55
5 6

66
6 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0

1
11
1 2

22
2 6

66
6 6

66
6 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0

7
77
7 5

55
5 9

99
9 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0

1
11
1 2

22
2 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0

1
11
1 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0

2
22
2 4

44
4 1

11
1 2

22
2 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0

2
22
2 4

44
4 1

11
1 2

22
2 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0

（その３）機関紙誌の発行その他の事業による収入　　主な注意事項

政治資金パーティー開催による収入については、この様式のほか、様式（その10）（その

11）（その12）にも記入が必要となる場合があるので注意してください。

○ 内容が１枚の様式中に収まらない場合、「合計」欄は、最後のページにのみ記入してくだ

さい。

○○
○○○○
○○大会

大会大会
大会（

（（
（県政報告会

県政報告会県政報告会
県政報告会）

））
）

　
　　
　甲野一郎政経

甲野一郎政経甲野一郎政経
甲野一郎政経セミナー

セミナーセミナー
セミナー（3

（3（3
（3月

月月
月）

））
）

　
　　
　その

そのその
その他

他他
他の

のの
の催物事業

催物事業催物事業
催物事業

 「
 「 「
 「○○

○○○○
○○だより

だよりだより
だより」

」」
」発行事業

発行事業発行事業
発行事業

平成30年3月1日 福岡市博多区
平成30年3月1日 福岡市博多区平成30年3月1日 福岡市博多区
平成30年3月1日 福岡市博多区○○

○○○○
○○１

１１
１丁目

丁目丁目
丁目３

３３
３－

－－
－２ 

２ ２ 
２ ▲▲

▲▲▲▲
▲▲ホテル

ホテルホテル
ホテル□□

□□□□
□□の

のの
の間

間間
間

平成30年9月1日 福岡市中央区
平成30年9月1日 福岡市中央区平成30年9月1日 福岡市中央区
平成30年9月1日 福岡市中央区××

××××
××町

町町
町５

５５
５丁目

丁目丁目
丁目１

１１
１－

－－
－７ 

７ ７ 
７ □□

□□□□
□□会館

会館会館
会館●●

●●●●
●●の

のの
の間

間間
間

　
　　
　甲野一郎政経

甲野一郎政経甲野一郎政経
甲野一郎政経セミナー

セミナーセミナー
セミナー（9

（9（9
（9月

月月
月）

））
）

 「
 「 「
 「○○

○○○○
○○座談会

座談会座談会
座談会」

」」
」開催事業

開催事業開催事業
開催事業

　
　　
　甲野一郎君

甲野一郎君甲野一郎君
甲野一郎君を

をを
を囲

囲囲
囲む

むむ
む新春

新春新春
新春の

のの
の集

集集
集い

いい
い

平成30年1月28日 福岡市中央区
平成30年1月28日 福岡市中央区平成30年1月28日 福岡市中央区
平成30年1月28日 福岡市中央区××

××××
××町

町町
町５

５５
５丁目

丁目丁目
丁目１

１１
１－

－－
－７ 

７ ７ 
７ □□

□□□□
□□会館

会館会館
会館●●

●●●●
●●の

のの
の間

間間
間

備　　　　考　（※政治資金パーティの場合は要記入）事　業　の　種　類

本 頁 上 記 の 小 計

○

「政治資金パーティー」とは、対価を徴して行われる催物で、収入金額から開催経費

を差し引いた残額を、政治活動に使用することとされているもののことを言います。

○ 機関誌紙の発行事業及び政治資金パーティー開催事業以外の事業については「○○開催事

業」「その他の催物事業」などとして記入してください。

（同じ名称のパーティーを期日や開催地区を変えて行った場合は、区別できるようにしてください）

○

○

政治資金パーティー開催による収入の場合、「○○パーティー」「▲▲パーティー」など

のように、開催したパーティーごとに分けて記入し、備考欄には開催年月日、開催会場の

所在地、開催会場名（部屋の名前も含む。）を記入してください。

・様式（その10）… パーティー収入が１千万以上である政治資金パーティーについて記入

○

◇

事業の種類ごとに、その年間の収入金額を記入してください。

機関誌紙の発行事業による収入の場合、「○○機関紙発行事業」「▲▲機関雑誌発行事

業」などのように、発行物ごとに分けて記入してください。

合     　 計

（収入から経費を差し引いて計上しないでください）

・様式（その12）… 20万円を超えてパーティーの対価の支払いのあっせんをした者がある場合に記入

・様式（その11）… 20万円を超えてパーティーの対価を支払った者がある場合に記入

◇

（催し物の具体的な名称などを記載する場合は、備考欄に記入するようにしてください）

政治資金パーティーに関する収入の場合は、必ず備考欄に所定の事項を記入してくだ

さい。部屋の名前の記載漏れが多いので、注意してください。

　政治資金パーティーによる収入である場合は、「事業の種類」欄には政治資金パーティーの名称を、「金額」欄には収入の金額（パーティー券のその年の売上額）を、「備

考」欄には、開催年月日、開催会場の所在地、開催会場を記載すること。

　政治資金パーティーを他の政治団体と共同で開催した場合にあっては、その旨及び当該他の政治団体の名称を「備考」欄に記載すること。

　また、収入が１千万円以上である政治資金パーティー（＝「特定パーティー」）については、（その１０）も記載すること。

※

事業収入
事業収入事業収入
事業収入

政治資金パーティー以外の収入の場合は、備考欄に開催日や開催会場等を記載する必

要はありません。

◇

金　　　　　　　　額
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(その４)

（４）　借　　入　　金

十億 百万

5
55
5 0

00
0

千

0
00
0 0

00
0 0

00
0

円

0
00
0

2
22
2 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0

7
77
7 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0

7
77
7 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0

 
※

（その４）借入金　　主な注意事項

本 頁 上 記 の 小 計

○ 借入先ごとに年間の借入金の合計額を記載してください。

　借入先ごとの金額を記載するものとし、借入先については具体的に記載すること。

合     　 計

備　　　　　　考

○

○

一の借入先に対する借入金残高が100万円を超える場合は、様式（その17）（その

18）に「借入金あり」として記入が必要になりますので注意してください。

借入金
借入金借入金
借入金

借　　入　　先 金　　　　　　　　額

　
　　
　乙銀行

乙銀行乙銀行
乙銀行（Ｂ

（Ｂ（Ｂ
（Ｂ支店

支店支店
支店）

））
）

　
　　
　甲銀行

甲銀行甲銀行
甲銀行（Ａ

（Ａ（Ａ
（Ａ支店

支店支店
支店）

））
）

◇

平成
平成平成
平成○

○○
○年

年年
年○

○○
○月

月月
月○

○○
○日

日日
日、

、、
、▲

▲▲
▲月

月月
月▲

▲▲
▲日

日日
日

平成
平成平成
平成○

○○
○年

年年
年●

●●
●月

月月
月●

●●
●日

日日
日

「借入先」欄には「○○銀行（○○支店）」のように具体的な借入先を記入してくださ

い。

「備考」欄には、借り入れを行った年月日を記入してください。

○ 内容が１枚の様式中に収まらない場合、「合計」欄は、最後のページにのみ記入してくだ

さい。
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(その５)

（５）本部又は支部から供与された交付金に係る収入

十億

1
11
1

百万

0
00
0 0

00
0 0

00
0

千

0
00
0 0

00
0 0

00
0

円

0
00
0

5
55
5 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0

5
55
5 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0

5
55
5 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0

5
55
5 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0

2
22
2 1

11
1 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0

2
22
2 1

11
1 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0

※

（その５）本部又は支部から供与された交付金　　主な注意事項

H30.2.1
H30.2.1H30.2.1
H30.2.1

福岡市
福岡市福岡市
福岡市○○

○○○○
○○区

区区
区 ○○2

○○2○○2
○○2丁目3-3

丁目3-3丁目3-3
丁目3-3

金　　　　　　　　額

H30.10.1
H30.10.1H30.10.1
H30.10.1

H30.6.1
H30.6.1H30.6.1
H30.6.1

〃
〃〃
〃 〃

〃〃
〃

〃
〃〃
〃

備    考

○○5
○○5○○5
○○5丁目5-5

丁目5-5丁目5-5
丁目5-5

〃
〃〃
〃

交付金を供与した本部又は支部の名称

〃
〃〃
〃

○○
○○○○
○○党福岡県本部

党福岡県本部党福岡県本部
党福岡県本部

〃
〃〃
〃

〃
〃〃
〃

○○
○○○○
○○党北九州支部

党北九州支部党北九州支部
党北九州支部

主たる事務所の所在地年月日

〃
〃〃
〃

H30.6.10
H30.6.10H30.6.10
H30.6.10

〃
〃〃
〃

H30.1.20
H30.1.20H30.1.20
H30.1.20

北九州市
北九州市北九州市
北九州市○○

○○○○
○○区

区区
区

◇

○

(例) 東京都港区○○１丁目１－１

神奈川県横浜市中区○○２丁目２－２

福岡市博多区○○３丁目３－３

筑紫郡那珂川町○○４－４

○

◇

○

同一の本部又は支部からの分は続けて記載し、同一団体内では日付順に並ぶように記入し

てください。

○

政党支部が本部や同じ政党の支部から寄附を受けた場合は「政治団体からの寄附」で

なく、この様式に計上してください。

※

貴団体の本部又は支部から供与された金額について、団体ごと、収入日ごとに記入してく

ださい。

○

公職の候補者の後援会の場合、政党から受けた寄附をこの様式に計上しないでくださ

い。

（後援会と政党の関係は、本部と支部の関係ではありません。）

「交付金を供与した本部又は支部の名称」は、正確に記入してください。

（たとえ関係団体であっても、本部と支部の関係にない場合は該当はありません。）

本 頁 上 記 の 小 計

内容が１枚の様式中に収まらない場合、「合計」欄は、最後のページにのみ記入してくだ

さい。

本部が支部から受けた収入、支部が本部から受けた収入のほか、支部が他の支部から受け

た収入も計上してください。

本部・支部交付金
本部・支部交付金本部・支部交付金
本部・支部交付金

合     　 計

 貴団体の本部又は支部から受け入れる対価を伴わない収入については、すべてこの様式に記載すること。

◇

「主たる事務所の所在地」欄については、県外にあっては都道府県名か

ら、県内にあっては市郡名から記入してください。

本部や支部を有しない団体は、この様式の該当はありません。
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(その６)

（６）そ　の　他　の　収　入

十億 百万

1
11
1 3

33
3

千

0
00
0 0

00
0 0

00
0

円

0
00
0

6
66
6 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0

6
66
6 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0

2
22
2 5

55
5 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0

1
11
1 2

22
2 0

00
0

2
22
2 5

55
5 0

00
0 1

11
1 2

22
2 0

00
0

（その６）その他の収入　　主な注意事項

社会通念上、報酬や対価、使用料等が支払われることが相当であるべきものを、無償

で相手方に提供しているような場合は「金銭以外のものによる寄附」に該当します。

「２　収入項目別金額の内訳」(１)～(５)に計上した収入以外のものについて、様式（そ

の２）～（その５）までに計上した収入以外のものについて計上してください。

　
　　
　上半期分

上半期分上半期分
上半期分（

（（
（○○

○○○○
○○会使用分

会使用分会使用分
会使用分）

））
）

金銭以外
金銭以外金銭以外
金銭以外のものによる

のものによるのものによる
のものによる寄附相当分

寄附相当分寄附相当分
寄附相当分

備　　　　　　考

　
　　
　○○

○○○○
○○の

のの
の無償提供

無償提供無償提供
無償提供（

（（
（○

○○
○日分

日分日分
日分）

））
）

金　　　　　　　　額

事務所使用料
事務所使用料事務所使用料
事務所使用料

　
　　
　下半期分

下半期分下半期分
下半期分（

（（
（○○

○○○○
○○会使用分

会使用分会使用分
会使用分）

））
）〃

〃〃
〃

摘　　　　　　　要

○

その他収入
その他収入その他収入
その他収入

１件あたりの収入金額が10万円未満のものについては、合算して「１件10万円未満のも

の」欄に計上してください。

　　　　　　　　（○○負担金、○○使用料、敷金払戻金、○○売却代など）

１件あたりの収入金額が10万円以上のものについては、収入日ごとにその内容を次の要領

で記入してください。

・「摘要」欄　　当該収入の基因となった事実を記入

（同一の金融機関の預金利息など、１件について年に数回の収入がある場合は、それらを合算して10万円未満

　であるか否かを判断してください。）

○

○

１件10万円以上の収入については、個別に内容を記載し、それ以外のも

のについては、一括して「１件10万円未満のもの」欄に合算して計上す

ること。

なお、預金利子については、同一金融機関の同一種類の預金利子であれ

ば、証書番号が異なっていても、まとめて１件とし、その利子の合計額

が10万円以上であれば、収入年月日ごとに内訳を記載すること。

※

１件10万円未満のもの

合     　 計

本 頁 上 記 の 小 計

・「金額」欄　　収入した金額を記入

・「備考」欄　　収入日など、その他参考となる事項を記入

◇

◇ 金銭以外のものによる寄附（物品の提供や、労務の無償提供など）を団体が行った場

合は、時価で見積もった額を支出に計上するとともに、その寄附相当額について、こ

の様式に「金銭以外のものによる寄附相当分」として計上する必要があります。

○ 内容が１枚の様式中に収まらない場合、「１件10万円未満のもの」及び「合計」欄は、最

後のページにのみ記入してください。
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(その７)

（７）寄　附　の　内　訳　（寄附者の区分ごとに別葉とすること）
□個人 □法人その他の団体 □政治団体

十億 百万

7
77
7 0

00
0

千

0
00
0 0

00
0 0

00
0

円

0
00
0

1
11
1 5

55
5 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0

1
11
1 4

44
4 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0

2
22
2 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0

4
44
4 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0

7
77
7 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0

1
11
1 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0

4
44
4 7

77
7 3

33
3 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0

2
22
2 4

44
4 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0

4
44
4 9

99
9 7

77
7 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0

※

（その７）寄附の内訳　　主な注意事項

備　考

県議会議員
県議会議員県議会議員
県議会議員H30.1.10

H30.1.10H30.1.10
H30.1.10

〃
〃〃
〃

○○1
○○1○○1
○○1丁目3-5

丁目3-5丁目3-5
丁目3-5

○

「住所（所在地）」欄については、市郡名から記入してください。ただ

し、住所（所在地）が福岡県外である場合は「都道府県名」から記入して

ください。

○

対価を支払うべきことが、社会通念上相当であるものについて、無償で提供を受けた場合

は、「金銭以外のものによる寄附」を受けたことになりますので、時価を見積もって計上

のうえ、無償提供である旨を備考欄に記入してください。

住所（団体にあっては主たる

事務所の所在地）

年月日

寄附者の氏名

会社役員
会社役員会社役員
会社役員

熊本県熊本市
熊本県熊本市熊本県熊本市
熊本県熊本市△△

△△△△
△△区
区区
区

会社員
会社員会社員
会社員

○○2
○○2○○2
○○2丁目13-4

丁目13-4丁目13-4
丁目13-4

福岡市〇〇区
福岡市〇〇区福岡市〇〇区
福岡市〇〇区

　　
　　　　
　　甲野

甲野甲野
甲野　

　　
　一郎

一郎一郎
一郎

「住所」欄については、県外にあっては都道府県名から、県内にあって

は市郡名から記入してください。

(例) 東京都港区○○１丁目１－１

神奈川県横浜市中区○○２丁目２－２

福岡市博多区○○３丁目３－３

筑紫郡那珂川町○○４－４

金　　　　額

佐賀県
佐賀県佐賀県
佐賀県○○

○○○○
○○市

市市
市

本 頁 上 記 の 小 計

○

合     　 計

○

寄附者の区分

職業（団体にあっ

ては、代表者の氏

名）

※

自営業
自営業自営業
自営業

H30.7.1
H30.7.1H30.7.1
H30.7.1 農

農農
農　

　　
　業

業業
業

〃
〃〃
〃

　　
　　　　
　　戊森

戊森戊森
戊森　

　　
　千恵

千恵千恵
千恵

〃
〃〃
〃

○○3
○○3○○3
○○3丁目5-1

丁目5-1丁目5-1
丁目5-1

 個々の寄附の内容を記入

　※寄附者の氏名・名称の50音順で記入

　※同一の寄附者の中では日付順に記入

「その他の寄附」欄に金額のみを合算して記入

寄附金控除の確認を受けることができるのは「個人からの寄附」で次の要件を満たす寄附のみです。

特定寄附（公職の候補者本人が政党から受けた寄附を自己の資金管理団体に寄附するも

の）については、氏名の前に「　　」を記載してください。

※

すべて

寄附の内訳
寄附の内訳寄附の内訳
寄附の内訳

右上の「寄附者の区分」欄は、該当するものいずれか一つの「□」にチェックを入れてく

ださい。

①設立届等で課税上の優遇措置の適用「有」と届出している団体へされたもの。

　　（政党支部、国会議員、知事、県議、政令市市長、政令市市議の後援団体など）

　※　現職でない者の後援団体の場合は、被後援者が選挙に立候補した年とその前年のものに限られる。

②収支報告書に内容（寄附者の氏名・住所等）が記載されているもの。

(団体にあっては、その名称)

H30.10.2
H30.10.2H30.10.2
H30.10.2

　　　　〃
　　　　〃　　　　〃
　　　　〃

H30.6.25
H30.6.25H30.6.25
H30.6.25　　

　　　　
　　乙川

乙川乙川
乙川　

　　
　次郎

次郎次郎
次郎

　　
　　　　
　　丙山

丙山丙山
丙山　

　　
　三郎

三郎三郎
三郎

　　　　〃
　　　　〃　　　　〃
　　　　〃

〃
〃〃
〃

○○
○○○○
○○市

市市
市 ○○1

○○1○○1
○○1丁目3-5

丁目3-5丁目3-5
丁目3-5

〃
〃〃
〃H30.2.5

H30.2.5H30.2.5
H30.2.5

・寄附金控除の確認を受けるもの

　（個人からの寄附の一部のみ該当）

・寄附金控除の確認を受けないもの

・会社等からの寄附

・政治団体からの寄附

年間の寄附額が５万円

超（50,001円以上）

年間の寄附額が

５万円以下

（この場合、経理上の処理として、同額を支出側の「その他の経費」に計上することになります）

○

○

糟屋郡
糟屋郡糟屋郡
糟屋郡○○

○○○○
○○町

町町
町

事務所
事務所事務所
事務所の

のの
の無償提
無償提無償提
無償提

供
供供
供

寄附者の区分ごとに内容が１枚の様式中に収まらない場合、「その他の寄附」及び「合

計」欄は、最後のページにのみ記入してください。

大字
大字大字
大字○○100

○○100○○100
○○100番地

番地番地
番地

〃
〃〃
〃

様式（その２）に計上した寄附のうち、「個人からの寄附」「法人その他の団体からの寄

附」「政治団体からの寄附」について、その内訳を様式右上の「寄附者の区分」ごとに

別々の用紙にして記入してください。

　　
　　　　
　　丁島

丁島丁島
丁島　

　　
　百花

百花百花
百花

H30.9.27
H30.9.27H30.9.27
H30.9.27

H30.8.9
H30.8.9H30.8.9
H30.8.9

　同一の者からの寄附で年間５万円を超えるものについては、内訳を記載すること。なお、５万円以下の寄附であっても、必要に応じて記載して差し支えないが、５万円以

下の寄附については、一括してその合計額を「その他の寄附」欄（下から２行目）に記載することができる。

そ の 他 の 寄 附

○

個々の寄附の内容（寄附者の氏名・住所等）は、次の区分により記入してください。

✓
✓✓
✓

特
特特
特

特
特特
特

特
特特
特
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(その８)

（８）寄附のうち寄附のあっせんによるものの内訳

十億 百万

2
22
2 0

00
0

千

0
00
0 0

00
0 0

00
0

円

0
00
0

2
22
2 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0

0
00
0

2
22
2 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0

(その９)

（９）政党匿名寄附の内訳

十億 百万

9
99
9

千

7
77
7 3

33
3 0

00
0

円

0
00
0

1
11
1 2

22
2 3

33
3 3

33
3 5

55
5 0

00
0

2
22
2 2

22
2 0

00
0 6

66
6 5

55
5 0

00
0

2
22
2 2

22
2 0

00
0 6

66
6 5

55
5 0

00
0

※

（その８）寄附のうち寄附のあっせんによるものの内訳

（その９）政党匿名寄附の内訳　　　　　　　　　　　　　主な注意事項

「住所」欄については、県外にあっては都道府県名から、県内にあって

は市郡名から記入してください。

(例) 東京都港区○○１丁目１－１

神奈川県横浜市中区○○２丁目２－２

福岡市博多区○○３丁目３－３

筑紫郡那珂川町○○４－４

政党匿名寄附
政党匿名寄附政党匿名寄附
政党匿名寄附

寄附あっせん
寄附あっせん寄附あっせん
寄附あっせん

※

○○
○○○○
○○市

市市
市 ○○2

○○2○○2
○○2丁目1-1

丁目1-1丁目1-1
丁目1-1

H30.10.1
H30.10.1H30.10.1
H30.10.1

金　　　　額

福岡市
福岡市福岡市
福岡市○○

○○○○
○○区

区区
区○○
○○○○
○○町

町町
町２
２２
２番地
番地番地
番地○○

○○○○
○○駅前街頭

駅前街頭駅前街頭
駅前街頭

○○
○○○○
○○郡

郡郡
郡○○

○○○○
○○町

町町
町３

３３
３番地

番地番地
番地○○

○○○○
○○会館

会館会館
会館○○

○○○○
○○の

のの
の間

間間
間

備　　　考

合     　 計

そ の 他 の 寄 附

○ 様式（その８）については、様式（その７）に準じて記入してください。

H30.5.1
H30.5.1H30.5.1
H30.5.1

H30.4.1
H30.4.1H30.4.1
H30.4.1

様式（その９）は、政党（の支部）以外の団体には該当がありません。

年月日

寄附のあっせん者の氏名

提　供

年月日

□個人
寄附のあっせん者の区分

(団体にあっては、その名称)

□法人その他の団体 □政治団体

備考

職業（団体にあ

っては、代表者の

氏名）

住所（団体にあっては主た

る事務所の所在地）

丙野
丙野丙野
丙野　

　　
　八郎
八郎八郎
八郎

政党匿名寄附を受けた場所 金　　　　額

集めた

期　間

H30.9.1
H30.9.1H30.9.1
H30.9.1～9.30

～9.30～9.30
～9.30

○○
○○○○
○○政治連盟

政治連盟政治連盟
政治連盟

様式（その２）に計上した寄附のうち、「寄附のあっせんによるもの」「政党匿名寄附」

について、それぞれの様式に記入してください。

○

○

　同一の日に同一の場所で受けた寄附ごとに、その金額の合計額並びに年月日及び場所を記載すること。

　場所の記載については、「福岡市中央区天神２丁目○○駅前街頭」等詳細を記載すること。

本 頁 上 記 の 小 計

合     　 計

本 頁 上 記 の 小 計

様式（その９）の「政党匿名寄附を受けた場所」の欄には、所在地及び具体的な会場名を

記入するようにしてください。

○

✓
✓✓
✓
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(その１０)

（10）機関紙誌の発行その他の事業による収入（その３）のうち特定パーティーの対価に係る収入の内訳

十億 百万

3
33
3 5

55
5 6

66
6

千

0
00
0 0

00
0 0

00
0

円

0
00
0 8

88
8 9

99
9

1
11
1 2

22
2 6

66
6 6

66
6 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0 2

22
2 1

11
1 1

11
1

1
11
1 6

66
6 2

22
2 2

22
2 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0

1
11
1 6

66
6 2

22
2 2

22
2 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0

※

（その10）特定パーティーの対価に係る収入の内訳　　主な注意事項

「開催場所」欄については、県外にあっては都道府県名から、県内に

あっては市郡名から記入し、会場名まで記入してください。

(例)

　様式その３のうち特定パーティーについて記載すること。

　前年以前の収入がある場合、備考欄に前年分の収入金額及び対価の支払をした者の数を記入すること。

　他の政治団体と共同で開催した場合にあっては、その旨及び当該他の政治団体の名称を備考欄に記載すること。

◇

○

東京都港区○○１丁目１－１　○○ホテル○○の間

神奈川県横浜市中区○○２丁目２－２　○○ホテル○○の間

福岡市博多区○○３丁目３－３　○○ホテル○○の間

筑紫郡那珂川町○○４－４　○○会館○○の間

（収入が１千万円以上になると見込まれるパーティーも含まれます。）

様式（その３）に計上した政治資金パーティーの対価に係る収入のうち、その収入が１千

万円以上であるパーティー（特定パーティー）について記入してください。

○

内容が１枚の様式中に収まらない場合、「合計」欄は、最後のページにのみ記入してくだ

さい。

××
××××
××町

町町
町５

５５
５丁目

丁目丁目
丁目１

１１
１－

－－
－７ 

７ ７ 
７ □

□□
□

□
□□
□会館

会館会館
会館●●

●●●●
●●の

のの
の間

間間
間

一の特定パーティーの対価に係る収入が複数年にまたがってあった場合、「備考」欄に

は、前年以前において収入した金額及びその支払った者の数を記入してください。

○

合     　 計

※

「特定パーティーの名称」欄に記入するパーティーの名称は、様式（その３）に記入して

いる名称と同じになるようにしてください。

この様式には、収入が１千万円以上となる（ことが見込まれる）政治資金パーティー

のみが該当します。

H30.1.28
H30.1.28H30.1.28
H30.1.28

H30.3.1
H30.3.1H30.3.1
H30.3.1

特定パーティーの名称

対価の支払をした者の数

対価に係る収入の金額 開催年月日

福岡市博多区
福岡市博多区福岡市博多区
福岡市博多区

甲野一郎君
甲野一郎君甲野一郎君
甲野一郎君を

をを
を囲

囲囲
囲む

むむ
む新春

新春新春
新春の

のの
の集

集集
集い

いい
い

8,000,000円
8,000,000円8,000,000円
8,000,000円

200人
200人200人
200人

○○
○○○○
○○１

１１
１丁目

丁目丁目
丁目３

３３
３－

－－
－２ 

２ ２ 
２ ▲▲

▲▲▲▲
▲▲

ホテル
ホテルホテル
ホテル□□

□□□□
□□の

のの
の間

間間
間

備　考

福岡市中央区
福岡市中央区福岡市中央区
福岡市中央区

本 頁 上 記 の 小 計

甲野一郎政経
甲野一郎政経甲野一郎政経
甲野一郎政経セミナー

セミナーセミナー
セミナー（3

（3（3
（3月

月月
月）

））
）

◇ 収入が複数年にまたがって発生するもの（年末年始に開催されるパーティーなど）に

ついては、そのパーティーに関する各年の収入を合算して１千万円以上になるかどう

かで、記入が必要であるか否かを判断してください。

「開催場所」欄については、所在地及び開催会場（部屋の名前も含む。）について記入し

てください。

なお、所在地が福岡県外である場合は「都道府県名」から記入してください。

開催場所

特パ収入内訳
特パ収入内訳特パ収入内訳
特パ収入内訳

○

○
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(その１１)

（11）政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳

□個人 □法人その他の団体 □政治団体

十億 百万

3
33
3 0

00
0

千

0
00
0 0

00
0 0

00
0

円

0
00
0

2
22
2 1

11
1 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0

4
44
4 5

55
5 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0

9
99
9 6

66
6 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0

9
99
9 6

66
6 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0

※

(その１２) 

（12）政治資金パーティーの対価に係る収入のうち

　　　対価の支払のあっせんによるものの内訳

□個人 □法人その他の団体 □政治団体

十億 百万

3
33
3 0

00
0

千

0
00
0 0

00
0 0

00
0

円

0
00
0

3
33
3 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0

3
33
3 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0

（その11）政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳

（その12）政治資金パーティーの対価のあっせんに係る収入の内訳　　主な注意事項

　様式その３のうち一つの政治資金パーティーにおいて、同一の者からの対価の支払でその金額の合計額が２０万円を超えるものについて記載すること。

　前年以前の支払いをした者がある場合、備考欄に前年分の支払金額及び年月日を記載すること。

※

○×
○×○×
○×工業

工業工業
工業（

（（
（株

株株
株）

））
）

△△3
△△3△△3
△△3丁目3-3

丁目3-3丁目3-3
丁目3-3

職業（団体にあ

っては、代表者の

氏名）

○○1
○○1○○1
○○1丁目1-1

丁目1-1丁目1-1
丁目1-1

○○
○○○○
○○政治連盟

政治連盟政治連盟
政治連盟

H30.8.1
H30.8.1H30.8.1
H30.8.1

金　　　　　額

本 頁 上 記 の 小 計

（
（（
（株

株株
株）

））
）○○

○○○○
○○商事

商事商事
商事

福岡市
福岡市福岡市
福岡市○○

○○○○
○○区

区区
区

対価の支払のあっせん者の氏名

(団体にあっては、その名称)

合     　 計

H30.8.2
H30.8.2H30.8.2
H30.8.2

住所（団体にあっては主たる事

務所の所在地）

熊本県熊本市
熊本県熊本市熊本県熊本市
熊本県熊本市△△

△△△△
△△区
区区
区

H30.8.3
H30.8.3H30.8.3
H30.8.3

△△
△△△△
△△産業

産業産業
産業（

（（
（株

株株
株）

））
）

東京都
東京都東京都
東京都□□

□□□□
□□区

区区
区

(団体にあっては、その名称)

金　　　　　額

□□2
□□2□□2
□□2丁目2-2

丁目2-2丁目2-2
丁目2-2

年月日

対価の支払をした者の氏名

Ａ
ＡＡ
Ａ村
村村
村　
　　
　一夫
一夫一夫
一夫

備　考

政治資金パーティーの名称

　
　　
　甲野一郎政経

甲野一郎政経甲野一郎政経
甲野一郎政経セミナー

セミナーセミナー
セミナー（9

（9（9
（9月

月月
月）

））
）

Ｃ
ＣＣ
Ｃ村
村村
村　
　　
　三夫
三夫三夫
三夫

Ｂ
ＢＢ
Ｂ村
村村
村　
　　
　二夫
二夫二夫
二夫

職業（団体にあ

っては、代表者の

氏名）

○○
○○○○
○○１

１１
１丁目
丁目丁目
丁目２

２２
２－
－－
－３
３３
３

パ収入内訳
パ収入内訳パ収入内訳
パ収入内訳

福岡市
福岡市福岡市
福岡市△△

△△△△
△△区

区区
区

　
　　
　甲野一郎政経

甲野一郎政経甲野一郎政経
甲野一郎政経セミナー

セミナーセミナー
セミナー（9

（9（9
（9月

月月
月）

））
）

政治資金パーティーの名称

住所（団体にあっては、主

たる事務所の所在地）

提　供

年月日

Ｄ
ＤＤ
Ｄ村
村村
村　
　　
　四夫
四夫四夫
四夫

集めた

期　間

H30.7.1
H30.7.1H30.7.1
H30.7.1～7.31

～7.31～7.31
～7.31

※

パ収入あっせん
パ収入あっせんパ収入あっせん
パ収入あっせん

様式（その３）に計上した政治資金パーティーの対価に係る収入のうち、同一の者からの

支払い（対価のあっせん）で、その合計が20万円を超えるもの（200,001円以上のもの）に

ついて記入してください。

「住所」欄については、県外にあっては都道府県名から、県内にあって

は市郡名から記入してください。

○

本 頁 上 記 の 小 計

政治資金パーティー及び対価の支払をした者の区分（対価の支払のあっせん者の区分）ご

とに別々の用紙にして記入してください。

○

○

区分ごとに内容が１枚の様式中に収まらない場合、「合計」欄は、各区分の最後のページ

にのみ記入してください。

「対価の支払をした者の区分」（「対価の支払のあっせん者の区分」）欄は、該当するも

のいずれか一つの「□」にチェックを入れてください。

H30.8.1
H30.8.1H30.8.1
H30.8.1

備考

対価の支払をした者の区分

「住所」欄については、県外にあっては都道府県名から、県内にあって

は市郡名から記入してください。

対価の支払のあっせん者の区分

○ 「政治資金パーティーの名称」欄に記載する政治資金パーティーの名称は、様式（その

３）に記入している名称と同じになるようにしてください。

合     　 計

（同一の者からの支払いが20万円までのものについては記入の必要はありませんが、必要に応じて記入する

　のは差し支えありません。）

○

✓
✓✓
✓

✓
✓✓
✓
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(その１３)

３　支出項目別金額の内訳
３　支出項目別金額の内訳３　支出項目別金額の内訳
３　支出項目別金額の内訳

（１）支出の総括表

　１　経常経費

十億 百万 千 円

（１） 人件費

1
11
1 8

88
8 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0

⑥

（２） 光熱水費

2
22
2 8

88
8 8

88
8 5

55
5 6

66
6 7

77
7

⑦

（３） 備品・消耗品費

1
11
1 5

55
5 4

44
4 5

55
5 0

00
0 0

00
0 0

00
0

⑧

（４） 事務所費

1
11
1 7

77
7 4

44
4 0

00
0 2

22
2 4

44
4 0

00
0

⑨

小　　　計

5
55
5 3

33
3 7

77
7 3

33
3 8

88
8 0

00
0 7

77
7

⑩（⑥～⑨の計）

　２　政治活動費

項目ごとにその１５に内訳を記載すること

（１） 組織活動費

7
77
7 0

00
0 6

66
6 7

77
7 6

66
6 2

22
2 3

33
3

⑪

（２） 選挙関係費

1
11
1 7

77
7 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0

⑫

（３） 機関紙誌の発行その他の事業費

9
99
9 1

11
1 8

88
8 4

44
4 3

33
3 0

00
0 0

00
0

⑬（ア＋イ＋ウ＋エ）

　ア　機関紙誌の発行事業費

8
88
8 8

88
8 1

11
1 3

33
3 0

00
0 0

00
0

　イ　宣伝事業費

2
22
2 9

99
9 2

22
2 0

00
0 3

33
3 0

00
0 0

00
0

　ウ　政治資金パーティー開催事業費

4
44
4 7

77
7 3

33
3 9

99
9 2

22
2 0

00
0 0

00
0

　エ　その他の事業費

6
66
6 4

44
4 3

33
3 5

55
5 0

00
0 0

00
0

（４） 調査研究費

3
33
3 4

44
4 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0

⑭

（５） 寄附・交付金

3
33
3 1

11
1 2

22
2 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0

⑮

（６） その他の経費

5
55
5 5

55
5 6

66
6 0

00
0 0

00
0 0

00
0

⑯

小　　　計

2
22
2 0

00
0 4

44
4 3

33
3 7

77
7 9

99
9 2

22
2 3

33
3

⑰(⑪～⑯の計)

　合　　　計

2
22
2 5

55
5 8

88
8 1

11
1 1

11
1 7

77
7 3

33
3 0

00
0

⑩＋⑰

※　支出先が当該団体の本部又は支部であるものについては、項目ごとの額を備考欄に記入し、併せてその内訳を

（その13）支出の総括表　　主な注意事項

（１）人件費

（２）光熱水費

（３）備品・消耗品費

（４）事務所費

（１）組織活動費

（２）選挙関係費

（３）ア 機関誌紙の発行事業費

　　　イ 宣伝事業費

　　　ウ 政治資金パーティー開催事業費

　　　エ その他の事業費

（４）調査研究費

（５）寄附・交付金

（６）その他の経費

1,030,000
1,030,0001,030,000
1,030,000

項目ごとに支出の内訳を

様式（その15）に記入

国会議員関係政治団体

（支出が０円であれば記入の必要はありません。）

30,000
30,00030,000
30,000

支出が１円でもある場合は、この様式を必ず記入してください。

1,000,000
1,000,0001,000,000
1,000,000

○

備　　　　考

（※）

左記以外の団体

項目ごとに支出の内訳を

様式（その14）に記入

○

項目ごとに支出の内訳を

様式（その15）に記入

「合計」欄の額が、様式（その２）に計上した「支出総額」と一致しているか必ず確認し

てください。

　　様式その１６により報告すること。

政

治

活

動

費

本部又は支部に対して供与した交付金については、該当する支出項目の備

考欄にその額を記入し、内訳を様式（その16）に記入してください。

　　に限られます。

　※その14に記入が必要なのは「資金管理団体」又は「国会議員関係政治団体」であった期間中の支出

項　目

☆支出がある場合には、本様式は必須となる。

1,030,000
1,030,0001,030,000
1,030,000

○

「資金管理団体」又は「国会議員関係政治団体」である期間

中の支出は、項目（人件費を除く）ごとにその１４に内訳を記

載すること

○

項　　　　　　　　目 金　　　　　額

内訳の記入不要

支出の内訳については、次の区分により所定の様式に記入してください。

経

常

経

費

及び資金管理団体
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(その１４)

十億 百万

5
55
5

千

5
55
5

0
00
0 0

00
0

円

0
00
0

5
55
5 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0

4
44
4 5

55
5 0

00
0 0

00
0

4
44
4 5

55
5 0

00
0 0

00
0

4
44
4 5

55
5 0

00
0 0

00
0

4
44
4 5

55
5 0

00
0 0

00
0

4
44
4 5

55
5 0

00
0 0

00
0

4
44
4 5

55
5 0

00
0 0

00
0

4
44
4 5

55
5 0

00
0 0

00
0

4
44
4 5

55
5 0

00
0 0

00
0

4
44
4 5

55
5 0

00
0 0

00
0

4
44
4 5

55
5 0

00
0 0

00
0

4
44
4 5

55
5 0

00
0 0

00
0

4
44
4 5

55
5 0

00
0 0

00
0

1
11
1 5

55
5 9

99
9 0

00
0 0

00
0 0

00
0

1
11
1 3

33
3 8

88
8 6

66
6 0

00
0 0

00
0 0

00
0

1
11
1 5

55
5 4

44
4 5

55
5 0

00
0 0

00
0 0

00
0

※

（その14）経常経費の内訳　　主な注意事項

(団体にあっては、主たる事務所の所在地)

H30.5.5
H30.5.5H30.5.5
H30.5.5 〃

〃〃
〃

〃
〃〃
〃

〃
〃〃
〃

H30.9.5
H30.9.5H30.9.5
H30.9.5

〃
〃〃
〃

〃
〃〃
〃

H30.5.2
H30.5.2H30.5.2
H30.5.2

H30.1.5
H30.1.5H30.1.5
H30.1.5

支出の目的 金　　　　額

支出を受けた者の住所

少額の支出については、「その他の支出」欄にその合計額を記入してください。「領収書

等の写し」の添付は不要です。

資金管理団体

〃
〃〃
〃

〃
〃〃
〃

〃
〃〃
〃H30.8.5

H30.8.5H30.8.5
H30.8.5

H30.7.5
H30.7.5H30.7.5
H30.7.5

〃
〃〃
〃

〃
〃〃
〃

〃
〃〃
〃

備品
備品備品
備品・

・・
・消耗品費

消耗品費消耗品費
消耗品費

机
机机
机の

のの
の購入

購入購入
購入

用紙購入費
用紙購入費用紙購入費
用紙購入費

〃
〃〃
〃

〃
〃〃
〃

〃
〃〃
〃

〃
〃〃
〃

※

※

項目別区分

〃
〃〃
〃

〃
〃〃
〃

〃
〃〃
〃

１件５万円以上の支出は、個々の内容（支出の目的、金額、年月日、支払先等）を記載し、その領収書等の写しを添付すること。

ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず１件１万円超の支出について個々の内容を記載し、その領収書等の写しを添付すること。

これら以外の少額の支出については、一括して「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。

そ の 他 の 支 出

〃
〃〃
〃 〃

〃〃
〃

本 頁 上 記 の 小 計

１件１万円以下

〃
〃〃
〃

○

国会議員関係政治団体

糟屋郡
糟屋郡糟屋郡
糟屋郡○○

○○○○
○○町大字

町大字町大字
町大字△△

△△△△
△△

○○
○○○○
○○新聞

新聞新聞
新聞

〃
〃〃
〃

〃
〃〃
〃

〃
〃〃
〃

H30.10.5
H30.10.5H30.10.5
H30.10.5

H30.11.5
H30.11.5H30.11.5
H30.11.5

H30.6.5
H30.6.5H30.6.5
H30.6.5

△△
△△△△
△△文具店

文具店文具店
文具店

※「１件」とは一の債権債務関係をいいます。詳しくは、78ページの説明を参照してください。

〃
〃〃
〃

※「領収書等の写し」については、78ページの説明を参照してください。

〃
〃〃
〃

H30.12.5
H30.12.5H30.12.5
H30.12.5

○

※「人件費」については、この様式（その14）に記入する必要はありません。

１件１万円超(10,001円以上)

○

（４）事務所費

この様式には、様式（その13）｢１経常経費｣中の(2)～(4)に計上した額のうち、「資金管

理団体」又は「国会議員関係政治団体」である期間中の支出について記入してください。

右上の「項目別区分」欄には、様式（その13）｢１経常経費｣中の(2)～(4)のいずれかの項

目名を記入してください。

（項目ごとに別々の用紙を使用してください。）

〃
〃〃
〃

支出を受けた者の氏名

H30.4.5
H30.4.5H30.4.5
H30.4.5

〃
〃〃
〃 〃

〃〃
〃

(団体にあっては、その名称)

１件５万円未満(49,999円以下)

資金管理団体

※「国会議員関係政治団体」かつ「資金管理団体」の場合は、「国会議員関係政治団体」の区分によります。

H30.7.1
H30.7.1H30.7.1
H30.7.1

新聞購読料
新聞購読料新聞購読料
新聞購読料

〃
〃〃
〃

○

この様式は、「国会議員関係政治団体」又は「資金管理団体」である期間中に係る人件

費以外の経常経費の支出について記載するものであること。

「項目別区分」欄には、その１３｢１経常経費｣中の(2)～(4)のいずれかの項目名を記載

すること。

○○
○○○○
○○市

市市
市○○
○○○○
○○町

町町
町○
○○
○番
番番
番○
○○
○号
号号
号

〃
〃〃
〃

〃
〃〃
〃

○

※「少額の支出」とは次の支出をいいます。

内容が１枚の様式中に収まらない場合、「その他の支出」欄及び「合計」欄は、各項目の

最後のページにのみ記入してください。

個々の支出の内容（支出の目的、金額、年月日、支払先等）については、次に該当する支

出について記入してください。「領収書等の写し」の添付が必要です。

（２）光熱水費

（３）備品・消耗品費 １件５万円以上

国会議員関係政治団体

合     　 計

○○
○○○○
○○家具

家具家具
家具 福岡市

福岡市福岡市
福岡市△△

△△△△
△△区

区区
区○○
○○○○
○○町

町町
町×
××
×番
番番
番○
○○
○号
号号
号

（該当の期間がない団体や、該当する支出がない団体の場合、本様式の記入の必要はありません。）

H30.3.5
H30.3.5H30.3.5
H30.3.5

H30.2.5
H30.2.5H30.2.5
H30.2.5

（２）経常経費（人件費を除く。）の内訳

備　考年月日

〃
〃〃
〃
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「１件あたりの支出」の考え方
「１件あたりの支出」の考え方「１件あたりの支出」の考え方
「１件あたりの支出」の考え方

「領収書等の写し」について
「領収書等の写し」について「領収書等の写し」について
「領収書等の写し」について

提出する書類

① その支出の「振込明細書」（写しに但書をした場

合はこの書類のみで領収書扱いとなる（②が不

要）。）

②「領収書等を徴し難かった支出の明細書」又は「振

込明細書に係る支出目的書」のいずれか

区　分

領収書等はないが、金融機関等の振込明細書があるもの

○

電気の使用料

○

○

契約期間の支払いの合計が５万円以上（１

万円超）となる場合は、各月の支払いを個

別に記入する。

契約期間は１年間など

契約の更新あり

賃料は月払い

経常経費の中で、毎月支払いが発生していると思われるものについての一般的な考え方は

次のとおりです。あくまで一般的な考え方ですので、収支報告書の記載に当たっては、そ

れぞれの契約内容・期間を確認して記入してください。

需給契約が成立した日から１年間

１年ごとに自動更新

料金は月払い

（例２）60,000円の物品を購入し、毎月5,000円ずつ分割払いした。

※

「領収書等の写し」は収支報告書とは別綴じにして提出してください。

電話使用料

当初からの支払いの合計が５万円（１万

円）に達したら、以後は少額であっても各

月の支払いを個別に記入する。

　　　　→ １回で60,000円分の売買をしているので、内容の記入が必要。

「１件」とは、一の債権債務関係（契約、売買等）のことをいいます。したがって、分割払

いや月賦払いの場合は、その支払総額で個々の内容の記入の要否を判断することになりま

す。

（例１）60,000円の物品を購入し、60,000円を支払った。

「領収書等の写し」は、収支報告書に記入している順番に並ぶように整理してください。

経常経費に関して支出の内訳の記入が必要なのは「国会議員関係政治団体」と「資金管理団体」のみです。

※

領収書等がない支出については、（領収書等の代わりに）次の書類を作成し提出してくだ

さい。

写しの綴には、団体名を記した表紙を付けてください（様式綴の最後に綴じた用紙も使用できます）。

　　　　→ １回で60,000円分の売買をしているので、内容（毎月の支払い内訳）の記入が必要。

【記入が必要な例】

収支報告書への記載契約等の一例

ガスの使用料

水道の使用料

需給契約が成立した日から解約の日まで

料金は月払い

事務所の家賃

括弧書きの「１万円」「１万円超」は、国会議員関係政治団体の場合です。

「写し」は、領収書等を複写機で複写（コピー）したものに限られます。

契約期間の支払いの合計が５万円以上（１

万円超）となる場合は、各月の支払いを個

別に記入する。

契約期間は半年間など

料金は月払い

新聞定期購読料

○

「領収書等」とは、支出の相手方が発行した、「支出の目的」、「金額」及び「年月日」が記載された支出

を証明する書類のことです。振込明細書などはこれに該当しません。

※

○

加入電話の提供を開始した日から起算して

１月間

１月ごとに自動更新

１枚の用紙（Ａ４判）に複数の「領収書等の写し」を入れる場合は、それぞれが重ならな

いようにしてください。

上記以外のもの（領収書等も振込明細書もないもの） ①「領収書等を徴し難かった支出の明細書」のみ

※

※

月の支払いの合計が５万円以上（１万円

超）となる場合は、各月の支払いを個別に

記入する。

　　　　→ １回で60,000円分の売買をしているので、内容（毎月の支払い内訳）の記入が必要。

（例３）5,000円の物品を12個一度に購入し、毎月5,000円ずつ分割払いした。

※

１年間（契約期間）の支払いの合計が５万

円以上（１万円超）となる場合は、各月の

支払いを個別に記入する。
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※

（その15）政治活動費の内訳　　主な注意事項（その１）

＜項目区分ごとの小分類の例＞

右上の「項目別区分」欄には、様式（その13）｢２政治活動費｣中の(1)～(6)(ただし(3)に

ついてはア～エ)のいずれかの項目名を記載し、括弧内については、団体の会計上の整理に

沿って、適宜小分類を記入してください。

（小分類ごとに別々の用紙を使用してください。）

金　　　　額 備　考

　　　エ その他の事業費

　　　ウ 政治資金パーティー開催事業費

 事業名（個別の事業ごとに分類）

　　　イ 宣伝事業費

項目区分（＝項目名）

（６）その他の経費

 研修会費、資料費、書籍購入費

選挙にあたって候補者個人へ選挙運動資金を提供（寄附）した場合については、「(５）寄

附・交付金」ではなく「(２）選挙関係費」で整理してください。

なお、候補者個人が支払った選挙運動に関する支出は、政治団体の収支報告には含まれま

せん。

※ 事務所の無償提供など「金銭以外のものによる寄附」を受けた場合については、その支出

相当額を「（６）その他の経費」に「金銭以外のものによる寄附相当分」として計上する

ようにしてください。

 遊説費、自動車購入・維持費、広告費、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成費

 機関誌紙名（印刷費、発送費等に分類しても可)

H30.2.20
H30.2.20H30.2.20
H30.2.20

H30.2.9
H30.2.9H30.2.9
H30.2.9

支出の目的

 組織対策費、大会費、行事費、渉外費、交際費

※

そ の 他 の 支 出

○

 パーティー名（パーティーごとに分類）

※

（４）調査研究費

（３）ア 機関誌紙の発行事業費

趣意書印刷費
趣意書印刷費趣意書印刷費
趣意書印刷費

小分類（括弧内）の例

(団体にあっては、その名称) (団体にあっては、主たる事務所の所在地)

○

支出を受けた者の住所

△△
△△△△
△△郵便局

郵便局郵便局
郵便局

支出を受けた者の氏名

○○
○○○○
○○市

市市
市○○

○○○○
○○町

町町
町○

○○
○番

番番
番○

○○
○号

号号
号

組織対策費
組織対策費組織対策費
組織対策費

　〃　
　〃　　〃　
　〃　発送費

発送費発送費
発送費

年月日

（３）政治活動費の内訳

糟屋郡
糟屋郡糟屋郡
糟屋郡○○

○○○○
○○町大字

町大字町大字
町大字○○

○○○○
○○

合     　 計

本 頁 上 記 の 小 計

「項目別区分」欄には、その１３｢２政治活動費｣中の(1)～(6)(ただし(3)についてはア

～エ)のいずれかの項目名を記載し、括弧内については、団体の会計上の整理に沿って、

適宜小分類を記載すること。

なお、政治資金パーティ開催事業費の場合は、括弧内にパーティ名を記載し、個々の

パーティごとに別葉とすること。

○○
○○○○
○○印刷(株)

印刷(株)印刷(株)
印刷(株)

項目別区分

（５）寄附・交付金  寄附、賛助金、支部交付金、負担金

「政治資金パーティー開催事業費」については、必ず、各政治資金パーティーごとに用紙

を分けて記入してください。

なお、その際の政治資金パーティーの名称は、様式（その３）に記入した名称と一致させ

てください。

※

（２）選挙関係費  公認推薦料、陣中見舞

（該当する支出がない場合は、本様式の記入の必要はありません。）

（１）組織活動費

この様式には、様式（その13）｢２政治活動費｣に計上した支出について記入してくださ

い。

１件５万円以上の支出は、個々の内容（支出の目的、金額、年月日、支払先等）を記載し、その領収書等の写しを添付すること。

ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず１件１万円超の支出について個々の内容を記載し、その領収書等の写しを添付すること。

これら以外の少額の支出については、一括して「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。

 雑費、借入金返済、金銭以外のものによる寄附相当分 など

 （個々の内容に応じて分類）

組織活動費
組織活動費組織活動費
組織活動費
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※

（その15）政治活動費の内訳　　主な注意事項（その２）

講師謝礼
講師謝礼講師謝礼
講師謝礼

※

国会議員関係政治団体

１件５万円以上の支出は、個々の内容（支出の目的、金額、年月日、支払先等）を記載し、その領収書等の写しを添付すること。

ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず１件１万円超の支出について個々の内容を記載し、その領収書等の写しを添付すること。

これら以外の少額の支出については、一括して「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。

合     　 計

そ の 他 の 支 出

丙田
丙田丙田
丙田　

　　
　三夫

三夫三夫
三夫

○○
○○○○
○○会館

会館会館
会館

左記以外の団体

〃
〃〃
〃

項目別区分

本 頁 上 記 の 小 計

〃
〃〃
〃

会場借上料
会場借上料会場借上料
会場借上料

支出を受けた者の住所

H30.2.1
H30.2.1H30.2.1
H30.2.1

京都府京都市
京都府京都市京都府京都市
京都府京都市○○

○○○○
○○区
区区
区○○
○○○○
○○２
２２
２丁目
丁目丁目
丁目○
○○
○番
番番
番○
○○
○号
号号
号

少額の支出については、「その他の支出」欄にその合計額を記入してください。「領収書

等の写し」の添付は不要です。

○ 個々の支出の内容（支出の目的、金額、年月日、支払先等）については、次に該当する支

出について記入してください。「領収書等の写し」の添付が必要です。

福岡市
福岡市福岡市
福岡市△△

△△△△
△△区

区区
区○○
○○○○
○○町

町町
町１
１１
１丁目
丁目丁目
丁目○

○○
○番
番番
番○
○○
○号
号号
号

各分類ごとの内容が１枚の様式中に収まらない場合、「その他の支出」欄及び「合計」欄

は、各項目（小分類）の最後のページにのみ記入してください。

項目ごとの合計額が、様式（その13）に計上している額と一致しているか必ず確認してく

ださい。

○

国会議員関係政治団体

○

左記以外の団体

１件１万円超(10,001円以上) １件５万円以上

※「１件」とは一の債権債務関係をいいます。詳しくは、78ページの説明を参照してください。

※「少額の支出」とは次の支出をいいます。

金　　　　額

甲野一郎君
甲野一郎君甲野一郎君
甲野一郎君を

をを
を囲
囲囲
囲む
むむ
む新春
新春新春
新春の

のの
の集
集集
集い
いい
い

年月日

支出を受けた者の氏名

〃
〃〃
〃

備　考

１件１万円以下

○

(団体にあっては、その名称) (団体にあっては、主たる事務所の所在地)

支出の目的

資金管理団体

１件５万円以上

１件５万円未満(49,999円以下)

〃
〃〃
〃

※「領収書等の写し」については、78ページの説明を参照してください。

資金管理団体

１件５万円未満(49,999円以下)

食事代
食事代食事代
食事代

※「国会議員関係政治団体」かつ「資金管理団体」の場合は、「国会議員関係政治団体」の区分によります。

政治資金
政治資金政治資金
政治資金パーティー

パーティーパーティー
パーティー開催事業費

開催事業費開催事業費
開催事業費

「項目別区分」欄には、その１３｢２政治活動費｣中の(1)～(6)(ただし(3)についてはア

～エ)のいずれかの項目名を記載し、括弧内については、団体の会計上の整理に沿って、

適宜小分類を記載すること。

なお、政治資金パーティ開催事業費の場合は、括弧内にパーティ名を記載し、個々の

パーティごとに別葉とすること。

（３）政治活動費の内訳
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(その１６)

（４）本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出の内訳（支出先が当該政治団体の本部又は支部であるものの再掲
再掲再掲
再掲）
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3 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0

※　支出先が当該政治団体の本部又は支部であるものについて、支出項目ごとに記載すること。

（その16）本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出　　主な注意事項

この様式に記入した額については、様式（その13）の該当する支出項目の備考欄にもその

合計額を記入してください。

支 出 項 目

少額のものであっても、該当するものはすべて内容を記入する必要があるので注意し

てください。

政党支部が他の支部に寄附をした場合も、この様式の該当になります。

◇

◇

寄附
寄附寄附
寄附・

・・
・交付金

交付金交付金
交付金

○ 内容が１枚の様式中に収まらない場合「合計」欄は、最後のページにのみ記入してくださ

い。

○

本部支部支出
本部支部支出本部支部支出
本部支部支出 

  
 再掲
再掲再掲
再掲

○

本部や支部を有しない団体は、この様式の該当はありません。

貴団体の本部又は支部に対して供与した交付金（交付金・寄附金・上納金など）につい

て、その金額の多寡に関わらず、その内容を個別に記入（再掲）してください。

本 頁 上 記 の 小 計

（たとえ関係団体であっても、本部と支部の関係にない場合は該当はありません。）

合     　 計

◇

公職の候補者の後援会の場合、政党への寄附をこの様式に計上しないでください。

（後援会と政党の関係は、本部と支部の関係ではありません。）

◇

〃
〃〃
〃

金　　　　　額

H30.10.25
H30.10.25H30.10.25
H30.10.25

H30.5.15
H30.5.15H30.5.15
H30.5.15

〃
〃〃
〃

〃
〃〃
〃

○○
○○○○
○○党

党党
党△△

△△△△
△△支部

支部支部
支部

主たる事務所の所在地

〃
〃〃
〃

選挙関係費
選挙関係費選挙関係費
選挙関係費

H30.4.20
H30.4.20H30.4.20
H30.4.20

○○
○○○○
○○市

市市
市○○
○○○○
○○町

町町
町○
○○
○番
番番
番○
○○
○号
号号
号

〃
〃〃
〃

年月日 備　考

交付金の供与を受け

た本部又は支部の名

称
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(その１７)

１　資産等の総括表

　資 産 等 の 有 無

土　　地 □ □

建　　物 □ □

建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 □ □

取得の価額が１００万円を超える動産 □ □

□ □

金銭信託 □ □

有価証券 □ □

出資による権利 □ □

貸付先ごとの残高が１００万円を超える貸付金 □ □

支払われた金額が１００万円を超える敷金 □ □

取得の価額が１００万円を超える施設の利用に関する権利 □ □

借入先ごとの残高が１００万円を超える借入金 □ □

※　有の場合、その内訳を（その１８）に記入すること。

（その17）資産の状況　　主な注意事項

有

(※)

エ

○

「オ」の「預金又は貯金」とは、普通預金、当座預金及び普通貯金以外のもの（例：

定期預金、定額貯金など）を言いますので注意してください。

ケ

◇

無

オ

資 産 等 の 項 目 別 区 分

資産が「有」の場合、その内容について、様式（その18）に記入してください。

○

イ

ア

（候補者の資産の有無を記入するものではありません。）

預金(普通預金及び当座預金を除く。)又は貯金(普通貯金を除く。)

シ

ウ

サ

ク

○

コ

この様式は必ず記入してください。

資　産　等　の　状　況

キ

備　　　考

必須様式(3/4)
必須様式(3/4)必須様式(3/4)
必須様式(3/4)

団体の資産の有無について記入してください。

団体が保有している資産の有無について、該当する方の「□」にチェックを入れてくださ

い。

◇

カ

✓
✓✓
✓

✓
✓✓
✓

✓
✓✓
✓

✓
✓✓
✓

✓
✓✓
✓

✓
✓✓
✓

✓
✓✓
✓

✓
✓✓
✓

✓
✓✓
✓

✓
✓✓
✓

✓
✓✓
✓

✓
✓✓
✓
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(その１８)

２　資産等の項目別内訳

　資 産 等 の 内 訳 　項目別区分

十億

1
11
1

百万

 

2
22
2 6

66
6 6

66
6

千

 

0
00
0 0

00
0 0

00
0

円

 

0
00
0 0

00
0 1

11
1 0

00
0 6

66
6 1

11
1 9

99
9

※（その１７）で「有」としたものについて、その内訳をア～シの別にそれぞれ別葉にして作成すること。

　なお、各欄については、それぞれ下表に示す事項について記載すること。

ア
土　地

イ
建　物

ウ
地上権又は土地の賃借権

エ
動　産

オ
預金又は貯金

カ
金銭信託

キ
有価証券

ク
出資による権利

ケ
貸付金

コ
敷　金

サ
施設の利用に関する権利

シ
借入金

(その１８)

２　資産等の項目別内訳

　資 産 等 の 内 訳 　項目別区分

十億 百万

 

1
11
1 5

55
5 0

00
0

千

 

0
00
0 0

00
0 0

00
0

円

 

0
00
0 0

00
0 1

11
1 0

00
0 6

66
6 1

11
1 9

99
9

1
11
1 2

22
2 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0 2

22
2 0

00
0 4

44
4 0

00
0 1

11
1

2
22
2 5

55
5 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0 6

66
6 2

22
2 0

00
0 5

55
5 0

00
0 1

11
1

1
11
1 5

55
5 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0

※（その１７）で「有」としたものについて、その内訳をア～シの別にそれぞれ別葉にして作成すること。

　なお、各欄については、それぞれ下表に示す事項について記載すること。

ア
土　地

イ
建　物

ウ
地上権又は土地の賃借権

エ
動　産

オ
預金又は貯金

カ
金銭信託

キ
有価証券

ク
出資による権利

ケ
貸付金

コ
敷　金

サ
施設の利用に関する権利

シ
借入金

（その18）資産等の項目別内訳　　　　主な注意事項

取得の価額

「金銭信託」と記載すること。

〃
〃〃
〃

金額

貸付先

支払先 金額

各欄の記入にあたっては、様式枠外の注意書きを参考にしてください。注意書きで斜線に

なっている欄については記入の必要がない欄です。

所在及び地上権又は賃借権の別 面積

「残高」と記載すること。

金額

取得の価額

出資先 金額

借入残高

○

取得年月日

種類

出資年月日

施設の名称

品目 取得の価額

借入先

取得の価額

取得の価額

「残高」と記載すること。

金額

品目

土
土土
土　

　　
　地

地地
地

1.昭和

2.平成

1.昭和

2.平成

所在

取得の価額 取得年月日

数量

種類

取得年月日

金額

貸付残高

所在

所在

摘　　　要

自動車
自動車自動車
自動車

応接
応接応接
応接セット

セットセット
セット

取得年月日 床面積

摘　　　要

取得年月日

取得年月日

1.昭和

2.平成

「備考」欄

絵
絵絵
絵　

　　
　画

画画
画

貸付先

種類

備　　考

借入先

金　　額

1.昭和

2.平成

1.昭和

2.平成

132.32㎡
132.32㎡132.32㎡
132.32㎡

年 月 日

「項目別区分」欄

○○
○○○○
○○市

市市
市○○

○○○○
○○町

町町
町１

１１
１丁目

丁目丁目
丁目７

７７
７番11号

番11号番11号
番11号

年 月 日

資産の内訳
資産の内訳資産の内訳
資産の内訳

「金額」欄

　
　　
　１

１１
１組

組組
組

1.昭和

2.平成

1.昭和

2.平成

　
　　
　１

１１
１台

台台
台

施設の名称取得年月日

１
１１
１点

点点
点。

。。
。設立日前

設立日前設立日前
設立日前の

のの
の取得

取得取得
取得だが

だがだが
だが、

、、
、価額

価額価額
価額、

、、
、年月日

年月日年月日
年月日とも

ともとも
とも不

不不
不

明
明明
明。

。。
。取得年月日

取得年月日取得年月日
取得年月日は

はは
は設立日

設立日設立日
設立日。

。。
。価額

価額価額
価額は

はは
は設立日

設立日設立日
設立日における

におけるにおける
における

見積額
見積額見積額
見積額

金額

取得の価額

設定年月日

取得の価額

1.昭和

2.平成

「金額」欄

金　　額

支払先 金額

取得の価額

支払年月日

動
動動
動　

　　
　産

産産
産

取得の価額

取得年月日

○

銘柄及び数量

資産の内訳
資産の内訳資産の内訳
資産の内訳

土地の場合など「摘要」欄に「所在」を記入する際は番地まで記入してください。

設定年月日

取得の価額

種類 取得の価額

面積

数量

備　　考

取得年月日

取得年月日

所在及び地上権又は賃借権の別

○

貸付残高

「金銭信託」と記載すること。

「年月日」欄

この様式は、様式（その17）で「有」にチェックをしたものについて、その内容を記入し

てください。資産等の項目ごとに別々の用紙を使用してください。

取得年月日

１
１１
１点

点点
点。

。。
。設立日

設立日設立日
設立日から

からから
から平成元年12月31日

平成元年12月31日平成元年12月31日
平成元年12月31日までの

までのまでの
までの間

間間
間の

のの
の

取得
取得取得
取得だが

だがだが
だが、

、、
、価額

価額価額
価額、

、、
、年月日

年月日年月日
年月日とも

ともとも
とも不明

不明不明
不明。

。。
。価額

価額価額
価額は

はは
は平成

平成平成
平成５

５５
５

年
年年
年１

１１
１月

月月
月１

１１
１日

日日
日における

におけるにおける
における見積額

見積額見積額
見積額

借入残高

取得年月日

「摘要」欄 「年月日」欄

「項目別区分」欄 「摘要」欄 「備考」欄

面積

支払年月日

面積

銘柄及び数量

出資年月日出資先

床面積

所在
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(その１９)

３　不動産の利用の現況

□ 土地

　不 動 産 の 内 訳
□ 建物

□ 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権

（その19）不動産の利用の現況　　　　　主な注意事項

使用者と当該資金管理団体及

びその代表者との関係

使用者ごとの使用面積

摘　要

○○
○○○○
○○市

市市
市○○

○○○○
○○町

町町
町１

１１
１丁目

丁目丁目
丁目

７
７７
７番11号

番11号番11号
番11号

使用者ごとの用途

「摘要」欄には、土地・建物等の「所在」を記入してください。

◇

○

用　途

項目別区分

「用途」欄には、事務所の用に供している場合はその旨を記入し、それ以外の場合は「賃

貸」「無償貸与」などと用途を記入してください。

この様式は、資金管理団体でかつ、不動産を所有している団体のみが該当します。

事務所以外の用に供している場合

利　　用　　の　　現　　況

使用者ごとの使用の対価の

価額

○

この様式は、資金管理団体である団体が「土地」「建物」「建物の所有を目的とする地上

権または土地の賃借権」を有している場合に、記入するものです。

○

○

「用途」が事務所以外の用途である場合は「事務所以外の用に供している場合」の各欄を

記入してください。

事務所用地
事務所用地事務所用地
事務所用地

○

記入の際は「土地」「建物」「建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権」の区

分ごとに別々の用紙に記入してください。

✓
✓✓
✓
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(その２０)

添付書類（別添のとおり）

□
１　領収書等の写し

□
２　監査意見書（政党及び政治資金団体に限る。）

□
３　政治資金監査報告書（国会議員関係政治団体に限る。）

　この報告書は、政治資金規正法に従って作成したものであって、真実に相違ありません。

宣誓日

政治団体の名称

会計責任者の氏名

印

※ 以下は
※ 以下は※ 以下は
※ 以下は解散日の属する年の収支報告書（解散届に添付する収支報告書）のみ記入すること。

代表者の氏名

印

（備考）「会計責任者の氏名」欄には、記名押印又は署名をすること。なお、署名の場合には、必ず会計責任者本人が自署すること。

　　　　解散する年の収支報告書である場合には、「代表者の氏名」欄にも記名押印又は署名をすること。
解散する年の収支報告書である場合には、「代表者の氏名」欄にも記名押印又は署名をすること。解散する年の収支報告書である場合には、「代表者の氏名」欄にも記名押印又は署名をすること。
解散する年の収支報告書である場合には、「代表者の氏名」欄にも記名押印又は署名をすること。なお、署名の場合には、必ず代表者本人が自署すること。

（その20）宣誓書　　　　　主な注意事項

乙川　次郎

必須様式(4/4)
必須様式(4/4)必須様式(4/4)
必須様式(4/4)

　　　　　→　解散した年は「31年」　→　平成30年分は会計責任者の記名・押印又は署名のみ

○

　　例１：平成30年12月28日に解散

「代表者の氏名」欄は、解散届に添付する収支報告書（解散した年の分の収支報告書）に

のみ記名・押印又は署名してください。

（解散年でない場合には記入しないでください。）

「政治団体の名称」「会計責任者の氏名」は、様式（その１）に記入している内容と一致

させてください。

甲野
甲野甲野
甲野いちろう

いちろういちろう
いちろう後援会

後援会後援会
後援会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成31年分に代表者の記名・押印又は署名が必要

　　　　　→　解散した年は「30年」　→　平成30年分に代表者の記名・押印又は署名が必要

　　例２：平成31年１月28日に解散

○

　　　　宣誓日は、必ず記載し提出すること
宣誓日は、必ず記載し提出すること宣誓日は、必ず記載し提出すること
宣誓日は、必ず記載し提出すること。

「監査意見書」は、政党の支部やその他の政治団体、資金管理団体は提出する必要はあり

ません。

○

　・解散日以前の日付になっている（解散分）。

○

○

この様式は必ず記入してください。

　・日付が去年の日付になっている。

　・政治資金監査報告書の日付より前の日付になっている（国会議員関係政治団体）。

平　成 ○○年　１　月 ３１ 日

宣　　誓　　書

○ その年に、国会議員関係政治団体である（であった）団体は、登録政治資金監査人が作成

した「政治資金監査報告書」の添付が必要です。

（よくある記入誤り）

「会計責任者の氏名」は必ず「記名押印」又は会計責任者本人の「署名」によってくださ

い。

「宣誓日」の日付に誤りがないように注意してください。

○

✓
✓✓
✓

乙
乙乙
乙

川
川川
川
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第15号様式(第９条関係)

百万

1
11
1 2

22
2

千

0
00
0

0
00
0 0

00
0

円

0
00
0

6
66
6 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0

1
11
1 5

55
5 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0

8
88
8 0

00
0 0

00
0 0

00
0 0

00
0

政治団体の名称

会計責任者の氏名

印

代表者の氏名

印 ←
←←
← 

  
 解散する年の収支報告書のみ記入
解散する年の収支報告書のみ記入解散する年の収支報告書のみ記入
解散する年の収支報告書のみ記入

（備考）

１　｢会計責任者の氏名｣欄には、記名押印又は署名をすること。なお、署名の場合には、必ず会計責任者本人が自署すること。

２　｢支出の目的｣欄には、政治資金規正法施行規則別記第７号様式記載要領16の例により、分類して記載すること。

３　解散する年の収支報告書である場合には、「代表者の氏名」欄にも記名押印又は署名をすること。
解散する年の収支報告書である場合には、「代表者の氏名」欄にも記名押印又は署名をすること。解散する年の収支報告書である場合には、「代表者の氏名」欄にも記名押印又は署名をすること。
解散する年の収支報告書である場合には、「代表者の氏名」欄にも記名押印又は署名をすること。なお、署名の場合には、必ず代表者本人が自署すること。

なお、署名の場合には、必ず代表者本人が自署すること。なお、署名の場合には、必ず代表者本人が自署すること。
なお、署名の場合には、必ず代表者本人が自署すること。

第16号様式（第９条関係）

政治団体の名称

（備考）　　

１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。

２　「支出の項目」欄には、収支報告書記載要領16の例により分類して記載すること。

３　「摘要」欄には、例えば、「会場借上費」というように具体的に記載すること。

４　支出の目的ごとに別葉とすること。

５　支出の目的に対応する振込明細書の写し（当該振込明細書を複写機により複写したものに限る。）と併せて提出すること。

６　振込明細書に支出の目的が記載されている場合は、この用紙を添付する必要はないこととされたので留意すること。

　「領収書等を徴し難かった支出の明細書」

　「振込明細書に係る支出目的書」　　　　　　主な注意事項

「領収書の紛失」は領収書等の徴し難かった理由として認められませんので、そのような

場合は、支払先に領収書の再発行を依頼してください。

また、お祭りの屋台や移動型の飲食店等での支払い時、販売店側に定型の領収書等の用紙

を備えていないことだけでは、領収書等を徴し難い事情があるとは認められません。

このときは、販売店に対して、任意の用紙に領収書等の３事項「支出の目的」「金額」

「支払年月日」の記載を求めてください。

ただし、金融機関への振込により発行された「振込明細書」において、「支出の目的」

（例：●●料金）が記載されている場合（会計責任者が当該「振込明細書」の余白に「支

出の目的」を記載した場合を含みます。）は、「振込明細書に係る支出目的書」の作成・

提出は不要です。

　
　　
　口座振替

口座振替口座振替
口座振替（

（（
（自動引

自動引自動引
自動引き

きき
き落

落落
落とし

としとし
とし）

））
）によるため

によるためによるため
によるため

H30.1.15
H30.1.15H30.1.15
H30.1.15

家賃
家賃家賃
家賃

領収書等を徴し難かった支出の明細書

○

○ これらの様式は、領収書等の写しを添付すべき支出について、その領収書がない場合に記

入するものです。

○

○ いずれの様式とも、「項目」欄には、様式（その14）（その15）に記入している支出の項

目別区分を、「摘要」欄には、個々の支出の目的等を記入してください。

○

口座振込による支払いで、金融機関等の振込明細書がある場合には、「領収書を徴し難

かった支出の明細書」又は「振込明細書に係る支出目的書」のいずれか一方に記入し、そ

の振込明細書の写しと併せて提出してください。

選挙関係費
選挙関係費選挙関係費
選挙関係費

甲野
甲野甲野
甲野いちろう

いちろういちろう
いちろう後援会

後援会後援会
後援会

　
　　
　社会通念上領収書

社会通念上領収書社会通念上領収書
社会通念上領収書を

をを
を徴

徴徴
徴し

しし
し難

難難
難かったため

かったためかったため
かったため

甲野
甲野甲野
甲野いちろう

いちろういちろう
いちろう後援会

後援会後援会
後援会

乙川
乙川乙川
乙川　

　　
　次郎

次郎次郎
次郎

摘　　要

政治資金
政治資金政治資金
政治資金パーティ

パーティパーティ
パーティ開催事業費

開催事業費開催事業費
開催事業費

項　　目

支　出　の　目　的

振込明細書に係る支出目的書

支　出　の　目　的

領収書等を徴し難かった事情

摘　　要

年月日

パーティー
パーティーパーティー
パーティー会費

会費会費
会費

H30.6.20
H30.6.20H30.6.20
H30.6.20

金銭以外
金銭以外金銭以外
金銭以外のものによ

のものによのものによ
のものによ

る
るる
る寄附相当分
寄附相当分寄附相当分
寄附相当分

H30.8.30
H30.8.30H30.8.30
H30.8.30

◇ これら２つの様式は、「領収書等の写し綴」の中に綴ってください。

会場借上料
会場借上料会場借上料
会場借上料

○ また、コンビニエンスストアへの公共料金等の支払い時や運送会社への代金引換時、当該

事業者が発行する書面で「支出の目的」「金額」「年月日」が記載されている場合は、政

治資金規正法上の領収書等に該当します。

　
　　
　無償提供

無償提供無償提供
無償提供を

をを
を受

受受
受けたもののため

けたもののためけたもののため
けたもののため

金　　　　　額

H30.5.10
H30.5.10H30.5.10
H30.5.10

　
　　
　銀行振込

銀行振込銀行振込
銀行振込による

によるによる
による支払

支払支払
支払いのため

いのためいのため
いのため

その
そのその
その他

他他
他の

のの
の経費

経費経費
経費

組織活動費
組織活動費組織活動費
組織活動費 交際費

交際費交際費
交際費

事務所費
事務所費事務所費
事務所費

寄附
寄附寄附
寄附

事務所無償提供
事務所無償提供事務所無償提供
事務所無償提供

　
　　
　無償提供

無償提供無償提供
無償提供をしたため

をしたためをしたため
をしたため

項　　目

乙
乙乙
乙

川
川川
川

※
※※
※その
そのその
その他

他他
他、
、、
、徴
徴徴
徴し
しし
し難
難難
難かった
かったかった
かった事情

事情事情
事情の
のの
の記載例
記載例記載例
記載例
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政治家個人の政治活動、選挙運動と後援会活動との違い 

 

政治家個人の政治活動、選挙運動と後援会の活動とは、経費面でも明確に区分されるべき

ものであり、収支報告の仕方も異なりますので、下表を参考に、収支報告書上において経費

の混同がないように十分注意してください。 

 

区  分 主 な 内 容 （例） 

政治家個人の

政治活動 

選挙管理委員

会への報告義

務なし 

（政治家個人の「純粋な」政治活動に関する支出） 

・個人で発行した政策チラシ等の印刷・配付経費 

・個人の活動に要した交通費 

・個人事務所の家賃、光熱水費、人件費など 

・個人で主催した演説会・集会等の経費 

 選挙運動に

関するもの 

選挙運動費用

収支報告書に

計上 

 

 

 

 

「選挙後」 

その選挙を管

理する選挙管

理委員会へ提

出 

（市町村長、

市町村議会議

員の選挙の場

合は、市町村

の選管へ） 

（収入関係） 

・支援者や後援会などから選挙に関して受けた寄附 

・選挙にあたり候補者本人が用立てた資金 

（支出関係） 

・労務者や選挙運動の事務員、車上運動員などの人件費 

・選挙事務所の借上料、備品費、電話架設費、光熱水費 

・個人演説会の会場の借上料 

・選挙事務所等で使用した電話代、事務連絡文書の郵便代 

・選挙運動員や労務者の移動に要した交通費 

・選挙運動用ポスター等の印刷費（公費負担でも計上） 

・選挙事務所等の立札、看板、ちょうちんの作成・取付費 

・選挙運動用自動車の看板等の取付費 

・たすきの制作費、拡声機の借上費 

・選挙事務所で使用する事務用品等の購入費 

・選挙事務所での湯茶等の提供に要した経費 

・選挙運動員等への弁当の提供に要した経費 

・選挙運動のために宿泊した際の経費 

  選挙運動費用

収支報告書に

計上しなくて

よいもの 

（支出関係） 

・候補者本人の移動に係る交通費 

・選挙運動用自動車の借上料、燃料代、通行料金、修繕料等 

・選挙運動用自動車の運転手の傭料、宿泊料、食事料 

・選挙事務所の閉鎖、撤去費用 

・選挙運動の残務整理に要した費用 

・選挙期日後の選挙事務所の家賃、消耗品費、光熱水費等 

・戸籍や住民票の発行手数料 

・供託に要した費用（供託金そのものも含む） 

後援会の 

政治活動 

政治資金収支

報告書に計上 

 

    

    

 

「毎年」 

県の選挙管理

委員会へ提出 

（収入関係） 

・後援会の規約に基づく個人会員からの会費 

・個人や政治団体、政治家本人からの寄附 

・政治資金パーティーなどの事業収入 

（支出関係） 

・後援会事務所の職員の人件費 

・後援会事務所の家賃、消耗品費、光熱水費など 

・後援会の会員募集のための文書の印刷・配付費用 

・選挙に当たって行った政治家本人への寄附（※） 

・後援会の機関誌紙の印刷・配付費用 

・後援会の総会・集会等に要した費用 

・後援会事務所の看板の作成・設置費用 

（※）ただし、後援団体は、選挙区内の他の政治家に対しては寄附できない。 
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政治活動に関する寄附をした場合の  

寄附金控除及び政党等寄附金特別控除  

（詳しくはＰ３５以下）  

 

 
 

     個人が次に掲げる者に対してする寄附が対象となります。  

 
   ａ 政党、政治資金団体  

 
   ｂ 政治上の主義・施策の推進・支持・反対を本来の目的とする政治団  

   体で、国会議員が主宰し又は主要な構成員であるもの（政治団体設立  

   届出時に当該国会議員の氏名を記載した書面を提出しておくことが必  

   要）。  

 
   ｃ 国会議員、県議会議員、県知事、北九州市・福岡市の議会議員及び  

   長の職にある者、それら職の候補者又は候補者となろうとする者の推  

   薦、支持を本来の目的とする政治団体（被推薦書（国会議員関係政治  

   団体については該当通知）を提出しておくことが必要）。  

 
   ｄ 国会議員、県議会議員、県知事、北九州市・福岡市の議会議員及び  

   長の選挙における公職の候補者の選挙運動に関する寄附。  

 
     なお、ｃのうち現職でない者に係る後援団体にあっては、立候補し  

   た年とその前年中にされた寄附に限られる。また、候補者になろうと  

   する者が何らかの事情で立候補しなかった場合には対象とならない。  
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14141414    様式集様式集様式集様式集 

 

  各種の諸届の作成にあたっては、この様式をコピーして使用して差し支え

ありません。 
  収支報告書の様式については、毎年１１月中旬を目処に、各団体の事務所

あてに送付します。 

 

   ○設立届 

   ○規約 

   ○被推薦書 

   ○国会議員関係政治団体に該当する旨の通知 

   ○国会議員関係政治団体に該当にしなくなった旨の通知 

   ○政党の状況等に関する届 

   ○支部証明書 

   ○届出事項の異動届 

   ○政治団体解散届 

   ○資金管理団体指定届 

   ○資金管理団体届出事項の異動届 

   ○資金管理団体取消届 

   ○寄附金（税額）控除のための書類 
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選管使用欄 
 

 県          長  現   資有

 ・         ・  ・   ・   非後援  □入力 
 総         議  候   資無 

  
団体ｺｰﾄﾞ 

(備考３) 0 0 0 0      0

 

政 治 団 体 設 立 届 
 

（届出年月日）平成   年   月   日 
 総  務  大  臣 

   殿 
 福岡県選挙管理委員会 
                              政治団体の名称                     
 

                              事務所の所在地                     
 

                              代表者の氏名                    , 
 

 政治資金規正法第６条第１項の規定により、下記のとおり届け出ます。 
 

記 

団体名称 

（    ふ   り   が   な    ） 政治団体の区分 

□政党の支部 

□その他の政治団体   

□その他の政治団体の支部 

□（           ） 

 
国会議員関係政治団体の区分 

□政治資金規正法第 19 条の７第１項 

第１号に係る国会議員関係政治団体 

□政治資金規正法第 19 条の７第１項 

第２号に係る国会議員関係政治団体 

目  的 別紙のとおり 組織年月日 平成   年   月   日 

主たる事務

所の所在地 

〒            － 

 福岡県 
電   話          －        － 

主たる活動 

区   域  
 

（ふりがな） 
氏    名 

住       所 生年月日 選任年月日

代 表 者 

（        ）  〒       － □大 □昭 □平 平成

    

年 年

 電話     －     －    月   日    月  日

会  計 

責 任 者 

（        ）  〒       － □大 □昭 □平 平成

    

年 年

 電話     －     －    月   日 月  日

会計責任者 

の職務代行

者  

（        ）  〒       － □大 □昭 □平 平成 

    

年 年

 電話     －     －    月   日   月   日

支部の有無   □有     □無  課税上の優遇措置の適用関係の有無    □有       □無

政治資金規正法第 19 条の７第１項 

第１号に係る国会議員関係政治団体 

代表者である公職の候補者に係る公職の種類 

 

政治資金規正法第 19 条の７第１項 

第２号に係る国会議員関係政治団体 

（ふりがな） 

公職の候補者の氏名 
公職の候補者に係る公職の種類

（              ）  
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（政治団体設立届 備考） 

 

 １ この届は、法第６条第１項の規定により、組織の日又は政治団体となった日から７日以内に、郵

便によることなく持参提出しなければならないこと。ただし、法第 19 条の７第１項第２号に係る

国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体となった団体にあっては、法第 19

条の８第１項の規定による通知を受けた日から７日以内に、郵便によることなく持参提出しなけれ

ばならないこと。 

２  「代表者の氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず代表者本人が自署すること。 

３  該当する「□」に「レ」を記入することとし、「政治団体の区分」欄の中の該当する「□」に「レ」

を記入するとともに、「国会議員関係政治団体の区分」欄の中の該当する「□」にも「レ」を記入

すること。 

 ４  「組織年月日」欄には、政治団体の組織の日又は法第３条第１項各号又は第５条第１項各号の団

体となった日を記載すること。なお、法第１８条の２第１項の規定による政治団体（以下「特定パ

ーティ一開催団体」という。）にあっては、政治団体とみなされることとなった日を記載すること。 

 ５ 「主たる事務所の所在地」欄には、例えば、「福岡県福岡市中央区天神１丁目１番１号○○会館

○号室」又は「福岡県○○郡○○町大字○○1234 番地」というように詳細に記載すること。 

 ６ 「主たる活動区域」欄には、２以上の都道府県にわたる政治団体にあっては、例えば、「全国」、

「九州各県」、「甲県及び乙県」というように具体的に記載し、活動区域が１の都道府県の区域内

にある政治団体にあっては、例えば、「福岡県」、「甲町及び乙町」というように具体的に記載す

ること。なお、特定パーティー開催団体にあっては、開催する政治資金パーティーの開催場所を、

例えば、「福岡県福岡市中央区天神１丁目ｌ番ｌ号○○会館○○の間」というように詳細に記載す

ること。 

 ７ 政党の支部又はその他の政治団体がこの届出をする際には、法第６条第２項に規定する綱領、党

則、規約その他の政令で定める文書を併せて提出すること。なお、特定パーティ一開催団体にあっ

ては、開催計画書その他の政令で定める文書を併せて提出すること。 

８ 政党の支部にあっては、「政党の状況等に関する届」及び「支部証明書」を添付すること。 

９ 「課税上の優遇措置の適用関係の有無」とは、租税特別措置法第 41 条の 18 第ｌ項各号のいずれ

かに該当するか否かにより記入すること。 

     なお、次の政治団体は課税上の優遇措置の適用を受ける政治団体に該当するが、②③の場合は、

国会議員（候補者等を含む。）については、国会議員関係政治団体に該当する旨の通知が、その他

については、被推薦者が当該政治団体によって推薦され、支持されることを承諾する旨を記載した

「被推薦書」が提出されていることが必要である。また、④に該当する政治団体の場合、優遇措置

の適用を受けるためには、当該政治団体の主宰者又は主要な構成員である衆議院議員若しくは参議

院議員の氏名を記載した「国会議員氏名届」が提出されていることが必要であること。 

① 政党及びその支部 

② 衆議院議員、参議院議員、都道府県知事、都道府県議会議員、政令指定都市の市長、政令指定

都市の議会の議員の職にある者を推薦、支持することを本来の目的とする団体（規約の目的に被

推薦者が明確にされていることが必要。） 

③ ②に掲げる特定の公職の候補者又は候補者となろうとする者を推薦、支持することを本来の目

的とする団体（規約の目的に被推薦者が明確にされていることが必要。） 

この場合、優遇措置を受けられるのは、被推薦者が立候補の届出をした日の属する年と、その

前年中にされた寄附に限られる。 

④ 衆議院議員若しくは参議院議員が主宰する団体又はその主要な構成員（その団体の役職員又は

構成員の過半数を占めているような場合をいう。）が衆議院議員若しくは参議院議員である団体 

10 「国会議員関係政治団体」欄の中の、「代表者である公職の候補者に係る公職の種類」及び「公

職の候補者に係る公職の種類」には、衆議院議員又は参議院議員の区分により、その職にある者に

あっては「衆議院議員（現職）」、その職の候補者及び候補者となろうとする者にあっては「衆議

院議員（候補者等）」の例により記載すること。 
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規    約 
 

第１条（名称・所在地） 

  本会は、               と称し、主たる事務所を       におく。 

 

第２条（目的） 

  本会は、 

を目的とする。 

 

第３条（事業） 

  本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

   １ 講演会、座談会等の開催 

   ２ 会報等の発刊及び配布 

   ３ 関係諸団体との連携 

   ４ その他本会の目的達成のため必要な事業 

 

第４条（会員） 

  本会は、第２条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。 

 

第５条（役員） 

  本会に次の役員をおく。 

   会   長   １名 

   副 会 長    名 

   幹   事    名 

   会計責任者   １名 

   監   事    名 

 

第６条（役員の選出及び任期） 

  １ 役員は総会において選出する。 

  ２ 役員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。 

 

第７条（会議） 

  １ 会長は毎年１回の通常総会その他必要に応じ臨時総会を招集する。 

  ２ 会長は、必要に応じ役員会を招集する。 

 

第８条（経費） 

  本会の経費は、会費（年額       円）、寄附金その他の収入をもって充当する。 

 

第９条（会計年度及び会計監査） 

  １ 本会の会計年度は、毎年１月１日より１２月３１日までとする。 

  ２ 会計責任者は、本会の経理につき年１回監事による監査を受け、その監査意見書を付し

て総会に報告する。 

 

第 10 条（規約の改廃） 

  本規約の改廃は、総会において決定する。 

 

第 11 条（補則） 

  本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。 

 

附  則 

  本規約は、平成   年   月   日より実施する。 
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被 推 薦 書 
 

 

平成  年  月  日 

 

政治団体の名称                

 

代表者の氏名              殿 

 

 

公職の種類            ( 現職 ・ 候補者等 )  

氏   名                   ○印  

住   所                      

 

私は、平成  年  月  日から貴団体の推薦（支持）を受けています。 

 

 

（備 考） 

 １ この様式は都道府県知事、都道府県議会議員、指定都市の議会の議員若しくは指

定都市の市長の職にある者又はその候補者となろうとする者（候補者を含む。）を

推薦し、支持することを本来の目的とする政治団体が課税上の優遇措置を受けよう

とする場合に、当該推薦され、支持される者が、その政治団体により推薦され、支

持されることを承諾する旨の書面である。 

なお、候補者又は候補者となろうとする者を推薦し、又は支持することを本来の

目的とする政治団体の課税上の優遇措置の適用については、その者（被推薦者）が

立候補の届出をした日の属する年及びその前年中にされた寄附に限られること。 

 

２  「公職の種類」は、都道府県の議会の議員若しくは知事又は政令指定都市の議会

の議員若しくは政令指定都市の市長の区分により記載し、その職にある者にあって

は「現職」に、その職の候補者及び候補者となろうとする者にあっては「候補者等」

に○を付すこと。 

   

３  「氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず本人が自署すること。 

  

４  被推薦者が多数の場合には、別紙として添付すること。 

 

５ 公職の種類に異動があった場合には、「公職の種類」を記載する箇所の下の余白

に異動年月日を記載すること。 
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国会議員関係政治団体に該当する旨の通知 
 

 

平成  年  月  日 

 

政治団体の名称                

 

代表者の氏名              殿 

 

 

公職の種類            ( 現職 ・ 候補者等 )  

 

氏   名                   ○印  

 

住   所                      

 

 

貴団体は、私を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体として、

政治資金規正法第19条の７第１項第２号に係る国会議員関係政治団体に

平成  年  月  日から該当するため同法第６条第１項又は第７条第１項の規定

による届出をする必要があるので、同法第19条の８第１項の規定により通知します。 

 

 

（備 考） 

 １ この様式は衆議院議員又は参議院議員の職にある者又はその候補者となろうと

する者（候補者を含む。）を推薦し、支持することを本来の目的とする政治団体に

対して、当該推薦され、支持される者が、国会議員関係政治団体に該当する旨を通

知する書面である。 

なお、現職でない者（候補者又は候補者となろうとする者）を推薦し、又は支持

することを本来の目的とする政治団体に対する寄付金の課税上の優遇措置の適用

については、その者（被推薦者）が立候補の届出をした日の属する年及びその前年

中にされた寄附に限られること。 
 

２  「公職の種類」は、衆議院議員又は参議院議員の区分により記載し、その職にあ

る者にあっては「現職」に、その職の候補者及び候補者となろうとする者にあって

は「候補者等」に○を付すこと。 
   

３  「氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず本人が自署すること。  
  

４  国会議員関係政治団体に該当することとなった年月日には、衆議院議員若しくは

参議院議員に係る公職の候補者となった日又は政治団体から本来の目的として推薦

し、若しくは支持されることとなった日のいずれか遅い日を記載すること。 
 

５ 公職の種類に異動があった場合には、「公職の種類」を記載する箇所の下の余白

に異動年月日を記載すること。 
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国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知 
 

 

平成  年  月  日 

 

政治団体の名称                

 

代表者の氏名              殿 

 

 

 

過去の公職の種類            ( 現職 ・ 候補者等 )  

 

氏   名                   ○印    

 

住   所                        

 

 

 

私が、衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者でなくなったことにより、

貴団体は、政治資金規正法第19条の７第１項第２号に係る国会議員関係政治団体に

平成  年  月  日から該当しなくなったため同法第７条第１項の規定による届

出をする必要があるので、同法第19条の８第２項の規定により通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備 考） 

１  「過去の公職の種類」には、衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者でな

くなる前の公職の種類について、衆議院議員又は参議院議員の区分により記載し、

その職にあった者にあっては「現職」に、その職の候補者及び候補者となろうとし

ていた者にあっては「候補者等」に○を付すこと。 
 

２  「氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず本人が自署すること。  
 

３  国会議員関係政治団体に該当しなくなった年月日には、衆議院議員又は参議院議

員に係る公職の候補者でなくなった日を記載すること。 

-97-



政党の状況等に関する届 
 

 
                               届出年月日 

平成  年  月  日 

 

 
総 務 大 臣 

殿 
福岡県選挙管理委員会 
 

 

 

政党の支部の名称                

 

 

 本支部を支部とする政党の状況等について、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

本支部を支部 

と す る 政 党 

名 称

 

 

 

主 た る 事 務 所

の 所 在 地

 

 

 

主 た る

活 動 区 域

 

 

 

１以上の市町村の区域等を単位として設けられる支部

 

□ 

 

 

 

 

（備 考） 

 

１ 「本支部を支部とする政党」欄には、当該支部を支部とする政党（政党の本部）

の名称、主たる事務所の所在地及び主としてその活動を行う区域を記載すること。 

 

２  １以上の市町村（特別区を含む。）の区域（指定都市にあっては、その区の区域）

又は選挙区の区域を単位として設けられる支部にあっては「 」内に「 」と記入

すること。 
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支部証明書 
 

 

 

 

 

政 党 の 支 部 の 名 称                  

 

 

主たる事務所の所在地                  

 

 

主 た る 活 動 区 域                  

 

 

 

上記の支部は、本政党の          を単位として設けられる支部であるこ

とを証明する。 

 

 

 

 平成   年   月   日 

 

 

政 党 の 名 称                 

 

主たる事務所の所在地                 

 

代 表 者 の 氏 名              ○印   

 

 

 

（備 考） 

 

１ １以上の市町村（特別区を含む。）の区域（指定都市にあっては、その区の区域）

又は選挙区の区域を単位として設けられる支部にあっては、「本政党の○○県○○

市を単位として設けられる支部」というように記載すること。 

 

２ 「代表者の氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず代表者本人が自署す

ること。 
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選管使用欄 
 

 県          長  現   資有
 ・         ・  ・   ・   非後援  □入力 
 総         議  候   資無 

  団体ｺｰﾄﾞ 

(備考３) 0 0 0 0      0 
 

届 出 事 項 の 異 動 届 
（届出年月日）平成   年   月   日 

 総  務  大  臣 
殿 

  福岡県選挙管理委員会      政治団体の名称                       

                            事務所の所在地                       

                            代表者の氏名                      , 
                                    ※異動後の内容で記入し届け出ること 
 届出事項に異動があったので、政治資金規正法第７条の規定により、下記のとおり届け出ます。 

記 

異動事項 異    動    内    容 異動年月日

団体名称 

（＊） 

新 

（ふりがな                                   ） 平成

 

 
年

旧  月  日

主 た る 

事務所の 

所 在 地 

（＊） 

新 

  〒       － 平成

福岡県 
年

 電  話           －     － 

旧  福岡県こ 月  日

  氏    名 住         所 新の生年月日 異動年月日

代 表 者

（＊） 

新 

(ふりがな            )  〒 □大 □昭 □平 平成

  年 年

 電話    －      － 

旧   月  日 月  日

会  計 

責 任 者 

新 

(             )  〒 □大 □昭 □平 平成

          年 年

 電話    －      － 

旧   月  日 月  日

会 計 責

任 者 の

職 務 代

行  者 

新 

(             )  〒 □大 □昭 □平 平成

         年 年

 電話    －      － 

旧   月  日 月  日

そ の 他 
□規約（規約の異動は新しい規約を添付すること。なお名称の変更は規約の添付が必要。） 
□課税上の優遇措置（□無から有へ □有から無へ） 
□その他（                                                          ） 

平成  年
 

月  日

国会議員

関係政治

団 体 の

区  分 

新 

□法第19条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体(１号) 

  ・代表者である公職の候補者に係る公職の種類（新）[                    ] 

□法第19条の７第１項第２号に係る国会議員関係政治団体(２号) 
         （ふ り が な） 

 ・公職の候補者の氏名（新）[                               ] 

・公職の候補者に係る公職の種類（新）[                          ] 

□国会議員関係政治団体以外の政治団体 

平成 

 
年

 

月  日
旧 

□法第 19 条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体(１号) 

・代表者である公職の候補者に係る公職の種類（旧）[                    ] 

□法第 19 条の７第１項第２号に係る国会議員関係政治団体(２号) 

 ・公職の候補者の氏名（旧）[                               ] 

・公職の候補者に係る公職の種類（旧）[                          ] 

□国会議員関係政治団体以外の政治団体 

※ 異動のあった事項の新・旧のみ記入し、異動のない事項の欄については記入しないこと。 
※ 資金管理団体で（＊）欄に異動がある場合は、必ず資金管理団体に関する異動等の届出も提出すること。 
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（届出事項の異動届 備考） 

 

 １ この届は、異動の日から７日以内に、郵便によることなく持参提出しなければならないこと。 

   なお、法第 19 条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体に該当することとなった場合は、該

当した日（国会議員の候補者等が代表者となった日または代表者が国会議員の候補者等となった日）

から７日以内に、法第 19 条の７第１項第２号に係る国会議員関係政治団体に該当することとなった場

合は、法第 19 条の８第１項の規定による通知（国会議員関係政治団体に該当する旨の通知）を受けた

日から７日以内に、郵便によることなく持参提出しなければならないこと。 

２  「代表者の氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず代表者本人が自署すること。 

３  該当する「□」に「レ」を記入することとし、「政治団体の区分」欄の中の該当する「□」に「レ」

を記入するとともに、「国会議員関係政治団体の区分」欄の中の該当する「□」にも「レ」を記入す

ること。 

 ４ 「主たる事務所の所在地」欄には、例えば、「福岡県福岡市中央区天神１丁目１番１号○○会館○

号室」又は「福岡県○○郡○○町大字○○1234 番地」というように詳細に記載すること。 
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選管使用欄 
 

 県   資有

 ・   ・  □入力 
 総   資無 

  
団体ｺｰﾄﾞ 

(備考３) 0 0 0 0      0

 

政 治 団 体 解 散 届 
 

 

（届出年月日）平成   年   月   日 

 
 総  務  大  臣 

   殿 
 福岡県選挙管理委員会 
 

                            政治団体の名称                     
 

                            事務所の所在地                     
 

                            代 表 者 の 氏 名                    , 
 

                            会計責任者の氏名                    , 

 

 

 平成   年   月   日に解散をしたので、政治資金規正法第17条第１項の規定 

 

により届け出ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（備 考） 

 １ この届出は、法第17条第１項の規定により、解散した日又は政治団体でなくなった日から30日

以内（国会議員関係政治団体であった場合にあっては60日以内）に提出しなければならないこと。 
 

  ２  「代表者の氏名」欄及び「会計責任者の氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず代表

者本人及び会計責任者本人が自署すること。 
 

 ３ 目的の変更その他により政治団体でなくなった旨の届出及び法第18条の２第１項の規定による

政治団体が法第６条第１項の規定により届け出た政治資金パーティーの開催を中止した旨の届出

は、この様式に準じて行うこと。 
 

 ４ この届出の提出の際には、同時に、法第17条第１項に規定する収入及び支出に関する事項を記

載した報告書(解散日までの収支報告書)を提出すること。 
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選管使用欄 
 

 県 

 ・  □入力 
 総 

  
団体ｺｰﾄﾞ 

(備考３) 0 0 0 0      0

 

資 金 管 理 団 体  指 定 届 
 

 

（届出年月日）平成   年   月   日 

 
 総  務  大  臣 

   殿 
 福岡県選挙管理委員会 

 

氏 名                   ,  

 

住 所                        

 

 資金管理団体として下記の政治団体を指定したので、政治資金規正法第19条第２項の規

定により届け出ます。 

 

記 

公職の種類(選挙区) 
 

 
□現職  □候補者（候補者となろうとする者）  □（           ）

（ふ り が な） 

政 治 団 体 の 名 称 

（                              ）

 

 

主たる事務所の所在地  福岡県 

代 表 者 の 氏 名 
 

 

指 定 年 月 日  平成   年   月   日 

  

 

宣  誓  書 
 

 この資金管理団体指定届に記載した事項は、真正であることを誓います。 
 

                   平成   年   月   日 

 

氏 名                 ,  
 

 

（備 考） 

１ この届出は、法第19条第２項の規定により、指定の日から７日以内に提出しなければならないこ

と。 

２ 「氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず本人が自署すること。 

３ 「公職の種類」欄は、選挙区において選挙することとされている場合には、当該選挙区名を付す

こと。 

４  該当する□に を記入すること。 

５ 資金管理団体として指定するに当たっては、政治資金規正法第19条の２の２の規定により、資金

管理団体は、不動産（土地若しくは建物の所有権又は建物の所有を目的とする地上権若しくは賃借

権をいう。）を取得し、又は保有してはならないこととされていることに留意すること。 
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選管使用欄 
 

 県 

 ・  □入力 
 総 

  
団体ｺｰﾄﾞ 

(備考３) 0 0 0 0      0

 

資金管理団体届出事項の異動届 
 

（届出年月日）平成   年   月   日 
 総  務  大  臣 

   殿 
 福岡県選挙管理委員会 

氏 名                   ,  

 

住 所                        
 

  届出事項に異動があったので、政治資金規正法第19条第３項の規定により、下記のとお

り届け出ます。 

記 
 

資金管理団体の名称
 

 
 

異 動 事 項 異    動    内    容 異動年月日

公職の種類 

 

（選挙区） 

新  
  □現職 □候補者（候補者となろうとする者） □（       ） 

平成 

  年

 

   月  日旧  
  □現職 □候補者（候補者となろうとする者） □（       ） 

 資金管理団体 

 

 の  名  称 

新
 

 
平成 

  年

 

   月  日旧
 

 

 主たる事務所 

 

 の 所 在 地 

新  福岡県 
平成 

  年

 

   月  日旧  福岡県 

代表者の氏名 

新
 

 
平成 

  年

 

   月  日旧
 

 
    

 

宣  誓  書 
 

 この資金管理団体届出事項の異動届に記載した事項は、真正であることを誓います。 
 

                   平成   年   月   日 

 

氏 名                 ,  
 
（備 考） 

１ この届出は、法第19条第３項の規定により、異動の日から７日以内に提出しなければならないこ
と。 

 ２  異動のあった事項の新・旧のみ記入し、異動のない事項の欄については記入しないこと。 
３ 「氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず本人が自署すること。 
４  該当する□に を記入すること。 
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選管使用欄 
 

 県 

 ・  □入力 
 総 

  
団体ｺｰﾄﾞ 

(備考３) 0 0 0 0      0

 

資金管理団体  指定取消届 
 

 

（届出年月日）平成   年   月   日 

 
 総  務  大  臣 

   殿 
 福岡県選挙管理委員会 

 

氏 名                   ,  

 

住 所                        

 

 下記の政治団体にかかる資金管理団体の指定を取り消したので、政治資金規正法第19条

第３項の規定により届け出ます。 

 

記 

公 職 の 種 類 
 

 

資金管理団体の名称 
 

 

主たる事務所の所在地  福岡県 

代 表 者 の 氏 名 
 

 

取 消 年 月 日  平成   年   月   日 

  

 

宣  誓  書 

 

 この資金管理団体指定取消届に記載した事項は、真正であることを誓います。 

 

                   平成   年   月   日 

 

氏 名                 ,  

 

 

 

 

 

 

 
（備 考） 

 １ この届出は、法第19条第３項の規定により、取消の日から７日以内に提出しなければならないこ

と。 

 ２ 「氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず本人が自署すること。 
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寄附金（税額）控除のための書類 

（確認欄） 

 

この寄附金は、政治資金規正法第１２条若しくは第１７条又は公職選挙法第１８９条の規定に

よる収支報告書により報告されたものです。 

 

    （寄附をした者）（寄附をした者）（寄附をした者）（寄附をした者）    

氏       名  

住       所  

寄 附 金 の 額 

 百万 十万 万 千 百 十 円 

                                

寄 附 年 月 日 平成   年   月   日 

        （寄附を受けた団体）（寄附を受けた団体）（寄附を受けた団体）（寄附を受けた団体）    

名       称  

住       所  

 

団 体 の 区 分 
いずれか該当するも 

のの番号を○で表示 

政党又は政治資金団体 
租税特別措置法第41条の18 

第１項第１号又は第２号 

左記以外の特定の政治団体 
租税特別措置法第41条の18 

第１項第３号又は第４号 

１ ２ 

租税特別措置法第41条の18 

第１項第３号該当の場合 

その団体の主宰者又は主要な

構成員である国会議員の氏名 
 

租税特別措置法第41条の18 

第１項第４号該当の場合 

(1) その団体が推薦し又は支 

持する者の氏名 
 

 

同号イ該当の場合は(2)の 

記載は必要ありません。 
(2) 上記(1)の者が立候補した

選挙名及び立候補年月日 

                      選挙 

平成  年  月  日 

    （寄附を受けた個人）（寄附を受けた個人）（寄附を受けた個人）（寄附を受けた個人）    

公 職 の 候 補 者 

(1) 公職の候補者の氏名  

(2) 上記(1)の者が立候補した

選挙名及び立候補年月日 

選挙 

平成  年  月  日 

住             所  

        （寄附の内訳）（寄附の内訳）（寄附の内訳）（寄附の内訳）    

年 月 日 金    額 年 月 日 金    額 年 月 日 金    額 

･   ･ 円 ･   ･ 円 ･   ･ 円 

･   ･ 円 ･   ･ 円 ･   ･ 円 

･   ･ 円 ･   ･ 円 ･   ･ 円 

･   ･ 円 ･   ･ 円 ･   ･ 円 

･   ･ 円 ･   ･ 円 ･   ･ 円 
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2
4

3
6
5
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   政治家の寄附は禁止されています｡政治家の寄附は禁止されています｡政治家の寄附は禁止されています｡政治家の寄附は禁止されています｡                               

 

有権者が寄附を求めることも禁止されています。有権者が寄附を求めることも禁止されています。有権者が寄附を求めることも禁止されています。有権者が寄附を求めることも禁止されています。                               

 

 

金のかからない政治・選挙のために金のかからない政治・選挙のために金のかからない政治・選挙のために金のかからない政治・選挙のために                   

    寄附禁止のルールを守りましょう寄附禁止のルールを守りましょう寄附禁止のルールを守りましょう寄附禁止のルールを守りましょう                  。。。。  

福 岡 県 明 る い 選 挙 推 進 協 議 会                  

福 岡 県 選 挙 管 理 委 員 会                  

                            （ 平 成 ３ ０ 年 版 ）  




